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!!料 11
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
け
る
政
教
分
離
の
原
則

(五)

目

次

序

第
一
章
植
民
地
時
代

第
一
節
教
会
と
様
民
地
に
お
け
る
政
治
の
結
合

第
二
節
教
会
と
植
民
地
に
お
け
る
政
治
の
分
離

第
三
節
宗
教
的
寛
容
と
政
教
分
離
の
原
因
(
以
上
本
誌
一
五
巻
三
号
)

第

二

章

修

正

第

一

条

第
一
節
修
正
第
一
条
制
定
以
前
の
状
況

第
二
節
憲
法
第
六
条
三
項
と
修
正
第
一
条
の
制
定

第
三
節
憲
法
第
六
条
三
項
と
修
正
第
一
条
制
定
以
後
の
状
況
(
以
上

貧民

本

信

夫

本
誌
一
五
巻
四
号
)

第
四
節
修
正
第
一
条
の
解
釈

第
五
節
修
正
第
一
条
の
成
立
と
州
へ
の
適
用
(
以
上
本
誌
二
ハ
巻
一

号
)

第
三
章
物
質
的
援
助
の
問
題

第
一
節
宗
教
団
体
経
営
の
施
設
に
対
す
る
援
助
(
以
上
本
誌
二
ハ
巻

四
号
)

第
二
節
教
区
校
児
童
に
対
す
る
教
科
書
等
の
供
給
問
題

第
一
項
判
例
の
動
向

一
問
題
の
中
心

二
教
科
書
等
の
供
給
を
違
憲
と
し
た
州
の
判
例
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A 

• 

伺

コ
一
教
科
書
等
の
供
給
を
合
憲
と
し
た
州
の
判
例

四
教
科
書
等
の
供
給
を
合
憲
と
し
た
連
邦
の
判
例

五
教
科
書
の
貸
与
を
合
憲
と
し
た
州
の
判
例

第
二
項
教
科
書
の
支
給
を
定
め
る
立
法

第
三
項
国
家
防
衛
教
育
法
三

O
五
節
を
め
ぐ
る
問
題

一
論
争
の
主
題

二
国
家
防
衛
教
育
法

三
違
憲
論
(
そ
の
一
)

四
合
憲
論

五
違
憲
論
(
そ
の
二
)

第
四
項
ま
と
め
(
以
上
本
号
)

第
四
章
宗
教
教
育
お
よ
び
宗
教
的
儀
式
に
対
す
る
援
助
の
問
題

結

び

アメリカ合衆国における政教分離の原則

第
二
節

教
区
校
児
童
に
対
す
忍
教
科
書
等
供
給
の
問
題

第
一
項

判
例
の
動
向

一
、
問
題
の
中
心

国
家
の
、
宗
教
団
体
に
対
す
る
援
助
の
第
二
の
問
題
は
、
教
区
校
に
通
学

す
る
生
徒
、

児
童
に
対
し
、

公
立
校
生
徒
、

児
童
に
対
す
る
と
同
様
な
条

件
で
教
科
書
等
の
教
材
を
国
家
が
支
給
す
る
場
合
に
生
ず
る
。
い
わ
ゆ
る
無

料
教
科
書

(
P
2
同，

Z
手
corω)
供
給
の
問
題
で
あ
る
。
こ
の
問
題
は
、
国

家
が
そ
の
行
政
機
能
を
拡
大
す
る
こ
と
に
よ
り
、
単
な
る
「
公
衆
の
健
康
・

道
徳
・
安
全
を
促
進
す
る
た
め
の
規
制
権
限
」
の
行
使
か
ら
、
次
第
に
「
公

衆
の
便
宜
、
一
般
福
祉
を
増
進
す
る
た
め
の
規
制
権
航
〕
の
行
使
へ
と
移
行

〈

2
)

す
る
に
と
も
な
っ
て
生
じ
は
じ
め
る
。
す
で
に
こ
れ
ま
で
の
い
く
つ
か
の
判

決
の
中
に
も
示
さ
れ
て
来
た
よ
う
に
、
教
区
校
に
対
す
る
公
金
の
支
出
禁
止

条
項
が
州
憲
法
の
一
つ
の
特
色
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
状

況
の
下
に
お
い
て
教
区
校
児
童
、
生
徒
に
対
す
る
教
科
書
の
無
料
供
給
の
間

題
が
論
じ
ら
れ
る
場
合
、
市
民
の
一
般
福
祉
の
増
進
と
い
う
、

一
九
三

O
年

代
に
始
ま
る
福
祉
国
家
的
所
芽
と
切
り
離
し
て
考
え
る
こ
と
は
出
来
な
い
で

あ
ろ
う
。
一
九
二
九
年
に
始
ま
る
経
済
不
況
は
、
一
九
三
五
年
の
「
連
邦
社

会
保
障
法
」
(
明
止
命

E
r
g
-
ω
2
5
q
F
F
5
3
を
生
み
出
し
、
合

衆
国
を
し
て
社
会
保
障
制
度
の
確
立
へ
と
歩
ま
せ
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、
こ

の
連
邦
社
会
保
障
制
度
の
確
立
へ
の
歩
み
と
共
に
、
各
州
に
お
い
て
も
積
極

的
に
老
令
、
廃
疾
、
労
働
災
害
、
児
童
の
保
護
と
い
う
諸
問
題
を
、
単
な
る

私
的
団
体
に
よ
る
慈
善
活
動
と
は
別
に
、
州
政
府
の
任
務
と
し
て
具
体
化
す

〈
寸
，

る
傾
向
が
み
ら
れ
ム
。
こ
の
よ
う
な
傾
向
の
中
に
、
国
家
の
福
祉
的
活
拡
げ

一
環
と
し
て
児
童
に
対
す
る
無
料
教
科
書
供
給
等
の
問
題
が
現
わ
れ
て
来

る。
こ
の
教
科
書
供
給
の
問
題
は
、
ハ
円
、
公
共
団
体
に
よ
る
無
料
の
供
給
を
違

憲
と
す
る
州
の
判
例
の
場
合
、
口
、
こ
れ
を
合
憲
と
す
る
州
の
判
例
の
場
合

北法17(1・105)105 



料

同
、
こ
れ
を
合
憲
と
す
る
連
邦
の
判
例
の
場
合
、
お
よ
び
制
、
公
共
団
体
に
よ

る
教
科
書
の
無
料
の
貸
与
を
合
憲
と
す
る
州
の
判
例
の
場
合
に
区
別
す
る
こ

と
が
可
能
で
あ
る
。
更
に
、
こ
れ
ら
の
判
例
の
立
場
と
共
に
、
師
、
連
邦
法
に

資

よ
る
教
区
校
に
対
す
る
貸
付
金
の
問
題
が
あ
る
。
そ
こ
で
は
右
貸
付
金
に
よ

る
教
科
書
の
購
入
、
支
給
を
合
憲
と
す
る
立
場
、
違
憲
と
す
る
立
場
が
み
ら

れ
、
教
科
書
供
給
と
言
う
福
祉
行
政
に
と
も
な
う
援
助
の
限
界
が
主
と
し
て

問
題
と
さ
れ
る
。
右
の
帥
の
場
合
は
結
局
無
料
の
教
科
書
を
支
給
す
る
に
等

し
い
の
で
、
白
お
よ
び
同
の
場
合
と
同
様
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
従
つ

て
判
例
の
立
場
は
、
供
給
を
違
憲
と
す
る
も
の
(
付
の
場
合
)
、
お
よ
び
供
給

を
合
憲
と
す
る
も
の
(
口
、
日
、
伺
の
場
合
)
に
大
別
で
き
、
そ
し
て
こ
の

合
憲
と
考
え
る
場
合
に
は
援
助
の
限
界
が
問
題
と
さ
れ
(
伺
の
場
合
)
る
。

と
こ
ろ
で
第
一
節
に
み
た
宗
教
団
体
経
営
の
施
設
に
対
す
る
援
助
の
問
題

が
、
い
わ
ば
個
別
的
な
特
殊
な
援
助
の
適
否
の
問
題
で
あ
る
の
に
対
し
、
本

節
の
教
科
書
供
給
の
問
題
は
、

福
祉
立
法
に
基
づ
く
一
般
的
な
援
助
に
お

い
て
、
教
区
校
に
通
学
す
る
児
童
を
そ
の
対
象
か
ら
除
外
す
る
こ
と
の
適
否

に
あ
る
。

」
の
よ
う
な
角
度
か
ら
本
節
の
問
題
を
取
り
あ
げ
る
こ
と
と
す

る。(
1
)
E
S
H
L
ω
・。

2
3
p
、
目
。
。

S
E
E
F
Dロ
c
r
z
c
E
E
ω
g
g

。
同
〉
B
R
M
S
-
自
己
可
田
町

g-仏
百
円
刊
号
s
s
t
o
p
司
・
申
N

∞
(
巴
日
ω)・

(

2

)

こ
の
よ
う
な
公
衆
の
便
宜
、
一
般
福
祉
を
増
進
す
る
た
め
の
規
制
権

限
は
、
い
わ
ゆ
る
「
警
察
権
能
」
(
宮
口
円
。
官
。
君
。
『
)
と
し
て
と
ら
え
ら

れ
て
い
る
、
『
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
「
警
察
権
能
」
の
理
論
の
展
開
』
(

高
原
賢
治
、
国
家
学
会
第
七
十
四
巻
、
第
九
・
十
号
〉

o

こ
の
内
容
た

る
要
素
と
し
て
、
公
衆
の
道
徳
・
安
全
・
健
康
が
あ
げ
ら
れ
る
(
同
四

七
O
頁
)
。
こ
の
権
能
が
連
邦
最
高
裁
判
所
に
よ
っ
て
、
既
得
権
の
保

護
か
ら
、
個
人
の
権
利
お
よ
び
社
会
の
福
祉
の
増
進
へ
と
変
化
し
た
の

は
一
八
一
三
ハ

l
一
八
六
四
年
の
連
邦
最
高
裁
判
所
裁
判
官
ト
l

ニ
ィ
の

時
代
と
さ
れ
る
(
同
四
八
九
頁
)
。

こ
の
「
警
察
権
能
」
の
形
態
の
一
つ
と
し
て
、
本
稿
が
と
り
あ
げ

る
、
州
に
よ
る
児
童
の
た
め
の
教
科
書
の
無
料
の
支
給
、
あ
る
い
は
通

学
の
た
め
の
輸
送
方
法
の
提
供
乃
至
料
金
の
償
還
の
問
題
が
と
ら
え
ら

れ
ょ
う
か
。
た
と
え
ば
こ
の
点
を
具
体
的
に
触
れ
る
判
決
と
し
て
回
守

=rロ
〈
・
円
。
口
町
宮
ロ
mw

∞g-R
切
口

ω出回
O
問
問
仏
戸
円

ω
t
c
p
同町∞
H
i
m
-
H
O
O印
-

H
B
ω
0
・
8
印
出
品
。
ミ
〉
-
F
-
H
F

口
器
・
が
あ
る
「
こ
の
事
件
に
つ

f

F

い

て

は

本

節

制

1
州山一一
F
W
Wがん

rv)
。
右
の
判
決
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
(
立
法
の
目
的
は

1
筆
者
以
下
同
じ
〉
児
童
に
許
容
さ
れ
て
い
る
教

科
書
の
単
な
る
使
用
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
り
、
別
の
言
葉
で
言
え
ば
教

科
書
は
児
童
に
貸
与
さ
れ
、
(
州
に
対
L
て
)
返
還
さ
れ
る
べ
き
も
の

で
あ
る
。
州
に
属
し
て
い
る
、
こ
こ
で
の
有
価
値
物
の
貸
与
が
正
し
い

な
ら
ば
、
こ
の
貸
与
は
憲
法
に
よ
っ
て
禁
止
さ
れ
て
い
る
貸
与
で
は
な

い
。
そ
こ
で
意
図
さ
れ
て
い
る
(
憲
法
で
禁
止
さ
れ
て
い
る
)
貸
与
は
、

警
察
権
能
の
合
理
的
な
行
使
(
円
Z
8
8
D
E
r
-伶

Z
R包
括
え
岳
巾

北法17(1・106)106 



国

司

D
E
2

旬
。
者
巾
吋
)
と
関
係
の
な
い
貸
与
な
の
で
あ
る
o
」
N
o
c
m
p
己
N
・

(

3

)

た
と
え
ば
失
業
補
償
法

(
C
5目
立

DUNHH再
三

n
o
g
-
v
g
g
t
cロ
戸
日
号
)

を
一
九
三
六
年
に
制
定
し
た
州
と
し
て
〉
ユ
NO口
p
n
c
r
s
ι
9
(
V
Oロロ'

3
H
E
F
E田
Y
P
E
L
F
g
p
y向
5
5
f
y
w
同
凶

}MD仏
o
r
z
E
M
ω
D
E
Y

P『
D
F
E
・
吋

Z
E
の一

O
州
で
あ
る
。
養
老
年
金
法
を
一
九
三
六
年

に
制
定
し
た
の
は
オ
ク
ラ
ホ
マ
州
で
あ
る
が
、
こ
の
年
ま
で
に
こ
の
種

の
立
法
を
有
し
な
い
の
は
ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
、
ヵ
ン
ザ
ス
州
、
ニ
ュ

l

・

メ
キ
シ
コ
州
等
の
八
州
で
あ
る
。

ま
た
、
幼
年
労
働
立
法
と
し
て
一
九
三
六
年
に
は
ロ

l
ド
・
ア
イ
ラ

ン
ド
州
が
、
製
造
及
び
機
械
工
場
に
お
い
て
一
六
才
以
下
の
幼
年
工
の

使
用
を
禁
じ
て
い
る
。

な
お
、
一
九
一
ニ

0
年
代
の
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
け
る
社
会
立
法
に

つ
い
て
は
、
高
橋
貞
三
、
「
社
会
立
法
の
研
究
」
(
昭
和
一
五
年
、
有

斐
閣
)
一
一
一
一
五
1

三
六
九
頁
が
く
わ
し
い
。

(
4
)

一
九
三
五
年
の
「
連
邦
社
会
保
障
法
」
に
は
、
各
州
の
母
子
保
健
事

業
、
肢
体
不
自
由
児
事
業
児
童
福
祉
事
業
に
対
す
る
連
邦
政
府
の
、
補

助
金
交
付
を
定
め
る
。

アメリカ合衆国における政教分離の原則

二
、
教
科
書
等
の
供
給
を
違
憲
と
し
た
州
の
判
例

ま
ず
、
教
科
書
及
、
ひ
そ
の
他
の
教
材
を
、
教
区
校
あ
る
い
は
そ
の
他
の

私
立
校
に
供
給
す
る
た
め
、
公
金
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
し
た

ニ
ュ
!
・
ヨ

l
ク
州
最
高
裁
の
判
決
が
あ
る
o

す
な
わ
ち
、
一
九
二
二
年
の

(
1
)
 

ス
ミ
ス
対
ド
ナ
ヒ
ュ

l
事
件

ω
ヨュ
r
〈
・
り
c
E宮
内
で
あ
る
。

こ
の
事
件
で
は
、
向
州
オ
グ
デ
ン
ス
パ
|
グ
(
。
包
一
自
由
『
民
間
)
市
の
教
育

委
員
会
が
以
下
の
よ
う
に
規
定
す
る
教
育
法
(
叶
宮
間

p
g片
山
自
戸

2
、
)
第

三
三
条
に
基
づ
き
(
ト

EM)、
教
科
書
等
の
教
材
を
ロ

1
7
・
カ
ト
リ
ッ

ク
教
会
に
よ
っ
て
経
営
さ
れ
て
い
る
教
区
校
に
供
給
し
た
点
が
争
わ
れ
た
。

問
題
の
三
三
条
第
八
六
八
節
第
四
款
は
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

ニュ

1

・
ョ
l
ク
州
内
の
各
市
の
教
育
委
員
会
は
以
下
の
権
限
を
有
す

る
。
す
な
わ
ち
、

「
問
委
員
会
の
管
理
と
監
督
下
に
あ
る
学
校
、
お
よ
び
其
の
教
育
的
。

社
会
的
諸
活
動
、
お
よ
び
レ
ク
リ
ェ
ー
シ
ョ
ン
活
動
に
適
当
な
、
か
つ
効

果
的
管
理
に
必
要
と
考
え
ら
れ
、
ま
た
利
益
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
器

具
、
地
図
、
地
球
儀
、
図
書
、
備
品
お
よ
び
そ
の
他
の
設
備
、
供
給
口
聞
を

購
入
し
、
供
給
す
る
こ
と
。

本
法
が
効
力
を
生
ず
る
以
前
に
、
適
法
に
無
料
教
科
書
、
あ
る
い
は
そ

の
他
の
供
給
品
が
支
給
さ
れ
て
い
た
都
市
の
学
校
に
通
学
し
て
い
る
す
べ

て
の
児
童
に
対
し
、
無
料
教
科
書
あ
る
い
は
そ
の
他
の
供
給
品
を
付
与
す

(
2
)
 

る
こ
と
。
」

と
こ
ろ
で
ニ
ュ

l
・ヨ

l
ク
州
の
教
育
行
政
は
一
九

O
九
年
の
教
育
法
に

基
づ
き
、
各
学
校
区
に
公
立
校
が
設
置
さ
れ
、
一
九
一
七
年
の
前
記
三
三
条

北法17(1・107)107 



料

の
追
加
に
よ
っ
て
、
都
市
に
お
け
る
学
校
区
が
構
成
さ
れ
て
進
め
ら
れ
た
。

教
育
委
員
会
は
公
立
校
に
つ
い
て
の
完
全
な
管
理
権
を
有
し
、
教
育
的
、
社

資

会
的
目
的
の
た
め
に
用
い
ら
れ
る
学
校
資
産
(
ω
n
F
C
C
-

官
。
宮
ユ
可
)
、
お
よ
び

都
市
の
資
産
の
管
理
を
行
な
っ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
委
員
会
の
活
動
範
囲

に
つ
き
同
条
八
六
八
節
五
款
は
次
の
よ
う
に
規
定
す
る
。

「
教
育
委
員
会
は
次
の
権
限
を
有
す
る
。
無
料
の
小
学
校
、
高
等
学
校
、

訓
練
学
校
、
技
術
・
産
業
学
校
、
幼
稚
園
、
工
業
学
校
、
夜
間
学
校
、
短

期
ま
た
は
長
期
学
校
、
休
暇
学
校
、
成
入
学
校
、
野
外
学
校
、
知
的
、
身

体
的
障
害
児
童
学
校
、
あ
る
い
は
委
員
会
が
市
の
必
要
と
要
求
に
適
す
る

と
思
わ
れ
る
、
そ
の
他
の
学
校
ま
た
は
ク
ラ
ス
を
設
置
し
、
維
持
す
る
こ

円
。

3
と
。
」

更
に
同
法
は
委
員
会
が
学
習
の
課
程
お
よ
び
使
用
さ
れ
る
べ
き
教
科
書
を

指
定
し
、
監
督
す
る
こ
と
、
を
定
め
る
。
こ
の
よ
う
な
教
育
委
員
会
の
役
割

は
都
市
の
、
公
的
、
教
育
的
、
社
会
的
諸
活
動
お
よ
び
諸
レ
ク
リ
ェ

l
シ
ョ

ン
活
動
に
限
ら
れ
、
児
童
の
福
祉

任
命
者
己
な
お
口
町
任
命

n
E
5
2ロ)

向
け
ら
れ
て
い
る
。

」
の
よ
う
な
状
況
の
下
で
、
右
の
よ
う
な
権
限
が
付
与
さ
れ
て
い
る
教
育

委
員
会
の
、
以
下
の
よ
う
な
行
為
が
問
題
に
さ
れ
た
。

す
な
わ
ち
、
同
市
に
あ
る
教
区
校
の
校
長
お
よ
び
教
師
が
、
国
語

(mgLE

zm)
算
数
、

つ
づ
り
字
教
科
書
、

地
理
、
英
語
、
歴
史
用
の
教
科
書
を
教

育
委
員
会
に
対
し
て
請
求
し
た
。
そ
こ
で
教
育
委
員
会
は
他
の
公
立
校
に
対

す
る
と
同
様
に
、
こ
れ
ら
の
教
科
書
を
購
入
し
当
該
教
区
校
に
配
布
し
た
。

こ
れ
に
対
し
、
岡
市
の
納
税
者
た
る
原
告
は
教
育
委
員
会
、
教
育
長

(HZ

市
の
収
入
役
を
相
手
と
し
て
、

ω口
開
拓
江
口
芯
ロ
色
白
回
同

D
同
吉
岡
r
z何
回
門
司

M
O
D
-凹
)
、

同
地
区
の
公
立
校
以
外
の
児
童
の
使
用
の
た
め
の
、
右
の
教
科
書
、
お
よ
び

普
通
学
校
備
品
を
無
料
で
支
給
す
る
行
為
、
お
よ
び
そ
の
た
め
の
公
金
の
支

出
差
止
の
請
求
を
な
し
た
。
ま
た
こ
の
た
め
に
使
用
さ
れ
た
一
五

0
0ド
ル

の
償
還
を
求
め
た
。

原
審
裁
判
所
は
原
告
の
請
求
を
棄
却
、
そ
こ
で
州
最
高
裁
へ
上
告
し
た
。

裁
判
所
は
ヴ
ア
ン
・
ヵ
l
グ
判
事
(
』
・
〈
吉
田
ユ
内
)
が
意
見
を
述
べ
た
。

同
判
事
は
先
に
あ
げ
た
一
九
一
七
年
教
育
法
第
一
一
一
一
一
一
条
の
各
条
項
(
醐
一
昨
猷

相
官
)
を
あ
げ
、
教
育
委
員
会
の
権
限
の
範
囲
に
つ
い
て
言
及
し
、
右
権
限

は
公
立
校
以
外
の
い
か
な
る
学
校
に
対
し
て
も
及
ぶ
も
の
で
は
な
い
こ
と
を

ム《戸

A
崎官6

認
定
し
た
O

裁
判
所
は
次
に
連
邦
憲
法
修
正
第
一
条
お
よ
び
、
ニ
ュ

l

・ヨ

ー
ク
州
憲
法
第
一
条
に
触
れ
た
。
同
州
憲
法
第
一
条
三
項
は
以
下
の
よ
う
に

定
め
て
い
る
。

「
第
三
項
。
礼
拝
の
自
由
|
|
宗
教
の
自
由
。
宗
教
的
告
白
と
礼
拝
を

自
由
に
行
な
い
、
か
つ
享
有
す
る
こ
と
は
、
差
別
あ
る
い
は
特
権
を
認
め

北法17(1・108)108 



同

i
 

a
 

;

2

5

7

1

J

宮
司

3
1

る
こ
と
な
く
、
こ
の
州
内
に
お
い
て
、
す
べ
て
の
人
に
対
し
て
、
永
久
に
許

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ま
た
、
い
か
な
る
人
も
、
宗
教
的
信
念

(
B
E
m
Z
E
r
o
r『
)

に
関
す

る
問
題
に
つ
い
て
の
彼
の
意
見
を
理
由
と
し
て
、
証
人
と
し
て
の
資
格
を

奪
わ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
本
項
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
た
良
心
の

自
由
は
、
放
縦
な
行
為

(
R
2
0
ご
H
2
5
5
5
5自
)
を
容
認
し
、
あ
る

い
は
本
州
の
平
和
と
安
全
に
反
す
る
行
為

Z
3
2
W
E
)
を
正
当
化
す
る

(
5
)
 

も
の
と
し
て
解
釈
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
」

裁
判
所
は
更
に
、
本
件
に
つ
き
直
接
関
連
を
有
す
る
憲
法
上
の
規
定
と
し

て
、
同
州
憲
法
案
(
ト

E
U出
議

官

一

詩

都

立

mA)
第
一
項
お
よ
び

第
四
項
を
あ
げ
た
。
す
な
わ
ち
、

アメリカ合衆国における政教分離の原則

「
第
一
項
。

普
通
学
校
。
立
法
府
は
、
州
の
す
べ
て
の
児
童
が
教
育
を
受
け
る
、
無

料
の
普
通
学
校
(
伶
2
2
5
E
Dロ切口
7
0
0
一
)
の
維
持
と
経
営
の
た
め
の
規

〈

6
〉

定
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」

「
第
四
項
教
派
的
学
校
に
対
す
る
無
援
助
。

州
あ
る
い
は
そ
の
機
関
(
印
ロ
r
L
2
2
5ロ
)
は
、
全
部
あ
る
い
は
一
部
が

宗
教
的
教
派
の
支
配
、
あ
る
い
は
監
督
の
下
に
置
か
れ
て
い
る
学
校
あ
る

い
は
教
育
施
設
の
、
あ
る
い
は
教
派
的
な
教
理
ま
た
は
教
義
が
教
え
ら
れ

る
施
設
を
、
援
助
ま
た
は
維
持
す
る
た
め
に
、
州
の
財
産
、
信
用
あ
る
い

は
公
金
を
直
接
ま
た
は
間
接
に
使
用
す
る
こ
と
、
あ
る
い
は
権
限
を
付

与
、
も
し
く
は
容
認
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
学
校
、
あ
る

い
は
教
育
施
設
の
試
験
す
訟
ヨ
5
巳
5
ロ
)
ま
た
は
審
査

(HE克
己
芯
ロ
)

(
7
)
 

の
た
め
に
使
用
す
る
場
合
は
こ
の
か
ぎ
り
で
は
な
い
。
」

裁
判
所
は
右
の
九
条
四
項
の
下
で
争
わ
れ
た
先
例
と
し
て
、
オ
コ
ン
ナ
l

対
へ
ン
ド
リ
ヅ
ク
事
件
を
あ
げ
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
衣
裳
を
つ
け
た
公
立

校
教
師
の
、
礼
拝
の
停
止
を
命
じ
た
教
育
長
の
行
為
を
右
条
項
の
下
で
合
理

的
な
行
為
で
あ
る
と
評
し
た
後
、
公
立
校
と
教
区
校
の
区
別
を
指
摘
し
た
。

」
の
区
別
か
ら
次
に
裁
判
所
は
、

「
州
は
普
通
教
育
(
お

2
-
R
包戸
n
m
t
cロ
)
と
宗
教
的
訓
育
(
『
巴
m芯
g

5
2
2
2
5ロ
)
を
結
び
つ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
が
、
教
会
は

そ
れ
が
可
能
な
の
で
あ
る
o

す
な
わ
ち
当
該
教
区
校
は
通
常
の
教
育
と
共

に
、
教
会
所
属
の
子
弟
達
が
そ
の
教
会
の
宗
教
的
な
信
念
、
規
則
に
従
っ

て
教
育
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
設
立
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
、
州
は
干
渉
を
す
る
こ
と
も
、
宗
教
的
指
導
に
援
助
を

(
9〉

与
え
る
こ
と
も
で
き
な
い
の
で
あ
る
o
」

と
、
そ
の
基
本
的
立
場
を
明
ら
か
に
し
た
。

次
に
問
題
の
教
科
書
等
を
供
給
す
る
行
為
の
性
質
に
つ
い
て
裁
判
所
は
次

の
よ
う
に
述
べ
た
。

「
被
告
は
、
こ
の
よ
う
に
購
入
さ
れ
、
配
布
さ
れ
た
教
科
書
等
は
、
教
育

北法17)1・109)109



料

法
の
上
記
の
条
項
ハ
第
八
六
八
節
第
四
款
)
の
下
で
、
通
学
児
童
応
対
し

て
支
給
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
学
校
に
対
し
て
支
給
さ
れ
て
い
る
の

で
は
な
い
、
と
主
張
す
る
。
(
し
か
し

1
筆
者
)
た
と
え
我
々
が
、
同
法

令
を
、
教
科
書
等
が
児
童
に
対
し
て
支
給
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、

学
校
に
対
し
て
な
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
な
い
と
解
釈
す
る
と
し
て
も
、
同

法
令
の
趣
旨
が
明
ら
か
に
憲
法
の
禁
止
す
る
範
囲
内
に
入
る
も
の
と
考
え

ー

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

る
。
ま
た
、
た
と
え
教
区
校
に
対
す
る
直
接
的
な
援
助
に
な
ら
な
い
と
し

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

て
も
、
こ
れ
は
た
し
か
に
間
接
的
な
援
助
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

生
徒
は
学
校
で
の
彼
ら
の
学
習
と
切
り
離
し
て
、
教
科
書
お
よ
び
通
常
の

備
品
を
使
用
す
る
も
の
で
は
な
い
。
彼
ら
は
そ
れ
ら
教
科
書
等
を
学
校
で

の
学
習
の
目
的
に
の
み
必
要
と
す
る
の
で
あ
る
。
教
科
書
等
が
公
立
校
に

対
し
て
直
接
に
支
給
さ
れ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
の
で
あ
っ
て
、
学
校
と
切

り
離
さ
れ
た
も
の
と
し
て
の
生
徒
に
支
給
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
の

〈

叫

)

こ
と
は
ま
た
、
教
区
校
の
場
合
に
も
同
様
な
の
で
あ
る
。
」

資

ま
た
被
告
の
、
教
区
校
も
ま
た
州
法
お
よ
び
州
の
教
育
庁
に
よ
っ
て
、
州

の
教
育
組
織
の
一
環
と
し
て
承
認
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
、
と
す
る
主
張
に
対

し
、
裁
判
所
は
、
州
教
育
法
の
定
め
る
「
義
務
教
育
」

(
g
B宮
町

o
q
a
q

g己
申
ロ
)

の
内
容
が
、
就
学
年
令
、
教
科
、
教
師
の
資
格
、
使
用
用
語
に
つ

き
一
定
の
基
準
を
設
け
、
公
立
校
以
外
の
学
校
に
つ
い
て
は
右
の
事
項
の
ほ

か
に
児
童
の
教
育
基
準
、
州
の
監
督
に
服
す
る
こ
と
等
を
意
味
す
る
に
す
ぎ

な
い
の
で
あ
っ
て
、
教
区
校
を
州
の
教
育
組
織
の
一
っ
と
す
る
規
定
は
み
ら

れ
な
い
、
と
し
て
排
斥
し
た
。

そ
し
て
右
の
見
解
は
「
試
験
ま
た
は
審
査
の
た
め
に
用
い
る
以
外
」
の
公

金
の
使
用
の
禁
止
を
定
め
る
、
州
憲
法
九
条
四
項
の
立
場
と
一
致
し
て
い
る

と
し
た
。
結
局
、
教
区
校
が
州
の
教
育
組
織
の
一
つ
と
し
て
、
公
立
校
と
同

様
に
州
の
教
育
委
員
会
の
指
揮
、
監
督
を
受
け
、
財
政
的
援
助
を
受
け
る
も

の
で
は
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
凶
戸

』
の
よ
う
な
立
場
に
立
っ
て
次
に
教
育
法
八
六
八
節
四
款
の
最
初
の
部
分

の、

「
同
法
が
効
力
を
有
す
る
以
前
に
、
無
料
教
科
書
が
適
法
に
支
給
さ
れ

て
い
た
学
校
に
通
学
す
る
す
べ
て
の
児
童
に
対
し
」
の
意
味
を
め
ぐ
っ
て
、

裁
判
所
は
、
右
の
条
項
は
単
に
教
育
委
員
会
の
管
理
下
に
あ
る
学
校
を
意
味

す
る
も
の
で
あ
る
と
し
た
。
裁
判
所
は
更
に
進
ん
で
同
市
の
学
校
の
児
童
す

べ
て
に
対
し
、
教
科
書
等
を
支
給
す
る
規
定
の
存
在
に
つ
い
て
論
じ
、
唯
一

の
規
定
と
し
て
一
九

O
三
年
の
法
令
第
一
八
七
号
を
あ
げ
、
同
法
令
は
オ
グ

デ
ン
ス
パ
l
グ
市
に
対
し
て
の
み
適
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
触
れ
て

同
条
項
を
引
用
し
た
。
す
な
わ
ち
、

「
第
一
節
。
ォ
グ
デ
γ
スバ

l
グ
市
民
は
同
市
の
費
用
で
、
高
等
教
育

段
階
以
下
の
(
『
巳
0
4
4
H
Y
m
m
g
号
B
W
志
向
)
当
該
市
の
学
校
区
の
学

童
用
に
無
料
の
教
科
書
、
お
よ
び
通
常
の
学
校
備
品
を
支
給
す
る
問
題
に

っ
き
投
票
す
る
権
利
を
有
す
る
。
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a

i

-
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

こ
れ
ら
の
支
給
品
は
児
童
に
対
し
て
支
給
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
問

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

学
校
区
の
児
童
の
使
用
の
た
め
学
校
に
対
し
て
支
給
さ
れ
る
も
の
と
み
な

さ
れ
る
(
傍
点
筆
者
)
。
」

「
第
二
節
。
当
該
市
の
教
育
委
員
会
は
右
の
投
票
後
一

O
日
以
内
に
二

0
0
0ド
ル
を
越
え
な
い
範
囲
で
高
等
教
育
段
階
以
下
の
岡
市
の
児
童
の

用
に
供
す
る
た
め
、
無
料
教
科
書
お
よ
び
供
給
品
の
費
用
を
支
払
う
に
必

要
な
金
額
を
理
事
会
に
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」

第
三
節
は
右
の
費
用
を
租
税
か
ら
支
払
う
旨
を
次
の
よ
う
に
限
定
し
て
規

定
し
て
い
る
。

国アメリカ合衆国における政教分離の原則

「
第
三
節
。
当
該
委
員
会
に
よ
っ
て
、
当
該
市
の
学
校
区
の
児
童
の
使

用
に
供
す
る
た
め
、
そ
れ
以
外
の
目
的
に
充
て
る
た
め
で
は
な
く
、
教
科

書
お
よ
び
供
給
口
聞
の
購
入
に
用
い
る
た
め
に
:
:
:
そ
の
費
用
を
教
育
委
員

会
に
支
払
う
も
の
と
す
る
:
:
・
。
」

更
に
第
四
節
に
は
教
科
書
等
の
帰
属
に
関
し
て
、

「
本
条
項
の
下
で
支
給
さ
れ
た
す
べ
て
の
図
書
、
お
よ
び
供
給
品
は
教
育

委
員
会
の
財
産
で
あ
る
。
」

(
は
)

と
定
め
る
。

裁
判
所
は
こ
れ
ら
の
規
定
を
引
用
し
た
上
で
児
童
、
公
立
校
、
教
区
校
の

関
係
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。

ゴ

「
〈
第
三
節
に
言
う

1
筆
者
以
下
同
じ
〉
学
校
区
の
学
校
と
は
、
教
育

委
員
会
の
管
理
の
下
に
あ
る
学
校
区
の
公
立
校
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
教
育
法
の
す
べ
て
の
条
項
に
一
言
う
学
校
区
の
学
校
に
つ
い
て
も
同

様
と
考
え
る
。
(
従
っ
て
こ
こ
で
は
)
右
の
学
校
以
外
の
学
校
は
含
ま
な

令
い
。
同
学
校
区
内
に
は
そ
れ
以
外
の
学
校
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
そ

れ
ら
は
学
校
区
の
学
校
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
教
区
校
は
教
区
の
学
校

で
あ
っ
て
教
区
の
支
配
下
に
置
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
教
科
書
お

よ
び
供
給
口
問
が
教
区
校
児
童
に
対
し
て
支
給
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
、
と
す

る
何
の
規
定
も
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
教
科
書
等
は
学
校
区
の

児
童
の
使
用
の
た
め
、
教
育
委
員
会
に
よ
っ
て
学
校
に
対
し
て
支
給
き
れ

る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
教
育
委
員
会
の
財
産
な
の
で
あ
る
o

学
校
区
と
は

公
立
校
の
、
ま
た
そ
の
た
め
の
地
区
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
学
校
は
単
な
る
建
物
で
も
ま
た
施
設
で
も
な
い
。
す
な
わ
ち

そ
れ
は
一
つ
の
組
織
で
あ
り
、
組
織
の
中
の
あ
ら
ゆ
る
要
素
の
結
合
な
の

で
あ
り
、
学
習
の
各
部
分
に
お
け
る
教
育
|
た
と
え
ば
芸
術
、
科
学
あ
る

い
は
文
学
ー
を
与
え
る
た
め
の
組
織
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
一
つ
の
制
度

(
同

F
0
5
5
z
c
cロ
)
で
あ
り
、
教
師
と
生
徒
が
共
に
な
っ
て
そ
れ
を
形
成

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
生
徒
は
そ
の
学
校
の
一
部
を
構
成
し
て
い
る
の
で

、

、

(

日

〉

あ
る
(
傍
点
筆
者
)
。
」

従
っ
て
、
本
件
の
よ
う
な
教
科
書
の
学
童
に
対
す
る
、

「
:
:
:
支
給
は
少
な
く
と
も
、
こ
の
団
体
に
対
す
る
間
接
的
な
援
助
で

あ
り
、
憲
法
の
真
の
意
図
と
意
味
に
反
す
る
も
の
で
あ
る
。
:
・

1
に
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料

裁
判
所
は
こ
の
よ
う
に
述
べ
て
被
告
教
育
委
員
会
の
行
為
を
違
憲
と
し

資

た
。
こ
こ
で
問
題
と
さ
れ
て
い
る
供
給
品
は
、
前
述
の
教
科
書
の
ほ
か
通
常

の
学
校
備
品
と
し
て
、
ベ
ン
、
鉛
筆
、
イ
ン
ク
、
紙
、
画
用
紙
、
石
板
を
意
味

す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
支
給
も
右
に
述
べ
ら
れ
た
よ
う
に
憲
法
に
反

す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
た
。
結
局
こ
の
事
件
で
示
し
た
裁
判
所
の
論
理
は
、

教
区
校
は
州
の
教
育
組
織
に
属
す
る
も
の
で
は
な
く
、
教
区
に
所
属
す
る
も

の
で
あ
り
、
従
っ
て
州
の
教
育
法
の
規
定
(
前
に
あ
げ
た
一
九

O
一
二
年
教
育

法
一
八
七
節
、
お
よ
び
一
九
一
七
年
教
育
法
七
八
六
節
〉
の
趣
旨
か
ら
教
科

書
等
を
無
料
で
支
給
す
る
こ
と
の
で
き
る
学
校
で
は
な
く
、
こ
れ
ら
の
児
童

に
支
給
す
る
こ
と
は
連
邦
憲
法
お
よ
び
州
憲
法
の
規
定
に
反
す
る
こ
と
と
な

る
、
と
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
こ
の
見
解
は
、
児
童
に
対
す
る
支
給
が
結
局

学
校
に
対
す
る
支
給
に
ほ
か
な
ら
な
い
、
と
す
る
こ
と
に
基
づ
く
。
こ
の
こ

と
は
裁
判
所
が
学
校
を
定
義
し
て
、
こ
れ
を
教
師
と
生
徒
か
ら
構
成
さ
れ
る

一
つ
の
制
度
で
あ
り
単
な
る
建
築
物
で
は
な
い
、
と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら

明
ら
か
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
公
費
に
よ
る
無
料
教
科
書
の
支
給
が
児
童
に
対

し
利
益
を
与
え
る
こ
と
と
な
る
と
言
う
論
理
は
み
ら
れ
な
い
。
裁
判
所
が
教
〈
凶
)

育
委
員
会
の
役
割
を
、
「
児
童
の
福
祉

(
p
o
z
-
P
5
0ご
Z
n
r
E
Bロ)」

に
向
け
ら
れ
た
公
的
、
教
育
的
、
社
会
的
諸
活
動
に
あ
る
、
と
し
つ
つ
も
、

州
教
育
法
の
法
文
の
意
味
を
厳
格
に
解
し
、
教
区
校
児
童
に
対
す
る
教
科
書

等
の
支
給
は
そ
の
範
囲
を
越
え
る
こ
と
と
認
定
し
、
委
員
会
の
教
科
書
供
給

行
為
を
違
憲
と
し
た
の
は
、
分
離
原
則
を
厳
格
に
解
し
、
適
用
し
た
も
の
と

評
価
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

[2J 

こ
の
よ
う
な
供
給
を
違
憲
と
す
る
立
場
は
す
で
に
一
八
五
四
年
メ
イ
ン

す
な
わ
ち
ド
ナ
ホ
l
対
リ
チ
ヤ
l
ズ
事
件

州
に
お
い
て
一
万
さ
れ
て
い
る
。

U
C
E
r
oゆ〈
-
E
n
E
H
F
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
州
立
法
、
裁
判
所
、
教
育
委

員
会
に
よ
っ
て
、
宗
教
的
信
念
を
育
成
す
る
た
め
の
目
的
で
経
営
さ
れ
て
い

る
教
区
校
に
対
し
て
、
州
ま
た
は
そ
の
機
関
は
公
費
に
よ
る
無
料
教
科
書
の

供
給
を
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
さ
れ
た
。

一
九
二
二
年
の
ス
ミ
ス
対
ド
ナ
ヒ
ュ

l
事
件
(
二
の
問
)
に
続
い
て
同

じ
く
ニ
ュ

l

・ヨ
l
ク
州
で
は
、
一
九
三
八
年
に
も
教
科
書
供
給
が
州
憲
法

ジ
ャ
ド
対
教
育
委
員
会
事
件

E
E
〈・

[3 に
反
す
る
も
の
、

と
さ
れ
た
。

図。同三
O
同
開
門

-cgzcロ
で
あ
る
。

こ
の
違
憲
と
す
る
立
場
は
一
九
五
一
年
ニ
ュ

l

・
メ
キ
シ
コ
州
に
お
い

て
も
と
ら
れ
た
。
ゼ
ラ
l
ズ
対
ハ
フ
事
件

N
O
]
F
B
〈
・
国
民
ぼ
で
あ
る
。
な

お
第
二
項
叩
参
照
。

[4] (

1

)

 

(

2

)

 

(
3〉

ω
S
F
P
4・
0
0口内
w
r
5
2
乙・

5印
-
Z・J
円・

ω・斗岡山・

(
S
N
N
Y

Hr与
旬
、
戸
斗
・

HrF仏
4

斗]{斗・
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l
i
l
i
-
-
;
 

日

(
4
)
H
E
L
-
-

三寸・

(
5
)

同一
)-L-w

叶同町山・

(
6
)

同
「
戸
《
円
相
三
∞
-

(
7
)
H
E
L
-
-
J
1
H
∞-

(
8〉

C
wわ
D
ロロ
O
円
〈
・
出
geFnr-Hcmw
〉
司
司
・
ロ
ミ
・

ω
2
・
U
白

Z-
ペ-

∞口署・

5
f
後
に
原
判
決
を
容
認
し
て
お
品

Z
・
J

ヘ-
h
p
N
Y

ミ
Z

開・

2
N
w

叶
「
河
・
〉
・

(
Z
・
ω・)
A
H
O
N
・
同
事
件
に
つ
い
て
は
「
聖
パ

ト
リ
ッ
ク
教
会
組
合
対
ヒ

l
ル
マ

γ
ズ
事
件
」

2
・
司
ω
E
n
r♂
の
『
ロ
マ

円
y
m
c
n日
々

戸

国

内

2
白血ロ
ω

(

第
三
章
一
節
一
項
二
引
参
照
)
に
お

い
て
も
触
れ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
で
裁
判
所
は
オ
コ
ン
ナ

I
事
件
に

お
け
る
当
該
教
師
の
行
為
を
禁
じ
た
教
育
長
を
支
持
し
て
、
次
の
よ
う

に
述
べ
て
い
る
。

「
こ
こ
に
我
々
は
、
公
立
校
に
お
け
る
教
派
的
影
響
の
浸
透
に
反
対

す
る
州
の
政
策
の
最
も
明
白
な
宣
言
を
行
う
の
で
あ
る
。
州
の
教
育
長

に
よ
っ
て
発
せ
ら
れ
た
規
制
は
・
:
:
憲
法
に
よ
っ
て
か
よ
う
に
明
白
に

一
万
さ
れ
た
公
け
の
政
策
に
一
致
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
」

こ
の
事
件
に
触
れ
た
聖
パ
ト
リ
ッ
ク
教
会
組
合
事
件
で
は
、
事
案
を

異
に
す
る
と
し
て
原
告
の
引
用
を
排
斥
し
た
の
で
あ
っ
た
が
、
本
件
に

お
い
て
は
公
立
権
と
教
区
校
の
分
離
の
角
度
か
ら
先
例
と
し
て
引
用
さ

れ
て
い
る
。

アメりカ合衆国における政教分離の原則

(

9

)

 

(
叩
)

(

日

)

H
Z
L
-
w
叶

5
・

HH】

Fι-w
吋
一
戸
市
甲
-

H
σ
H
仏

-w
吋
N
0
・

(
M
M
)

同「広
J

寸

M-

(臼
)
H
E
L
-
-
叶

N
H
・

(

H

)

円
玄
仏

-w
叶

N
N
・

(
日
)
H
E
ι

・・叶回、吋・

(
日
山

)
ω
∞
宮
F
ω
芯
(
同
∞
日
仏
)
・
こ
の
事
件
に
つ
い
て
は
直
接
判
例
集
を
参

照
す
る
機
会
を
得
な
か
っ
た
。
』

DEmo口
E
L
J円。
ωゲ
匂

-
E∞・

(
げ
)
し
『
ロ
ιι
〈
・
∞
c
m
三

c
『開門山口
g
t
c
p
N
U
1
∞
Z
.
J
ヘ・

N
O
O
(
巴
ω∞)・

(
日
目

)

N
巾

-zad戸
田
口
町

F
a
z
-
Z・
印

2
2
8
H
)・
本
件
は

ωω

国
民
'

〈
釦
『
仏
-
開
仏
戸
口
mwtc口
同
}
如
何
'i命
者

ω
・同)・

ω印
叶
に
よ
る
。

、
教
科
書
の
供
給
を
合
憲
と
し
た
州
の
判
例

]
 
1
 
[
 
右
の
教
科
書
等
の
供
給
を
違
憲
と
す
る
判
例
に
対
し

一
九
二
九
年
に

は
こ
れ
ら
の
供
給
を
合
憲
と
す
る
州
最
高
裁
の
判
決
が
出
さ
れ
る
。
す
な
わ

ち
、
ボ
l
デ
ン
対
ル
イ
ジ
ア
ナ
川
教
育
委
員
会
事
件
回
日
常
口
〈
・
円
。
戸
田
E
・

口
問
∞
冨
芯
切
OE.ιc-h
何《凶戸円印片岡口口

で
あ
る
。
こ
の
事
件
は
同
州
の
一
九
二

八
年
の
「
無
料
教
科
書
法
」
(
吋

Z
F
2
吋

2
∞
c
c
r
〉
♀
)
(
ト
飢
一
一
一

ω併
一
時
)

お
よ
び
ご
般
支
出
法
」
(
去
の

g3-
〉

7
3
0
1
2
8
t
c
(ト
軌
配

当
ト
四
)
に
基
づ
き
、
同
州
教
育
委
員
会
が
公
立
校
お
よ
び
私
立
校
に
通
学

す
る
児
童
に
対
し
、
無
料
で
教
科
書
を
供
給
し
た
の
に
対
し
、
納
税
者
ボ
l

デ
ン
等
か
ら
右
教
科
書
購
入
の
た
め
の
公
金
支
出
の
差
止
を
求
め
た
も
の
で

あ
る
。
公
金
差
止
の
理
由
と
し
て
、
右
の
教
科
書
を
教
区
校
に
通
学
す
る
児
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料

童
に
対
し
て
も
供
給
す
る
こ
と
は
、
同
州
憲
法
の
四
条
八
節
、
一
二
節
、
ぉ

よ
び
一
条
二
節
、
四
節
、

一
二
条
一
四
節
、
更
に
連
邦
憲
法
四
条
四
節
な
ら

資

び
に
連
邦
憲
法
修
正
一
四
条
に
反
す
る
も
の
で
あ
る
、
と
し
た
。

一
九
二
八
年
の
法
律
第
一

O
O号
は
以
下
の
通
り
定
め
る
。

「
法
律
第
一

O
O号
。

第
一
項
。
州
の
分
離
租
税
基
金
(
任
命
伊
耳
目
ロ
円
。
寸
良
明
ロ
ロ
内
田
)
は

州
憲
法
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
基
金
お
よ
び
支
出
金
を
控
除
し
た
後
、
ま

ず
ル
イ
ジ
ア
ナ
州
の
学
童

(pomnroo-
口

E
E耳
ロ
え
任
命

ωgg)
に

対
し
教
科
書
を
支
給
す
る
た
め
に
支
出
さ
れ
、
そ
の
後
、
当
該
分
離
租
税

基
金
の
残
額
が
州
公
立
校
基
金
へ
と
移
管
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
項
。
ル
イ
ジ
ア
ナ
の
州
教
育
委
員
会
は
当
該
租
税
基
金
か
ら
、
無

料
で
学
童
用
の
当
該
教
科
書
を
付
与
し
、
そ
の
後
当
該
分
離
租
税
基
金
の

残
額
を
州
公
立
校
基
金
へ
充
当
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
項
。
本
法
は
単
科
大
学
お
よ
び
総
合
大
学
に
通
学
す
る
も
の
に
対

(
2
v
 

し
適
用
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
」

ま
た
法
律
第
一
四
三
号
は
、

一
九
二
八
|
二
九
年
度
、
二
九
|
一
二

0
年
度
の
一
般
支
出
に
つ
い
て
定

め
、
七
五
万
ド
ル
を
『
ル
イ
ジ
ア
ナ
の
州
教
育
委
員
会
に
よ
り
、
:
:
:
こ

の
州
の
学
童
の
使
用
の
た
め

2
2
p
o
g。
ぇ

R
r
o
o
-
n
E
E
Bロ
)
の

(
S
)
 

無
料
教
科
書
の
購
入
に
あ
て
る
た
め
』
に
使
用
す
る
こ
と
を
定
め
る
。

右
の
規
定
に
基
づ
き
、
州
教
育
委
員
会
お
よ
び
イ
ー
ス
ト
・
パ

l
ト
ン

ル
l
ジ
ェ
郡
の
教
育
委
員
会
は
無
料
教
科
書
を
公
立
校
以
外
の
学
校
に
通
学

す
る
児
童
に
対
し
て
も
供
給
し
た
。

こ
れ
に
対
し
上
告
人
ボ

1
デ
ン
等
は
前
述
の
州
憲
法
の
各
条
項
を
あ
げ

て
、
右
の
法
律
が
こ
れ
ら
に
違
反
す
る
も
の
と
主
張
し
た
。
オ
ヴ

7
ト
ン
判

事
(
』
・

0
2円
ぢ
ロ
)

は
多
数
意
見
を
述
べ
、
右
の
主
張
に
対
し
て
、
以
下
の

要
旨
に
基
き
合
憲
解
釈
を
下
し
た
。
ま
ず
、

パ
円
当
該
法
律
第
一

O
O号
は
支
出
方
法
、
時
期
を
定
め
た
州
憲
法
四

条
一
節
、
一

O
節
に
反
し
な
い
こ
と
。

同
当
該
法
律
第
一
四
三
号
の
定
め
る
支
出
目
的
は
州
憲
法
三
条
二
ハ

節
の
要
件
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
。

同
教
科
書
購
入
目
的
の
支
出
は
州
憲
法
四
条
九
節
の
定
め
る
「
一
般

支
出
法
」
の
要
件
に
合
致
し
て
い
る
こ
と
。

帥
州
憲
法
四
条
八
節
は
以
下
の
よ
う
に
定
め
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

「
い
か
な
る
教
会
、
宗
派
、
教
派
を
援
助
す
る
た
め
に
も
、
あ
る
い
は
い

か
な
る
聖
職
者
、
説
教
者
、
司
祭
、
ま
た
は
以
上
の
よ
う
な
宗
教
上
の
教

師
を
援
助
す
る
た
め
に
も
、
あ
る
い
は
州
の
監
督
下
に
置
か
れ
て
い
る
施

設
を
除
く
、
い
か
な
る
個
人
、
団
体
に
対
す
る
私
的
、
慈
善
的
あ
る
い
は

博
愛
的
な
目
的
の
た
め
に
も
、
直
接
、
間
接
、
公
庫
か
ら
金
員
を
支
払
っ

て
は
な
ら
な
い
。
」

ま
た
州
憲
法
一
条
四
節
は
以
下
の
よ
う
に
定
め
る
。
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1
i
l
 
-
-

「
自
己
の
良
心
の
命
ず
る
と
こ
ろ
に
従
い
神
を
礼
拝
す
る
権
利
を
定

め
、
国
教
を
定
め
る
法
律
お
よ
び
自
由
な
宗
教
活
動
を
禁
ず
る
法
律
の
制

定
を
禁
止
し
、
あ
る
い
は
い
か
な
る
教
会
、
教
派
、
宗
教
的
信
条
に
対
し

て
も
特
権
を
付
与
し
、
差
別
す
る
こ
と
を
禁
ず
る
。
」

ま
た
州
憲
法
一
二
条
一
三
節
は
、
「
い
か
な
る
私
立
校
あ
る
い
は
教
区

校
を
維
持
す
る
た
め
に
も
、
公
金
を
支
出
し
て
は
な
ら
な
い
」
こ
と
を
定

め
る
。

伺

ま
た
州
憲
法
四
条
一
二
節
は
、
「
州
ま
た
は
州
の
い
か
な
る
政
治
的
機

関
も
公
的
あ
る
い
は
私
的
の
、
い
か
な
る
個
人
、
人
々
、
組
合
、
法
人
に

対
し
て
、
川
ま
た
は
そ
れ
ら
の
機
関
の
資
金
、
信
用
、
財
産
、
あ
る
い
は

〈

4
V

有
価
値
物
の
貸
与
、
保
証
、
提
供
を
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
す
る
。

回
以
上
の
州
憲
法
の
規
定
に
当
該
法
律
は
反
す
る
も
の
で
は
な
い
。

す
な
わ
ち
、

アメリカ合衆国における政教分離の原則

「
当
該
法
令
を
精
査
し
て
、
〈
法
令
の
U
筆
者
以
下
同
じ
〉
ど
の
点
で

資
金
が
教
区
校
、
私
立
校
、
教
派
校
あ
る
い
は
公
立
校
の
児
童
の
使
用
の

た
め
の
教
科
書
購
入
に
向
け
ら
れ
る
の
か
、
を
確
定
す
る
こ
と
は
無
駄
な

こ
と
で
あ
る
。
当
該
支
出
は
、
州
の
学
童
が
無
料
で
使
用
す
る
教
科
書
の

購
入
と
言
う
、
特
定
の
目
的
の
た
め
に
行
な
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

支
出
が
な
さ
れ
た
の
は
児
童
の
利
益

2
2
岳
2
H
r巾
ロ
巾
出
こ
の
た
め
で

、
、
、
、
、
、
、
、
、

あ
り
、
そ
の
結
果
と
し
て
の
利
益
が
州
に
対
し
て
存
在
す
る
の
で
あ
る
。

た
し
か
に
こ
れ
ら
児
童
は
、
あ
る
特
定
の
学
校
、
す
な
わ
ち
公
立
あ
る

い
は
私
立
の
、
後
者
に
は
宗
教
的
、
あ
る
い
は
非
宗
教
的
な
も
の
が
あ
る

が
、
学
校
に
通
学
す
る
の
で
あ
り
、
教
科
書
は
彼
ら
が
い
ず
れ
の
学
校
に

通
学
し
よ
う
と
、
無
料
で
彼
ら
の
使
用
の
た
め
に
支
給
さ
れ
る
こ
と
と
な

っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
学
校
は
こ
れ
ら
支
出
の
受
益
者
会

Z
σ
守

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

5
F
H
E
Hぽ
凹
)
で
は
な
い
。
学
校
は
こ
の
支
出
か
ら
何
も
得
て
は
い
な

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

い
の
で
あ
り
、
こ
の
支
出
の
放
に
何
の
義
務
も
脱
れ
る
も
の
で
は
な
い
。

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

受
益
者
は
学
童
お
よ
び
州
の
み
な
の
で
あ
る
。

ま
た
、
児
童
の
う
ち
の
一
部
が
出
席
し
て
い
る
教
区
校
が
そ
れ
ら
児
童

に
対
し
て
宗
教
的
教
育
を
行
い
、
教
科
書
が
(
結
果
と
し
て
〉
右
の
目
的

の
た
め
に
役
立
っ
て
い
る
と
言
う
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
児
童
の
た
め
に
宗
教
的
な
図
書
を
・
支
給
す
る
こ
と
が
州
の

目
的
で
あ
る
、
と
言
う
結
論
を
導
く
た
め
に
、
〈
州
の
)
行
為
を
詳
細
に
追

求
す
る
こ
と
は
で
き
よ
う
。
し
か
し
こ
の
こ
と
は
無
駄
な
こ
と
で
あ
る
。

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

:
:
:
当
該
法
令
が
意
図
し
て
い
る
こ
と
は
、
公
立
校
に
出
席
し
て
い
る
児

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

童
に
支
給
し
て
い
る
の
と
同
様
な
教
科
書
、
が
、
私
立
校
に
通
学
す
る
児
童

に
支
給
さ
れ
る
、
と
言
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
が
同
法
令
を
解
釈
し
、
同

法
を
施
行
す
る
唯
}
の
方
法
な
の
で
あ
り
、
州
教
育
委
員
会
が
行
っ
て
い

る
行
為
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
教
科
書
の
う
ち
に
は
当
然
、
宗
教
的
教

育
に
用
い
ら
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
も
の
は
な
ん
ら
存
在
し
な
い
の
で
あ

(
5
)
 

る
(
傍
点
筆
者
)
。
」

付
当
該
法
律
は
州
憲
法
四
条
一
二
節
に
反
す
る
も
の
で
は
な
い
。
「

教
科
書
は
児
童
に
付
与

(mgロ
R
L
)

さ
れ
、
あ
る
い
は
贈
与

2
0ロ
伊
丹
色
)

さ
れ
る
の
で
は
な
い
。
当
該
法
律
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
教
科
書
を

、
、
、
、

贈
与
す
る
こ
と
は
な
ん
ら
必
要
で
は
な
い
。
立
法
の
目
的
は
児
童
に
対
し

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

て
付
与
さ
れ
る
教
科
書
の
単
な
る
使
用
で
あ
り
、
雪
一
口
棄
を
か
え
る
な
ら
ば
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料

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

教
科
書
は
彼
ら
に
貸
与
さ
れ
、
返
還
す
る
こ
と
が
要
請
さ
れ
て
い
る
の
で

か
か
o

州
に
属
す
る
有
価
値
物
の
貸
与
が
こ
こ
に
お
い
て
行
わ
れ
て
い
る

こ
と
は
事
実
で
あ
る
が
、
こ
の
貸
与
は
憲
法
に
よ
っ
て
禁
止
さ
れ
て
い
る

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
憲
法
の
意
図
し
て
い
る
の
は
、
警
察
権
能

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

(司♀
F
R
M
M
D
唱。
H
)

の
合
理
的
な
行
使
と
無
関
係
な
貸
与
な
の
で
あ
る
。
州

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

あ
る
い
は
州
の
機
関
に
所
属
す
る
、
有
価
値
物
の
付
与
ま
た
は
貸
与
が
響

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

察
権
能
の
合
理
的
な
行
使
の
範
囲
内
に
お
い
て
行
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

は
、
憲
法
四
条
一
二
節
が
そ
の
供
与
あ
る
い
は
貸
与
を
禁
止
す
る
も
の
で

、
、
、

は
な
い
。
も
し
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
州
ま
た
は
公
共
団
体
は
た
と
え
ば
、

流
行
病
(
白
ロ

GF号
自
主
の
予
防
の
た
め
の
ワ
ク
チ
ン
を
供
与
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
実
際
、
憲
法
は
警
察
権
能
の
存
在
を
前
提
と
し

て
い
る
の
で
あ
り
、
右
の
事
実
に
錐
み
て
憲
法
が
解
釈
さ
れ
る
べ
き
な
の

で
あ
る
。
通
学
中
の
、
州
の
児
童
に
対
す
る
、
彼
ら
の
使
用
に
供
す
る
教

科
書
の
供
給
は
、
直
接
に
州
の
児
童
の
教
育
を
推
進
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て

、
、
、
、
、
、
、
、

文
盲
を
除
去
し
、
児
童
の
道
徳
を
改
善
し
、
市
民
の
一
般
的
福
祉
と
安
全

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

(
叶
宮
町

g
R巳
毛
色

F
Z
ω
ロ
ι
E
F
q
)
を
促
進
す
る
の
で
あ
り
、
警
察

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

r
a
U
M

権
能
の
範
囲
内
に
入
る
の
で
あ
る
(
傍
点
筆
者
)
。
」

資

伯
当
該
法
律
は
、
公
立
校
基
金
の
配
分
を
定
め
た
州
憲
法
一
二
条
一

四
節
に
反
す
る
も
の
で
は
な
い
。

刊
当
該
法
律
は
州
憲
法
四
条
四
項
お
よ
び
連
邦
憲
法
修
正
一
四
条
の

定
め
る
「
適
正
手
続
条
項
」
に
反
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
理
由
は
こ

こ
で
支
出
さ
れ
た
租
税
は
公
け
の
目
豹
の
た
め
に
適
法
に
用
い
ら
れ
て
い

る
こ
と
に
基
づ
く
。

制
児
童
の
た
め
の
公
金
の
支
出
が
共
和
政
体
を
保
障
し
た
連
邦
憲
法

四
条
四
節
に
違
反
す
る
と
言
う
主
張
は
、
政
治
問
題
(
印
刷
】
D
E片
付
巳

A
g
a

ハ
7
}

芯
ロ
)
に
属
す
る
。

(
H

円
、
白
ロ
仏
)
、
ボ
ウ
ル

(
同

-
F己
)
、
ブ
ル
ノ
ヅ
ト
(
』
・
∞

2
5同
)
の
各
判
事
が
賛
成
の
立
場
を
と
り
、

一
部
賛
成
、
一
部
反
対
の
立
場
か
ら
ロ
ジ
ャ

l
ズ
判
事
(
』
・
問
。
胃
目
)
が
反

対
意
見
を
書
い
た
。
こ
れ
に
オ
ニ
イ
ル

Q
・
C
・2
5
5
、
ト
ン
プ
ソ
ン
判

事

(
H
吋
F
O
B
司
自
ロ
)
が
従
っ
た
。
彼
の
反
対
意
見
は
要
旨
以
下
の
四
点
か

ら
な
る
。
す
な
わ
ち
、

」
の
オ
ヴ
ア
ト

γ
判
事
の
意
見
に
は
、
ラ
ン
ド

ハ
円
当
該
法
律
一
四
三
号
は
州
憲
法
三
条
一
六
節
に
反
す
る
。
す
な
わ

ち
同
法
に
基
づ
く
支
出
は
州
の
公
立
、
私
立
あ
る
い
は
教
区
校
の
全
児
童

の
た
め
に
な
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
同
法
の
定
め
る
目
的
に
反
す
る
。

H
H

当
該
法
令
一
四
三
号
の
定
め
る
支
出
は
、
以
下
の
州
憲
法
囚
条
九

節
の
支
出
に
含
ま
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
従
っ
て
同
節
に
反
す
る
。
す
な

わ
ち
、
「
一
般
支
出
法
案
は
政
府
の
通
常
の
費
用
、
年
金
、
公
債
務
お
よ

び
そ
の
利
息
、
公
立
校
、
公
道
路
、
公
的
慈
善
お
よ
び
す
べ
て
の
州
の
施

設
の
た
め
の
支
出
ル
件
を
包
含
し
て
は
な
ら
わ
い
」
(
傍
点
同
判
事
〉
0

ま

た
向
法
令
は
、
州
の
教
育
体
系
は
無
料
公
立
校
お
よ
び
公
金
に
よ
っ
て
一

部
ま
た
は
全
部
経
営
さ
れ
て
い
る
施
設
か
ら
の
み
成
立
っ
て
い
る
、
と
定

め
る
州
憲
法
一
二
条
一
節
に
反
す
る
。

伺
当
該
両
法
令
は
州
憲
法
四
条
八
節
、

一
二
条
一
三
節
の
規
定
に
明
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ら
か
に
反
す
る
。
す
な
わ
ち
、
教
区
校
児
童
の
た
め
に
教
科
書
を
供
給
す

る
こ
と
は
、
間
接
的
に
教
区
校
を
経
営
し
て
い
る
教
会
、
宗
派
、
教
派
を

援
助
す
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
州
の
全
学
童
に
対
し
直
接
教
科
書
を
付
与

あ
る
い
は
貸
与
す
る
た
め
に
公
金
を
支
出
す
る
こ
と
は
、
憲
法
の
禁
ず
る

私
的
目
的
あ
る
い
は
慈
善
的
目
的
の
た
め
の
支
出
と
な
る
こ
と
は
明
ら
か

で
あ
る
。

国

「
:
:
:
私
立
校
あ
る
い
は
教
区
校
の
経
営
は
、
い
か
に
そ
れ
ら
の
学
校

が
果
す
役
割
に
価
値
が
あ
ろ
う
と
も
、
そ
れ
ら
を
維
持
す
る
た
め
に
す
る

公
金
の
支
出
を
正
当
化
す
る
よ
う
な
公
け
の
目
的
と
な
る
も
の
で
は
な

い
。
:
:
:
少
な
く
と
も
州
の
全
鬼
童
の
教
科
書
購
入
の
た
め
公
金
を
支
出

す
る
こ
と
は
、
直
接
支
出
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
を
間
接
的
に
行
う

一
つ
の
試
み
な
の
で
あ
る
。
州
に
対
す
る
結
果
利
益
(
印
耳
切
己
Z
E
r
o口
中

宮
)
と
言
う
(
多
数
意
見
の

l
筆
者
)
議
論
は
、
国
家
の
福
祉
会

Z

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

毛
色
町
凶
日
え

H
Y
0
2
2
m
)
が
教
会
、
宗
教
教
派
、
私
的
な
慈
晶
昔
、
博
愛
の

、
、
一
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

目
的
、
私
的
あ
る
い
は
教
派
的
な
学
校
を
援
助
す
る
た
め
、
公
金
か
ら
の
支

出
を
禁
止
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
最
も
促
進
さ
れ
る
と
言
う
、
憲
法
(
同
町
内

O
H
m
E
R
F君
)
自
体
に
確
立
さ
れ
た
公
政
策
の
原
則
の
前
に
崩
壊
さ
れ
な

〈

8
)

け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
ま
た
崩
壊
さ
れ
る
も
の
な
の
で
あ
る
(
傍
点
筆
者
〉
。
」

伺
多
数
意
見
は
州
憲
法
四
条
一
二
節
(
多
数
意
見
伺
参
照
)
が
本
件

に
適
用
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
し
て
、
そ
の
理
由
を
、
教
科
書
が
児
童

に
付
与
ま
た
は
贈
与
さ
れ
た
の
で
は
な
く
て
単
に
貸
与
さ
れ
た
、
と
す

る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
警
察
権
能
の
合
理
的
行
使
の
範
囲
内
に
あ
る
、

と
と
ら
え
る
。
し
か
し
、
「
当
該
法
令
自
体
は
教
科
書
の
返
還
あ
る
い
は
保

ーアメリカ合衆国における政教分離の原則

管
を
定
め
て
は
い
な
い
の
で
あ
り
、
ま
た
教
科
書
が
紛
失
、
破
損
ま
た
は

損
傷
し
た
場
合
の
、
州
の
求
償
に
つ
い
て
も
何
の
定
め
も
し
て
い
な
い
の

で
あ
る
。
だ
が
、
も
し
単
に
貸
与
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、

多
数
意
見
は
、
教
科
書
の
権
原

(
Z
E
は
州
に
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
、

ま
た
そ
れ
ら
教
科
書
は
川
に
所
属
す
る
財
産
あ
る
い
は
有
価
値
物
で
あ
る

こ
と
、
を
認
め
る
こ
と
と
な
る
。
そ
し
て
、
私
が
引
用
し
た
憲
法
四
条
一

一
一
節
は
、
明
白
に
、
財
産
ま
た
は
有
価
値
物
は
い
か
な
る
個
人

8
2
8
D
)

ま
た
は
人
々
な

28zm)
に
も
貸
与
す
る
こ
と

2
8
5
L
)
が
で
き
な
い

と
宣
言
し
て
い
る
の
で
あ
る
(
傍
点
同
判
事
)
。
憲
法
の
禁
止
す
る
貸
与

が
、
当
該
法
令
に
よ
り
州
の
児
童

(
H
Z
n
E広
B

E

C
間同
5
2
R
S
に
対

す
る
教
科
書
供
給
の
場
合
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
、
と
主
張
す
る
こ

と
は
、
私
の
音
川
見
で
は
、
憲
法
条
項
に
よ
っ
て
ま
っ
た
く
容
認
さ
れ
な
い

推
論
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
こ
に
は
州
の
警
察
権
能
の
適
用
の
余
地
も
な
い

の
で
あ
る
o

こ
の
権
能
は
絶
対
的
な
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
運
用
に
お
い

て
憲
法
の
対
象
、
目
的
を
無
効
に
す
る
よ
う
な
立
法
を
是
認
す
る
も
の
で

〈

9
)

は
な
い
の
で
あ
る
(
傍
点
筆
者
)
。
」

ロ
ジ
ャ

l
ズ
判
事
は
右
の
よ
う
に
反
対
意
見
を
述
べ
た
。
結
局
多
数
意
見

に
賛
成
す
る
も
の
三
、
反
対
意
見
に
賛
意
す
る
も
の
二
で
あ
り
、
困
対
三
を

も
っ
て
本
件
の
教
科
書
の
供
給
を
合
憲
と
し
た
。
多
数
意
見
の
よ
っ
て
立
つ

基
礎
は
、
当
該
支
出
が
児
童
の
利
益
(
同

Z
r
g色
仲
間

D
H
H
Z
n
r
E
H
E
)
の

た
め
(
帥
耕
一
問
見
)
で
あ
り
、
ま
た
こ
の
よ
う
な
行
為
は
州
の
警
察
権
能
の
行
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料

使
(
認
…
)
に
属
す
る
、
と
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
こ
の
多
数
意
見
の
言
う
児

童
の
利
益
観
念
は
、
警
察
権
能
の
行
使
の
基
礎
に
あ
る
、
市
民
の
「
一
般
的
福

資

祉
と
安
全
」
に
基
づ
く
。
こ
れ
に
対
し
反
対
意
見
の
根
拠
は
、

「
国
家
の
福

祉
」
が
憲
法
の
定
め
る
政
教
分
離
の
原
則
に
基
づ
く
公
金
支
出
の
禁
止
に
よ

っ
て
む
し
ろ
促
進
さ
れ
る
(
閣
制
問
見
)
、
と
と
ら
え
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
こ
の

よ
う
な
反
対
意
見
の
立
場
か
ら
は
、
警
察
権
能
の
行
使
と
言
う
観
念
の
適
用

の
余
地
は
な
い
(
断
…
龍
一
見
)
こ
と
と
な
る
。
こ
の
よ
う
に
本
判
決
の
多
数
意

見
、
反
対
意
見
を
と
ら
え
て
み
る
と
、
教
区
校
児
童
に
対
す
る
無
料
教
科
書

の
供
給
の
問
題
は
、
い
わ
ゆ
る
「
国
家
の
福
祉
」
あ
る
い
は
「
一
般
的
福
祉

と
安
全
」
と
言
う
も
の
を
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
る
か
、
の
問
題
に
か
か
っ
て

い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
本
判
決
で
は
、
無
料
教
科
書
の
供
給
を
「
一
般
的

福
祉
と
安
全
」
に
基
づ
く
警
察
権
能
の
行
使
の
範
囲
内
に
あ
る
と
す
る
、
オ

ヴ
ァ
ト
ン
意
見
が
支
配
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

」
の
判
決
の
多
数
意
見
の
見
解
は
教
科
書
の
供
給
を
め
ぐ
る
後
の
判
決
に

支
配
的
な
も
の
と
な
る
が
(
た
と
え
ば
泊
以
下
の
諸
判
決
)
、
こ
れ
ら
の
場

合
の
合
憲
判
決
の
基
礎
に
は
同
判
事
の
言
う
児
童
福
祉
論
お
よ
び
警
察
権
能

の
行
使
の
観
念
が
あ
る
こ
と
は
注
目
さ
れ
よ
う
。

右
の
ボ
l
デ
ン
対
ル
イ
ジ
ア
ナ
州
教
育
委
員
会
事
件
の
判
決
言
渡
し
の

[2j 同
日
、
ル
イ
ジ
ア
ナ
州
最
高
裁
は
右
事
件
と
同
様
な
事
案
に
つ
い
て
同
様
な

後
に
連
邦
最
高
裁
に
上
告
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
カ
ク

ラ
ン
対
ル
イ
ジ
ア
ナ
州
教
育
委
員
会
事
件

n
S
F
B
戸

F
E
E
Z
E
ω
s
z

判
決
を
下
し
た
。

回

S
L
D同
H
U
L

ロ
g
z
cロ
で
あ
る
。

事
案
は
山
に
述
べ
た
ボ
1

デ
γ
対
ル
イ
ジ
ア
ナ
州
教
育
委
員
会
事
件
と
同

様
に
、
納
税
者
カ
ク
ラ
ン
等
が
、
一
九
二
八
年
の
「
無
料
教
科
書
法
」
お
よ

び
ご
般
支
出
法
」
に
基
づ
く
、
同
州
教
育
委
員
会
の
教
科
書
等
の
購
入
行

為
の
差
止
を
求
め
た
も
の
で
あ
る
。
商
事
件
の
相
違
は
控
訴
人
カ
ク
ラ
ン
等

が
市
民
お
よ
び
納
税
者
と
し
て
差
止
め
た
だ
け
で
な
く
、
公
立
校
の
後
援
者

た
る
資
格
に
お
い
て
も
右
の
差
止
を
求
め
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。
こ
の
差
止
請

求
を
棄
却
し
た
原
審
判
決
を
容
認
し
て
、
ボ
l
デ
ン
事
件
を
引
用
し
て
オ
ヴ

7

ト
ン
判
事
は
多
数
意
見
を
書
き
、
ラ
ン
ド
、
ボ
ウ
ル
、
プ
ル
ノ
ヅ
ト
の
各

判
事
が
賛
成
し
、
ロ
ジ
ャ
l
ズ
判
事
が
反
対
意
見
を
書
き
、

ハ
同
〉

ト
ン
プ
ソ
ン
の
各
判
事
が
こ
れ
に
従
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
原
告
カ
ク
ラ
ソ
等

オ
ニ
ィ
ル
、

は
連
邦
最
高
裁
判
所
へ
上
告
(
四
、
山
川
参
照
)
し
た
。

l3j 

ボ
l
デ
ン
対
ル
イ
ジ
ア
ナ
州
教
育
委
員
会
事
件
お
よ
び
カ
ク
ラ
ン
対
ル

イ
ジ
ア
ナ
州
教
育
委
員
会
事
件
に
お
い
て
無
料
教
科
書
の
供
給
を
合
憲
と
し

た
同
州
最
高
裁
は
、
更
に
同
日
、
二
つ
の
郡
教
育
委
員
会
か
ら
州
教
育
委
員

会
を
相
手
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
提
起
さ
れ
た
、

「
無
料
教
科
書
法
」
お
よ
び

「
一
般
支
出
法
」
を
違
憲
と
す
る
理
由
に
基
づ
く
、
教
科
書
購
入
予
定
基
金
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の
郡
教
育
委
員
会
に
対
す
る
引
渡
し
請
求
を
棄
却
し
た
。
オ
ヴ
ァ
ト
ン
判
事

は
、
仮
に
右
両
法
令
が
違
憲
で
あ
る
と
し
て
も
右
基
金
は
郡
教
育
委
員
会
聞

に
配
分
さ
れ
る
べ
き
性
質
の
も
の
で
は
な
い
、
と
す
る
理
由
に
基
づ
き
、
ロ

ジ
ャ
l
ズ
判
事
は
ボ
l
デ
ン
事
件
に
お
い
て
述
べ
た
理
由
に
よ
り
、
同
法
令

を
違
憲
と
考
え
る
が
、
こ
の
こ
と
は
右
基
金
を
公
立
校
基
金
に
移
譲
す
る
も

の
で
は
な
く
憲
法
の
規
定
に
従
っ
て
州
に
残
さ
れ
る
に
と
ど
ま
る
も
の
で
あ

る
、
と
す
る
理
由
に
基
づ
き
、
そ
れ
ぞ
れ
上
告
人
の
主
張
は
理
由
が
な
い
、

びと
カし
ドた
郡。

教す
育な
委わ
員ち

寿ボ
州ジ
教ア
育郡
委教
員育
t.. ヨ号
:r;; = 
事員
件会
で対
あ列、|
る〔教
O~ 育

委
員
ぷ>-
:r;; 

事
件
お
よ

伺

こ
の
両
事
件
で
は
無
料
教
科
書
の
供
給
そ
の
も
の
の
合
憲
性
が
争
わ
れ
た

アメリカ合衆国における政教分離の原則

わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
上
告
人
等
は
教
科
書
の
供
給
を
定
め
る
、
問
題

の
「
無
料
教
科
書
法
」
お
よ
び
「
一
般
支
出
法
」
を
違
憲
と
す
る
立
場
か
ら

の
、
教
科
書
購
入
予
定
基
金
の
引
渡
し
(
れ
哨
料
一
誠
一
守
山
r
b
蹴
伸
明
ト
一
お

ら
教
科
書
用
代
金
を
差
引
き
、
残
額
を
州
公
立
校
基
金
へ
充
当
す
る
こ
と
、
を
定
め

る
。
従
っ
て
郡
教
育
委
員
会
は
右
の
教
科
書
供
給
を
違
憲
と
し
て
、
そ
の
代
金
の
引
渡

札
抗
日
必
一
町
一
一
、
山
科
臥
与
を
求
め
た
も
の
で
あ
り
、
結
局
上
告
人
等
の
請

求
は
無
料
教
科
書
の
供
給
自
体
の
違
憲
性
を
間
接
的
に
争
っ
た
も
の
と
み
る

こ
と
が
で
き
る
。

(
1〉
切

DH仏巾ロ

2
白
戸
〈
-
F
C
E
仲間』回目白

ω
g円
四
回
。
由
同
門
目
。
『
肘
仏
己
口
mw丘
O
ロ
2

E
-
-
H
S
E
-
-
0
2・
H
B
F・白
8
・
E
N
S・

(

2

)

】

N
ω
ω
0・
白
山
∞
-

(
3
)
H
N
ω

∞
0
・
岳
山
∞
-

〈

4
)
H
N
ω

∞
0・由品〔}・町田
ω
・

(
5
)
H
N
ω
ω
D・
g-
∞
-2・

(
6
)
H
N
ω
ω
c・由
2
・

(
7〉

H目
的
C・
8
H
・

(
8
)
H
N
ω
ω
D・出町印・

(

9

)

回目

ω
0・
8ω
・
自
主
・

(

叩

)

切

D
H
F
:
;
-・
4
・
F
O
E
S
ω
ω
S
S
F
E
O『

E
E防止
g
z

凶]・

5
∞
F
P
H
C
C印、

H
N
U
ω
D・
8
印
・
コ
一
山
参
照
。

(
日
〉
わ

o
n
r
g
p
Z
H
L・〈
-
F
D巳
巴
ωロ
m
w
m
g
g
ω
C
N
W
H
L
D同
開
仏
ロ
ロ
ω氏
。
ロ
え

mwFH由∞

F
P
H
G
ω
0
・
H
N
ω
ω
0・出品品・

(ロ
)
H
N
ω
ω
D
-
∞
2
・自由印・

(

日

)

切

D
8
5円
句
白
ユ
m
r
ω
n
r
o
o
-
∞
O
R仏
〈
-
F白-
m
g
g
切

O印同仏

C同
開
仏
月

s
t
o
p
《

U
R
E
D
-
ν
R
U
F
ω
n
r
c
c
]
切

O白吋内田ぐ・

ω
巳
ロ
ク
]
忌
∞
戸
曲
・

HOωωW

H
N
ω
ω
D・∞司印・

回
、
教
科
書
の
供
給
を
合
憲
と
し
た
連
邦
の
判
例

教
科
書
の
供
給
を
合
憲
と
す
る
ル
イ
ジ
ア
ナ
州
の
二
判
決
の
う
ち
、
ヵ

ク
ラ
ン
対
ル
イ
ジ
ア
ナ
州
教
育
委
員
会
患
の

R
E
i
s
-
-

、
J
a
m
.
 
fh 

回
O
R仏
口
問
問
含
口
同
門
戸
口
口
は
控
訴
人
カ
ク
ラ
ン
等
に
よ
っ
て
連
邦
最
高
裁
判

所
に
上
告
さ
れ
、
一
九
三

O
年
教
科
書
供
給
問
題
に
つ
い
て
の
同
裁
判
所
の
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料

最
初
の
見
解
が
一
不
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

上
告
人
の
主
張
は
原
審
ル
イ
ジ
ア
ナ
州
最
高
裁
判
所
に
お
い
て
述
べ
ら
れ

資

た
と
同
様
に
、
教
科
書
の
供
給
を
定
め
る
一
九
二
八
年
の
二
法
律
は
州
憲
法

お
よ
び
連
邦
憲
法
四
条
四
節
山
連
邦
憲
法
修
正
一
四
条
に
反
す
る
と
す
る
も

の
で
あ
っ
た
。
原
審
判
決
は
ボ
I
デ
ン
対
ル
イ
ジ
ア
ナ
州
教
育
委
員
会
事
件

(
三
、
川
参
照
〉
と
同
様
で
あ
る
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
と
こ
ろ
(
三
、
閣

参
照
)
で
あ
る
が
、
連
邦
最
高
裁
は
こ
の
ボ
l
デ
ン
対
ル
イ
ジ
ア
ナ
州
教
育

委
員
会
事
件
で
オ
ヴ
ア
ト
ン
判
事
が
述
べ
た
見
解
を
そ
の
ま
ま
(
三
、

mの

多
数
意
見
回
の
部
分
全
文
)
引
用
し
て
、
学
校
は
受
益
者
で
は
な
く
、
支
出

は
児
童
の
利
益
の
た
め
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

こ
の
上
告
審
に
お
い
て
上
告
人
カ
ク
ラ
ン
等
の
代
理
人
は
前
提
問
題
の
三

点
に
続
き
、
以
下
の
二
点
に
つ
き
、
こ
れ
ま
で
の
各
州
最
高
裁
判
所
の
判
例

を
あ
げ
、
こ
れ
ら
の
先
例
と
の
関
係
で
教
科
書
供
給
の
適
否
に
つ
い
て
の
、

連
邦
最
高
裁
の
判
断
を
求
め
た
。

ま
ず
、
第
一
に
私
立
校
で
の
使
用
の
た
め
に
便
宜
を
は
か
る
こ
と
は
、
公

金
を
公
的
な
目
的
の
た
め
に
使
用
す
る
と
言
う
こ
と
と
は
な
ら
な
い
、
と
主

張
し
て
以
下
の
先
例
を
あ
げ
た
。
す
な
わ
ち
、
ジ
ェ
ン
キ
ン
ス
対
ア
ン
ド
ウ

(
4〉
、

ヴ
7

1
事
件
(
片
山
一
日
ハ
ヨ
軒
、
一
時

FUrrι
…
。
ソ
)
、
ア
チ
ソ
ン
鉄
道
会
社
対
ア

チ
ソ
ン
喬
(
一
八
九
二
年
、
カ
Y

ザ
ス
州
。
)

戸
一
二
章
一
節
一
項
M
W
参
照
。
」

マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
最
高

A

6

v

n

7

)

 

裁
意
見
(
一
一
一
軌
一
恒
4
f
附
釧
十
・
)
、
お
よ
び
、
市
民
銀
行
対
ト
ベ
カ
市
事
件

。
庄
N

巾口九

ω
2・
h
F
H
S

〉
自

0・
d
F

吋
O
開
拓
宮
、
ヵ
l
テ
ィ
ス
対
フ
イ
ッ
プ
ル

ハ

8

V

(

9

)

事
件
。
ロ
片
岡
田
〈
・
巧
庄
司
立
。
、
ロ

l
ウ
ェ
ル
対
ボ
ス
ト
ン
事
件

C
Z
Z
4・

切

0
5口
、
ゥ
ィ
ル
キ
ン
ソ
ン
対
レ
ラ
ン
ド
事
件
巧

F
F
5
8
〈
-
U
E
E
で

あ
る
。第

二
に
、
上
告
人
代
理
人
は
、
無
料
教
科
書
の
供
給
は
私
立
校
に
対
す
る

援
助
で
あ
る
、
と
述
べ
て
以
下
の
先
例
を
あ
げ
た
。
す
な
わ
ち
、

ド
ナ
ヒ
ュ

l
恥
炉
(
ト
4
一一仁一計一，
K
-
m小
計
三
、
ダ
コ
タ
長
老
会
対
州

恥
M
r
(
ι
r
h
ハ一一ト

4
E主
¥
Wト
十
九
・
)
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
対
ス
タ
ン
ト
ン
評

議
員
会
許
(
一
一
一
軌
一
恥

4
1
u
v
z
h州
。
)
お
よ
び
、
ア
ン
ダ
ウ
ッ
ド

対
ウ
ッ
ド
許

C
E
2
0
?
J
3
0島
、
市
民
銀
行
対
ト
ベ
カ
市
詐
、

(
同
〉

州
対
ス
ウ
イ
ッ
ラ
l
事
件
∞
S
R
〈
-
m
i
E
2
ビ
l
チ
対
。
フ
ラ
ド
ス
ト
リ

(
口
〉

l
ト
事
件

F
R
Y
〈
・
回
日
仏
印
片
足
。
円
で
あ
る
。

ス
ミ
ス
対

こ
れ
に
対
し
、
被
上
告
人
の
側
か
ら
州
法
務
長
官
セ
イ
ン
ト
(
∞
包
口
同
)
等

は
、
州
の
児
童
に
支
給
す
る
無
料
教
科
書
の
た
め
、
ル
イ
ジ
ア
ナ
州
の
公
金

を
支
出
す
る
こ
と
が
、
上
告
人
等
の
財
産
を
連
邦
憲
法
修
正
一
四
条
の
適
正

手
続
条
項
に
反
し
て
奪
う
こ
と
に
な
る
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
連
邦
憲
法
第

四
条
四
節
に
定
め
る
州
政
府
の
共
和
政
体
の
保
障
規
定
に
反
す
る
も
の
で
は

な
い
、
と
反
論
し
た
。
そ
の
理
由
と
し
て
被
上
告
人
等
は
以
下
の
判
例
を
あ
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j
j
!
j
i
 
3
2
 

. 

げ
た
。
す
な
わ
ち
、

(

刊

日

)

ピ
ア
ス
対
シ
ィ
ス
タ
1

ズ
事
件
(
一
一
軌
一
L

堅
一
伽
軒
町
州
.
)
、
電
信
電

〈

山

川

)

話
会
社
対
オ
レ
ゴ
ン
事
件

3
2
p
m
E
B
吋

o
r
z・色町、
H
，m
-
a
-
(
U
0
・〈・

0
3
m
o口
、
マ
ー
シ
ャ
ル
対
タ
イ
事
件
宮

ZE--
戸
ロ
ヨ
、
製
材
会
社
対
ワ

(
れ
)

シ
ン
ト
ン
事
件
云

E
ロ
g
E
d
g
r
z
p・
〈
・
当
日
E
ロ
m
g
p、
オ
ハ
イ
オ

(
幻
)

対
ア
ク
ロ
ン
公
園
区
事
件

O
E
D
〈
・
〉
}
向
。
ロ
ロ
白
2HOち
E
E
F
H
r
巴ぇ・、

〈

mv

ビ
l
チ
対
ブ
ラ
ド
ス
ト
リ
ー
ト
事
件

F
R
r
〈
・
野
田
品
目
昨
日
2
、
モ
l
ガ
ン

対
グ
レ
イ
ア
ム
事
件
忍
C
H
宮
口
〈
・
。

s
z
s、
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
対
メ

{

M
叫
〉

ロ
ン
事
件
宮
E
8
5
5
2
2
〈
・
宮
色
。
ロ
で
あ
る
。

伺

こ
の
よ
う
な
両
者
の
主
張
を
前
提
に
し
て
、
連
邦
最
高
裁
判
所
主
席
裁
判

アメリカ合衆国における政教分離の原則

官
ヒ
ュ
ー
ズ

(わ

E
O同
』

g
Z
2
出口
mrg)
は
全
員
一
致
で
州
最
高
裁
の
判

決
を
支
持
す
る
意
見
を
書
い
た
。

彼
は
以
下
の
よ
う
に
論
じ
た
。
ま
ず
、
問
題
と
な
っ
て
い
る
一
九
二
八
年

の
法
律
第
一

O
O号
令
し
認
耕
州
一
四
時
つ
沼
ぷ
日
山
料
町
三
は
、
州
の
分
離

租
税
基
金
が
州
憲
法
の
定
め
た
基
金
お
よ
び
支
出
金
を
控
除
し
た
後
、

ず
、
州
の
学
童
に
対
す
る
教
科
書
供
給
の
た
め
に
」
使
用
さ
れ
る
旨
を
定
め

て
い
る
。
従
っ
て
教
育
委
員
会
は
「
右
の
児
童
に
対
し
無
料
で
教
科
書
を
」

供
給
す
る
こ
と
が
要
請
さ
れ
た
。
一
九
二
八
年
の
法
律
第
一
四
三
号

出

J

法
」
』

は
右
の
条
項
に
従
っ
て
支
出
す
る
旨
を
定
め
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
本
件
の
州
最
高
裁
(
記
附
)
は
、
そ
の
判
決
を
ボ
!
デ
ン
対
ル
イ

シ
ア
ナ
州
教
育
委
員
会
事
件
(
提
附
)
の
判
決
に
従
っ
て
書
い
た
の
で
あ
る

が
、
そ
こ
で
は
こ
れ
ら
の
法
律
が
州
憲
法
お
よ
び
連
邦
憲
法
の
い
ず
れ
に
も

反
す
る
も
の
で
は
な
い
、
と
さ
れ
た
。

ま
た
、
連
邦
憲
法
第
四
条
四
節
の
、
各
州
に
対
す
る
共
和
政
府
の
保
障
の

条
項
に
関
し
て
は
、
本
件
が
何
の
実
質
的
な
問
題
を
提
起
す
る
も
の
で
は
な

い
。
そ
の
先
例
と
し
て
オ
ハ
イ
オ
対
ア
ク
ロ
ン
公
園
区
事
件
お
よ
び
向
事
件

で
引
用
さ
れ
て
い
る
諸
事
件
が
あ
る
。

次
に
問
題
の
、
連
邦
憲
法
修
正
第
一
四
条
に
反
す
る
と
す
る
上
告
人
の
主

張
は
、
教
科
書
を
購
入
す
る
た
め
の
租
税
の
徴
収
が
私
的
目
的
の
た
め
私
人

の
財
産
を
取
得
す
る
こ
と
と
な
る
、
と
言
う
主
張
に
帰
す
る
。
そ
の
例
と
し

て
市
民
銀
行
対
ト
ベ
カ
市
事
件
を
あ
げ
る
。
そ
の
目
的
と
は
、
私
的
、
宗
教

的
、
教
派
的
お
よ
び
そ
の
他
の
公
的
な
教
育
体
系
の
中
に
含
ま
れ
て
い
な
い

学
校
を
、
そ
れ
ら
に
通
学
す
る
児
童
に
無
料
で
教
科
書
を
支
給
す
る
こ
と
に

「ま

よ
っ
て
援
助
す
る
こ
と
で
あ
る
、
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
問
題
の
法
律
の
役

割
と
そ
の
効
果
に
つ
い
て
は
州
最
高
裁
の
判
決
に
す
で
に
以
下
の
よ
う
に
判

示
さ
れ
て
い
る
。

ヒ
ュ
ー
ズ
判
事
は
右
の
よ
う
に
述
べ
て
ボ
l
デ
ン
対
ル
イ
ジ
ア
ナ
州
教
育

委
員
会
事
件
に
お
け
る
多
数
意
見

(
1
刊
M
岡
村
研
ヲ
全
文
。
こ
)
を
引
用
し
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料

た
。
こ
の
引
用
の
中
で
連
邦
最
高
裁
は
、
当
該
法
令
の
目
的
は
児
童
の
利
益

の
た
め
で
あ
る
こ
と
、
そ
の
受
益
者
は
学
童
お
よ
び
州
で
あ
っ
て
学
校
で
は

資

な
い
、
と
す
る
こ
と
、
お
よ
び
、
支
給
さ
れ
た
教
科
書
が
公
立
校
の
場
合
と

(m) 

同
様
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

更
に
同
判
決
は
、

「
児
童
に
付
与
さ
れ
た
教
科
書
の
単
な
る
使
用
は
、
別

の
言
葉
で
言
え
ば
、
教
科
書
は
彼
ら
に
貸
与
さ
れ
て
い
る
」
の
で
あ
る
、
と

す
る
州
最
高
裁
の
見
解
を
引
用
し
た
後
、
次
の
よ
う
に
結
ん
だ
。

「
こ
の
よ
う
な
効
果
を
有
す
る
も
の
と
し
て
同
法
令
を
み
る
と
き
に
、

州
の
徴
税
権
が
公
的
目
的
の
た
め
に
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
疑
い
の
な

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
同
法
令
は
、
法
令
の
受
益
者
と
し
て
私
立
校
あ
る
い

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

は
そ
の
児
童
を
差
別
し
て
い
る
も
の
で
は
な
く
、
あ
る
い
は
排
他
的
に
私

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

的
な
問
題
に
対
し
干
渉
し
、
妨
害
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
も
の
で

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

も
な
い
の
で
あ
る
。
同
法
令
の
目
的
は
広
く
教
育
に
お
か
れ
て
い
る
の
で

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

あ
り
、
そ
の
方
法
は
包
括
的
な
の
で
あ
る
。
個
人
の
利
益
は
、
共
通
の
利

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

益
(
神
宮

g
B
B
Oロ
E
Z
Zえ
)
が
保
障
さ
れ
る
場
合
に
の
み
援
助
さ
れ

、

、

、

、

、

、

、

、

、

〔

仰

)

る
こ
と
が
容
認
さ
れ
る
の
で
あ
る
(
傍
点
筆
者
)
。
」

」
の
よ
う
に
述
べ
て
原
審
の
立
場
を
認
容
し
た
。
こ
の
判
決
は
、
同
州
憲

法
が
教
派
的
な
目
的
の
た
め
に
公
金
を
支
出
す
る
こ
と
を
禁
止
し
て
い
る
の

で
は
あ
る
が
、
公
立
校
に
支
給
さ
れ
る
と
同
様
な
教
科
書
を
支
給
す
る
限
り
、

私
立
校
の
児
童
|
|
た
と
え
そ
れ
が
教
区
校
で
あ
っ
て
も
1
1
1
に
対
し
て
教

科
書
を
支
給
す
る
た
め
に
公
金
を
支
出
す
る
こ
と
は
違
憲
と
な
る
も
の
で
は

な
い
、
と
す
る
立
場
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
結
局
、

判
決
の
指
摘
す
る
よ
う
に
資
金
が
教
区
校
に
対
し
て
支
出
さ
れ
た
の
で
は
な

く
、
教
区
校
児
童
に
対
し
て
付
与
さ
れ
る
教
科
書
の
購
入
の
た
め
に
使
用
さ

れ
る
、
と
す
る
考
慮
に
基
づ
い
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、

「
児
童
に
支
給
さ

れ
る
教
科
書
の
使
用
、
す
な
わ
ち
別
の
言
葉
で
言
い
換
え
る
と
、
教
科
書
が

児
童
に
貸
与
さ
れ
る
」
と
言
う
立
場
に
立
っ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ

れ
を
更
に
一
歩
進
め
て
考
え
る
と
、
判
決
が
右
の
よ
う
な
論
理
を
と
っ
て
合

憲
と
し
た
背
後
に
は
、
児
童
一
般
に
対
し
て
等
し
い
教
科
書
等
を
支
給
す
る

場
合
に
、
教
区
校
児
童
に
対
し
、
教
区
校
に
通
学
し
て
い
る
こ
と
の
み
を
理

由
に
、
彼
等
児
童
に
対
す
る
支
給
を
拒
絶
す
る
こ
と
の
合
理
性
に
乏
し
い
、

と
す
る
法
の
下
の
平
等
の
論
理
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
思
わ
れ
る
。

つ
ま
り
こ
の
こ
と
は
、
第
三
章
一
節
に
述
べ
た
宗
教
団
体
の
経
営
す
る
施
設

に
対
す
る
援
助
の
よ
う
な
特
定
の
援
助
の
禁
止
の
場
合
と
、
教
科
書
供
給
の

場
合
に
お
け
る
教
区
児
童
に
対
す
る
支
給
の
禁
止
の
場
合
と
は
事
柄
の
性
質

を
異
に
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
り
、
単
に
教
区
校
へ
通
学
し
て
い

る
と
一
一
面
う
理
由
だ
け
か
ら
、
児
童
に
対
す
る
支
給
を
禁
止
す
る
理
由
は
な
い

、
と
す
る
立
場
を
示
し
た
も
の
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
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こ
の
判
決
で
連
邦
最
高
裁
は
特
に
警
察
権
能
の
行
使
と
言
う
用
語
を
用
い

て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
ボ
i
一
ア
ン
対
ル
イ
ジ
ア
ナ
州
教
育
委
員

会
事
件
の
判
決
の
立
場
を
全
面
的
に
是
認
し
て
い
る
以
上
、
連
邦
最
高
裁
も

ま
た
本
件
の
場
合
を
警
察
権
能
の
行
使
の
範
囲
内
に
入
る
、
と
考
え
て
い
る

と
み
て
良
い
と
思
わ
れ
る
。
児
童
福
祉
論
の
基
礎
に
右
の
警
察
権
能
の
行
使

の
観
念
を
置
く
ボ
l
デ
ン
対
ル
イ
ジ
ア
ナ
州
教
育
委
員
会
の
多
数
意
見
は
す

で
に
み
た
よ
う
に
四
対
三
に
分
か
れ
た
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
カ
ク
ラ
ン
対

ル
イ
ジ
ア
ナ
州
教
育
委
員
会
事
件
で
は
全
員
一
致
で
ボ
l
デ
ン
事
件
の
多
数

意
見
を
是
認
し
た
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。
こ
の
判
決
を
き
っ
か
け
に
し
て
、

伺

連
邦
最
高
裁
は
児
童
福
祉
論
を
政
教
分
離
の
原
則
が
適
用
さ
れ
る
分
野
に
導

アメリカ合衆国における政教分離の原則

入
す
る
に
至
っ
た
、
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
の
こ
と
は
次
節
に
あ
げ

る
エ
ヴ
ア
ソ
ン
事
件
に
お
い
て
再
び
是
認
さ
れ
る
こ
と
か
ら
も
知
る
こ
と
が

で
き
よ
う
。
ま
た
同
様
な
こ
と
は
州
に
お
け
る
判
決
に
も
、
こ
の
連
邦
最
高

裁
の
立
場
が
影
響
を
及
ぼ
す
に
至
る
。
こ
の
こ
と
は
次
の
固
に
述
べ
る
、
一

九
四
一
年
の
チ
ャ
ン
ス
対
教
科
書
委
員
会
事
件
に
お
い
て
み
ら
れ
る
と
こ
ろ

で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
連
邦
最
高
裁
の
判
決
が
、
児
童
の
教
育
に
つ
い
て
の
州

の
権
能
を
認
め
つ
つ
も
教
育
方
法
に
つ
い
て
の
選
択
は
児
童
の
両
親
に
委
ね

ら
れ
て
い
る
、
と
す
る
マ
イ
ヤ
l
対
ネ
プ
ラ
ス
カ
事
件
お
よ
び
ピ
ア
ス
対
シ

ィ
ス
タ
l
ズ
事
件
に
お
け
る
よ
り
も
、
州
に
対
し
て
一
一
層
広
範
な
権
利
を
認

め
る
結
果
と
な
っ
た
と
す
る

h
Fが
あ
る
。
す
な
わ
ち
こ
れ
ら
両
事
件
で
は
、

州
の
未
来
の
市
民
で
あ
る
児
童
が
い
か
に
教
育
さ
れ
る
べ
き
か
、
に
つ
い
て

の
州
の
権
利
が
認
め
ら
れ
た
の
で
は
あ
る
が
、
他
方
こ
の
よ
う
な
教
育
が
公

立
校
、
あ
る
い
は
私
立
校
に
よ
る
か
、
家
庭
教
師
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
の
か
、

を
決
定
す
る
の
は
も
っ
ぱ
ら
両
親
の
権
利
で
あ
る
、
と
し
て
州
の
干
渉
を
排

除
し
た
の
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
州
は
、
数
育
が
道
徳
的
な
、
あ
る
い
は
善
良

な
市
民
た
る
に
必
要
な
内
容
を
持
つ
べ
き
も
の
と
し
て
、
こ
の
よ
う
な
教
育

を
単
に
規
制
し
監
督
す
る
こ
と
が
で
き
る
に
と
ど
ま
る
、
と
さ
れ
た
の
で
あ

る
。
こ
れ
に
対
し
本
件
で
は
、
公
立
校
、
私
立
校
を
差
別
せ
ず
に
、
州
の
全

児
童
に
対
す
る
教
科
書
の
供
給
を
合
憲
と
す
る
こ
と
に
よ
り
、
教
科
書
の
供

給
権
を
州
に
容
認
し
た
結
果
と
な
り
、
こ
の
点
で
州
の
、
私
的
な
教
育
に
対

す
る
干
渉
を
よ
り
広
範
に
認
め
る
こ
と
と
な
る
、
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
右
の
「
両
判
決
は
ス
パ
ル
タ
教
育
(
筑
波
…
州
一
信
一
一
駐
日
川
辺

(
部
》

…

ι……開村山一一時
U

比
一
お
い
し
と
)
を
否
定
し
た
」
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
対
し
本
件
は

州
に
よ
る
平
等
な
教
科
書
の
支
給
を
容
認
し
た
の
で
あ
り
、
従
っ
て
、
前
者

は
教
育
の
分
野
に
お
け
る
州
権
に
つ
き
狭
義
の
解
釈
を
下
し
た
の
に
対
し
後

者
は
広
義
の
解
釈
を
下
し
た
、
と
言
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
の
立
場
は
州
権

の
範
囲
を
教
育
の
統
制
の
問
題
と
し
て
と
ら
え
る
と
こ
ろ
か
ら
出
発
し
て
い
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料

る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
意
味
で
本
件
に
お
い
て
は
公
立
校
と
同
様
な
無
料
教

科
書
の
供
給
を
容
認
す
る
こ
と
に
よ
り
、
州
に
よ
る
教
育
統
制
の
可
能
性
が

資

残
さ
れ
た
、
と
言
う
指
摘
は
で
き
よ
う
。

し
か
し
本
件
を
単
に
教
育
の
統
制
の
問
題
と
み
て
、
州
に
対
し
て
一
一
層
広

範
な
権
利
を
認
め
る
こ
と
と
な
っ
た
、
と
す
る
の
は
正
し
い
も
の
で
は
な

ぃ
。
す
な
わ
ち
本
件
の
供
給
は
「
児
童
の
利
益
の
た
め
」
に
な
さ
れ
た
も
の

で
あ
っ
て
、
宗
教
活
動
へ
の
公
金
支
出
の
禁
止
と
言
う
政
教
分
離
原
則
の
要

請
と
、
国
家
の
福
祉
活
動
に
お
け
る
平
等
原
則
の
要
請
か
ら
生
じ
た
、
い
わ

ば
調
整
の
問
題
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
教
科
書
は
国
家
の
福
祉
的
活
動
の
一

環
と
し
て
児
童
の
利
援
を
目
的
と
し
で
支
給
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
州
に
対

す
る
広
範
な
権
利
の
付
与
を
目
的
と
し
た
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
意

味
に
お
い
て
マ
イ
ヤ
l
対
ネ
P

ア
ラ
ス
カ
事
件
、
お
よ
び
ピ
ア
ス
対
シ
ィ
ス
タ

ー
ズ
事
件
よ
り
も
一
層
広
範
な
権
利
を
州
に
対
し
て
認
め
る
こ
と
と
な
っ
た

と
す
る
の
は
疑
問
が
あ
ろ
う
。

こ
の
判
決
が
持
つ
他
の
問
題
は
、
修
正
一
一
四
条
を
通
じ
て
修
正
一
条
の
保

障
す
る
「
国
教
禁
止
条
項
」
を
、
実
質
的
に
州
に
対
し
て
適
用
す
る
に
至
つ

た
と
こ
ろ
に
あ
る
。

つ
ま
り
こ
の
連
邦
の
判
決
は
、
教
区
校
児
童
に
対
す
る
教
科
書
の
支
給
が

政
教
分
離
を
定
め
た
修
正
一
条
と
の
関
連
に
お
い
て
争
わ
れ
た
の
で
は
な

く
、
適
正
手
続
を
定
め
た
修
正
一
四
条
違
反
を
理
由
と
し
て
争
わ
れ
た
点
に

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
す
で
に
第
二
章
第
五
節
に
お
い
て
触
れ
た
よ
う
に
、
修

正
一
条
が
州
に
対
し
て
適
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、

「
適
正
手
続
条

項
」
を
定
め
る
修
正
一
四
条
の
「
自
由
」
の
範
囲
内
に
、
修
正
一
条
の
保
障

す
る
「
自
由
」
が
含
ま
れ
る
と
す
る
諸
判
決
に
お
け
る
拡
張
的
解
釈
に
よ
る

も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
問
題
の
、
修
正
一
条
の
定
め
る
「
信
教
条
項
」
は
、

一
九
二
五
年
の
ピ
ア
ス
対
シ
ィ
ス
タ
l
ズ
事
件
の
、
教
区
校
へ
通
学
す
る
自

由
も
ま
た
修
正
一
四
条
の
自
由
の
中
に
含
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
、
と
す
る
解

釈
、
お
よ
び
一
九
四

O
年
の
カ
ン
ト
ウ
ェ
ル
対
コ
ネ
テ
ィ
カ
ッ
ト
事
件
に
お

け
る
、
修
正
一
条
の
宗
教
活
動
の
自
由
の
保
障
は
修
正
一
四
条
の
自
由
の
保

障
に
包
含
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
、
と
す
る
解
釈
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
州
に
対

し
て
適
用
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
解
釈
が
そ
の
後
の
一
九
四

七
年
の
エ
ヴ
ア
ソ
ン
対
教
育
委
員
会
事
件
、
一
九
四
八
年
の
マ
ヅ
カ
ラ
ム
対

教
育
委
員
会
事
件
、
一
九
五
八
年
の
ゾ
ラ
ッ
ク
対
教
育
委
員
会
事
件
に
ょ
っ

て
確
認
さ
れ
る
こ
と
は
以
下
の
節
、
お
よ
び
第
四
章
に
具
体
的
に
触
れ
る
と

こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
「
信
教
条
項
」
に
関
す
る
判
例
の
変
遷
の
過
程

に
対
し
て
、
こ
の
一
九
三

O
年
の
カ
ク
ラ
ン
対
ル
イ
ジ
ア
ナ
教
育
委
員
会
事

件
は
、
一
九
四
七
年
の
エ
ヴ
ア
ソ
ン
対
教
育
委
員
会
事
件
が
、
修
正
一
条
の

定
め
る
「
国
教
禁
止
条
項
」
の
、
州
に
対
す
る
適
用
を
確
立
、
ほ
か
解
釈
の
、
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1

1

 

i

-

い
わ
ば
先
駆
的
役
割
を
持
つ
。
こ
の
意
味
で
、
本
件
が
直
接
修
正
一
条
に
触

れ
ず
に
、
修
正
一
四
条
の
解
釈
を
通
じ
て
、
無
料
教
科
書
の
供
給
は
同
条
に

違
反
す
る
も
の
で
は
な
い
、
と
し
て
「
国
教
禁
止
条
項
」
を
実
質
的
に
州
に

対
し
て
適
用
し
た
こ
と
は
、
修
正
一
条
の
信
教
条
項
を
直
接
修
正
一
条
に
触

れ
ず
に
州
に
対
す
る
適
用
を
認
め
た
、
一
九
二
五
年
の
ピ
ア
ス
対
シ
イ
ス
タ

ー
ズ
事
件
に
対
照
さ
せ
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

同

(

1

)

何
日
目
ゆ
え
の
o
n
y
g
p
当
・
声
。
己
S
F
-
出
g
q
g
g
S
5
2

と
・
〈
-
F
C己的
Fmwロ
ω
∞
Z
H何
回

O
R品
。
問
問
ふ
ロ
s
t
o
p
N∞
H
C
-
ω
・

ω叶。

(]巴
ω
C
Y

(

2

)

連
邦
憲
法
四
条
四
節
は
、
「
こ
の
連
邦
内
の
各
州
に
、
共
和
政
体
を

保
障
し
、
各
州
を
侵
略
か
ら
防
護
す
る
。
ま
た
、
州
の
議
会
も
し
く
は

執
行
府
(
州
議
会
を
召
集
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
)
の
要
請
に
よ

っ
て
、
州
内
の
暴
動
か
ら
防
護
す
る
。
」
と
定
め
て
い
る
。

(
3
)
N
2
c・
m-ω
芯・

(
4
)
]
g
E
5
4・
〉
ロ
島
0
2
H
W
M
g
g
ω
E・
E
-
事
案
は
私
立
校
焼
失
の

た
め
、
再
建
を
目
的
と
す
る
租
税
徴
収
権
を
違
憲
と
し
た
も
の
。

(
5
)
同
ロ
〉
R
E
g
p
吋

-hwm-
明

-
m
-
n
0・
〈
・
〉
R
E
g
p
h巧
州
内
田
国
・

叶
H
N
.
N∞同
Mmn・
Hog.
事
案
は
教
派
の
施
設
で
あ
る
「
ミ
ッ
ド
ラ

γ

ド
大
学
」
お
よ
び
「
聖
ル
イ
ス
大
学
」
に
対
し
、
ア
チ
ソ
ン
市
が
五
万

ド
ル
の
支
出
を
し
た
行
為
に
対
し
、
こ
れ
を
無
効
で
あ
る
、
と
し
た
。

こ
の
判
決
は
右
の
支
出
を
同
州
憲
法
と
の
関
連
で
論
じ
て
い
る
も
の
で

アメリカ合衆国における政教分離の原則

， 
1 

は
な
く
、
岡
市
に
は
右
の
白
的
に
あ
て
る
た
め
の
租
税
の
徴
収
権
は

な
い
、
と
す
る
立
場
か
ら
右
の
行
為
を
無
効
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
た

だ
し
補
足
意
見
を
書
い
た
ホ
1

ト
ン
首
席
判
事

(
z
a
g
p
n
-
H
)
は

こ
の
租
税
の
徴
収
を
違
憲
と
看
倣
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

H
E
P
-
匂
-

Hccu. 

(

6

)

こ
れ
は
州
議
会
の
求
め
に
応
じ
て
、
租
税
に
よ
っ
て
徴
収
さ
れ
た
金

員
は
公
立
校
に
対
し
て
の
み
支
出
が
認
め
ら
れ
る
、
と
す
る
意
見
を
述

べ
た
も
の
。

(

7

)

叶，
r
o
h巳
MNEM九
∞
釦
〈
呂
町
ω
b
r
c同
ロ
〉
自
己
Q
m
c
cロ
D『わ一。〈。一
ωロ仏

〈
-
寸
O
宮
E
C
Q
w
N
o
t司
ω一「即日印・

N
N
F
-
a・
仏
印
印
・
本
件
は
、
私

企
業
を
援
助
す
る
た
め
に
公
債
を
発
行
す
る
こ
と
を
定
め
る
法
令
の
効

力
が
争
わ
れ
、
こ
れ
が
公
的
な
目
的
に
基
づ
く
も
の
で
な
い
こ
と
を
理

由
に
無
効
と
さ
れ
た
。

(
8
)
P
H
H
M
M
〈
・
巧
庄
司
-P
医
者
F
ω
日0
・
同
〉
5
・
H
U下
回
∞
叶
・
本
判

決
お
よ
び
次
の
判
例
集
を
参
照
す
る
機
会
を
得
て
い
な
い
。

(
9
)
H
b君
。
}
}
〈
・
切
D
2
0
P
H
H
H
呂
田
ω
-
A
F
-
-
E
〉
B
・
知
名
・

ω申・

(
叩
)
巧
H
F
5
0ロ
〈
-
C
E
P
N
H
M
2・
S
F
S
F
叶
「
邑
・

E
N
・

日
間

ω
・

(日

)
ω
自
己
同
〈
・
ロ

oロ
mwr足
立

与

s
m
z・
J

へ・

ω・
三
日
・
本
件
は
教
科

書
留
等
の
教
材
を
教
区
校
に
無
料
で
支
給
し
た
行
為
を
違
憲
と
し
た
も

の。

(
ロ
)
ロ
共
o
g
∞
百
え

J
F
ω
E
p
g
z・
当
・

8
N・
教
派
の
大
学
に
通

学
す
る
学
生
に
対
し
、
準
州
に
よ
る
費
用
の
支
払
を
停
止
し
た
行
為
が
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料

認
め
ら
れ
た
も
の
。

(
日
)
巧
三
呂
田
:
・
回

g
E
O問、
P
E
3
ω
S
E
S
P
E
E
Dロ
∞
nycc}

ロ日
ω
F
H叶
ω
州
内

MF
斗
。
∞
-
戸

-HN・
〉
・
お
ロ
ロ
串
日
ω・
HUHω
・
巧
・
目
。
斗
・

本
件
で
は
普
通
校
区
の
評
議
員
会
と
、
教
派
設
立
の
大
学
と
の
問
に
締

結
さ
れ
た
公
立
校
設
置
を
目
的
と
す
る
契
約
が
、
ケ
ン
タ
ッ
キ
ー
州
憲

法
一
八
九
項
に
反
す
る
、
と
さ
れ
た
。
こ
の
契
約
で
、
評
議
員
会
は
学

生
一
人
に
つ
き
、
一
カ
月
二
ド
ル
の
費
用
を
同
大
学
に
対
し
て
支
払
う

こ
と
を
定
め
て
い
た
。

(
H
)
C
E
2
3
0仏
〈
・
巧
8
ι
w
m
E司
E
E
g
ι
o
E
C間
同
V

与一

-
n
w
r
c
c
r

担

問

u
p
H
3・
H
m
r
m
-
〉
・
∞
Nm・
5
m
-
巧
・
念
印
・

(HSN)・
こ
の

事
件
で
は
私
立
校
に
子
弟
を
通
学
さ
せ
て
い
る
両
親
に
対
し
て
学
校
税

(
m
n
r
o
c
-
s
g
t
cロ
)
を
免
除
し
、
全
児
童
に
対
す
る
私
立
校
児
童
の

占
め
る
割
合
の
学
校
基
金
を
、
当
該
私
立
校
教
師
に
支
払
う
べ
き
こ
と

を
定
め
た
法
令
を
違
憲
と
し
た
。

(
日
)
円
以
昨
日
g
w
m
g・
色
町
「
〉
回
目
。
・
d

『
・
吋
D
3
F
N
c
d司丘一・

8
日
w
N
N

F
・
巾
併
合
印
・
こ
の
事
件
は
(

7

)

に
説
明
し
た
。

(
日
〉

ω
E
o
m
H
H
O
-
-
0
2
r
〈
-
T
H
E
R
L日
ω・
巧
-
N合・

(gag-

ミ
ズ
リ

l
州
憲
法
一

O
条
三
節
は
租
税
の
使
用
を
公
目
的
の
み
に
限
定

し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
私
的
な
目
的
あ
る
い
は
私
個
人
の
利
益
の
た

め
に
徴
収
す
る
こ
と
を
直
接
禁
止
し
て
い
る
、
と
す
る

o
H
E
P
-
Nお・

ハ
臼
〉
回
g
n
r
戸
国
一
円
邑
鬼
門
02u
∞
N
〉
己
-
m
8・
5
ω
0・
(SNNY
コ
ネ
テ
イ

カ
ッ
ト
州
法
一
九
一
一
号
一
八
七
章
の
定
め
る
、
「
州
の
援
助

(
ω
g
z

田
正
)
」
と
は
公
目
的
の
た
め
に
設
立
さ
れ
た
施
設
、
組
織
あ
る
い
は

資

個
人
に
対
し
、
州
の
費
用
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
援
助
を
言
う
の
で
あ
っ

て
、
こ
の
よ
う
な
基
金
の
使
用
は
公
目
的
以
外
に
な
さ
れ
て
は
な
ら
な

い
、
と
し
た
。
同
σ三
J
H
O
ω
0
.
5
ω
H
・

(
臼
〉
同
M3Hno
〈・

ω
c
n
F
o
q
D問
問
ω
Z
F
N
E
C・
m-
印
H0
・

S
F
-
o
p

H
0
8・
8

P

F
・
戸
怠
∞
・

8
ω
ロ旬
-
D
-
M戸
G
・印叶

H・
こ
の
事
件
で

は
、
八
才
か
ら
一
六
才
ま
で
の
全
児
童
を
公
立
校
へ
通
学
す
る
こ
と
を

定
め
た
オ
レ
ゴ
ン
州
義
務
教
育
法
を
違
憲
と
し
た
。
そ
の
理
由
は
連
邦

憲
法
修
正
一
四
条
の
保
障
す
る
「
自
由
」
の
中
に
は
、
宗
教
団
体
の
設

立
す
る
学
校
へ
通
学
す
る
自
由
が
含
ま
れ
る
、
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

(

叩

)

句

R
S
n
g巳
自
吋
巳
巾
司
F
h
F
吋
色
。
m・
ゎ

0・〈・

0
3問。
F
N
N
ω
C
-

伊
]
{
]
{
∞
-
日
町

Hboι
・
ωJ1、ア

ωNω
ロ司・(リ

FHNO司・

NNAF・

(

m
出

)
Z
S
E
-
〈・

0
3・
N
ω
H
C・
∞
-
M印
0・
目
下

-
a
-
N
O
F
ω
品
切
戸
間
ド

n
F
岡
山

2
u・
由

N
・

(
幻

)
Y向。己ロ
E
口、
H，
E

Z吋
の

D-
〈
・
巧
g
Eロ同
g
p
N
b
c・
∞
-
N
5
・

E
H
F
-
m仏・品川山日・

ω叶
∞
己
目
u・
(UFMNOヲ

N。。・

(
詑

)
C
E
C
O
M
B
-
-
回
門
官
民
〈
・
〉
}
向
。
ロ
忌
2
8司
c
r
gロ
可
同
町
ロ
E
-

N∞
H
C・
ω・
J
F
E
K
F・
円
、
.
戸

E
8
・印
。

ω戸司・

(UFH凶
何
事

NN∞・

(

幻

)

凶

g
n
r
〈
・
即
日
仏

ω昨日
2
・
∞
印
わ
Dロ
F
ω
品h
p

・
ωN
〉己・]戸
(}ω
。・

(
剖
〉
玄

O片
岡

自

〈

-
C
B
E
g
-
H
d〈
g
仏

ω
H
N印
-
H
U
P
ゎ
F
Z
0・
S
C
H・

(
お

)
P
P
M
m
R
r
g
z
g
〈
-
V向。
-
z
p
N
S
C・
ω・
怠
汗
ミ

F
-
a
-
H
C
J『∞-

品川
wω
戸
句
・
わ
円
-mo-u・印申叶・

(
部

)
C
E
0
2
5
-・
回
『
三
三
〈
-
k
r
r
E
E
Y向
2
3
3
5
2
H
M
R
w
u
z
-

N∞
-
c
-
∞
・
叶
品
、
岳
町
〉
・

r

m・
HAFAW0・日{)∞己匂・

(UF
問。
-VNN∞・
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、
・鳥

国

(
明
む
の

FtNゆ
え
∞

2
・
h
F
r
〉
自
0・
〈
・
叶

C旬。
F
N
C
d司
包
戸
田
明
日
・

NN

r

a
・品印印唱

N
∞
H
C・
ω・
ω
斗串・

(
∞

m
)
N
2
c・
ω・
ω足・

(
却

)
N
2
C・
ω・
ω叶日・

(

ω

)

去
4
2
〈・

2
m
w
r
s
m
w
p
N
S
C・
ω・
ω
由。
(HmwNωY(第
二
章
五
節

ニ
の
岳
、
本
誌
二
ハ
巻
一
号
一

O
六
頁
以
下
参
照
〉
。
同
事
件
で
は
、

教
区
校
で
ド
イ
ツ
語
の
聖
書
の
歴
史
を
教
科
書
と
し
て
使
用
し
た
行
為

に
対
し
、
州
法
の
指
導
計
画
を
定
め
た
法
令
に
反
す
る
と
言
う
理
由
で

州
最
高
裁
で
は
有
罪
判
決
を
受
け
た
。
こ
れ
に
対
し
連
邦
最
高
裁
で

は
、
州
の
行
為
は
両
親
の
有
す
る
自
然
の
権
利
お
よ
び
、
教
師
の
教
育

の
権
利
を
侵
害
す
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
原
審
判
決
を
破
棄
し
た
。

(
引
品

)
E
2
8
〈・

ω
D
n
-
o
q
c同

ω
2
8
5
0四
円

70
出
o
q
Z
ω
5
2・
N
g
c
.

ω・
印

HO(HUNg-
〈
第
二
章
五
節
ニ
の
肉
、
本
誌
二
ハ
巻
一
号
一
一
一
一

頁
以
下
参
照
)
。
本
件
で
は
、
州
義
務
教
育
法
に
よ
り
、
八
才
か
ら
一

六
才
ま
で
の
全
児
童
を
公
立
校
に
通
学
す
る
こ
と
を
義
務
づ
け
た
行
為

に
対
し
、
両
親
の
教
育
を
す
る
自
由
を
保
護
す
る
見
地
か
ら
、
か
か
る

州
の
行
為
を
排
斥
し
た
。
な
お
、
ジ
ユ
リ
ス
ト
、
一
二
一
一
二
号
一
四
二
頁

参
照
。

(
沼
〉
』

orロ田
O口
同
ロ
仏
J

円

o
m
p
D下
旬
司
・

HAF∞・

HAS-

(お

)
H
r
E
-
w
下
回
品
申
・

(
泊
)
た
と
え
ば
こ
の
点
を
触
れ
る
も
の
と
し
て
、
守
百
初
日
E
S
C
B
o
p

-
「
}
百
∞
戸
間
】
吋
巾
旨
命
わ

OEH円
w
手
巾
一
切
】

]}ch
列

Fmrg
田口
L
H
Y
-
o
ω
S
R
P

也、吋

C
E戸

CH
旬
。
ロ
ロ
ω可}〈
gMHPFmwJ宅
河
巾
〈
符
耳

2
N
W
(
Z
c・印
w
〉
句
HHf

アメリカ合衆国における政教分離の原則

巴
お
)
・
エ
ヴ
ア
ソ
ン
対
教
育
委
員
会
事
件
聞
耳
目
。
ロ
〈
・
図
。
阻
み
え

同仏ロロ同時

5
p
ω
g
c・
∞
-
H
2
2
3
の
傍
論
に
お
い
て
、
国
教
を
定

め
る
こ
と
の
禁
止
が
州
に
対
し
て
も
適
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で

あ
る
が
、
こ
の
立
場
は
翌
一
九
四
八
年
の
マ
ツ
カ
ラ
ム
対
教
育
委
員
会

事
件
宮
口
わ

D一Z
B
〈
-
w
g与
え

開

E
s
t
o
p
ω
a
c・
∞
-NOω

(HE∞
)
に
お
い
て
確
認
さ
れ
た
。
同
判
決
に
お
い
て
リ

l

ド

判

事

Q
g
c
s
岡
山

2
ι
)
は
右
の
立
場
に
反
対
し
た
。
そ
の
理
由
は
、
修
正
一

四
条
の
適
正
手
続
条
項
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
て
い
る
「
自
由
」
の
中
に

は
修
正
一
条
の
言
う
国
教
を
定
め
る
こ
と
の
禁
止
が
含
ま
れ
て
い
る
も

の
で
は
な
い
、
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
、
最
近
、
コ

l
ウ
イ
ン
教
授
(
司

E
町
内
自
白

(
U
2
5ロ)

は
「
国
教
を
定
め
る
こ
と
」

(
g
s
z
u
z
s
E
O『

R
E
m
-
oロ
)
の
条

項
が
何
人
か
の
宗
教
の
自
由
を
侵
害
す
る
よ
う
に
適
用
さ
れ
な
い
か
ぎ

り
、
「
国
教
を
定
め
る
こ
と
の
禁
止
」
は
修
正
一
四
条
の
「
自
由
」
の

範
囲
に
含
ま
れ
る
も
の
で
は
な
い
、
と
主
張
し
て
お
ら
れ
る
。

E
d
g
a

m
F
E
Z
-
P
吋

r
o
F
3
E
o
p
E
g
z
t
o
g
-
ω
口

Z
c
-
F
主
-

Nω
吋

r
g
m
z
g日
u

ミ叶

(SAF
∞ヤ

ハ

間

山

)

同

ν
W
5
0
〈・

ω
c
n
w
q
o同

ω即
日
同
町
円
回
、

N
E
C・
ω・日
HO(HUNg-
第
二

章
五
節
二
四
(
本
誌
二
ハ
巻
一
号
一
一
一
一
一
一
三
頁
参
照
)

0

こ
の

事
件
が
修
正
一
四
条
の
「
自
由
」
の
中
に
は
、
宗
教
団
体
の
経
営
す
る

学
校
へ
通
学
す
る
自
由
を
含
む
、
と
す
る
立
場
か
ら
第
二
章
五
節
ニ
叫

に
お
い
て
紹
介
し
た
の
で
あ
る
が
、
同
事
件
が
宗
教
の
自
由
の
み
を
問

題
に
し
た
の
で
は
な
い
、
と
す
る
立
場
か
ら
プ
ェ
フ
ア

l
教
授

"0 ぃ，
守
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問
。
自
由
下
。
D

可
斥
h
r
H
)

は
本
件
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
考
え
て
お
ら
れ

る
。
す
な
わ
ち
、
ピ
ア
ス
事
件
で
は
、
少
し
も
宗
教
的
考
慮
に
よ
っ
て

動
機
づ
け
ら
れ
て
い
な
い
両
親
に
、
公
立
校
よ
り
も
私
立
の
非
宗
教
的

な
学
校
に
児
童
を
送
る
こ
と
が
で
き
る
と
言
う
、
憲
法
上
の
平
等
な
権

利
が
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
示
し
た
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
事
件

で
は
、
国
が
、
そ
の
私
立
の
非
宗
教
的
な
学
校
に
児
童
を
通
学
さ
せ
る

両
親
に
対
し
て
資
金
を
交
付
し
な
い
か
ら
と
言
っ
て
宗
教
の
自
由
が
奪

わ
れ
る
こ
と
に
な
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
理
由
と
し
て
同
教
授
は
、
宗

教
的
あ
る
い
は
非
宗
教
的
で
あ
れ
、
(
公
立
校
と

l
筆
者
)
競
合
し
合
う

教
育
組
織
に
対
し
、
政
府
が
財
政
援
助
を
し
な
い
と
言
う
こ
と
は
、
宗

教
の
自
由
を
剥
奪
す
る
こ
と
と
は
な
ら
な
い
、
と
し
て
お
ら
れ
る
。
同
教

授
の
立
つ
「
分
離
の
壁
原
則
」
(
兄
よ
五
ト
肝
叫
ん
八
)
の
厳
格
な
政
教

分
離
の
立
場
か
ら
、
右
事
件
を
国
教
禁
止
条
項
と
の
関
連
で
見
て
お
ら

れ
る
よ
う
で
あ
る
。

F
g
H
4
O
R
a
-
∞OBσ
ゎロ吋
HEMHHJωEg
宮
内
ur戸
円

n
y

s
ι
ω
E
P
E
J司
2
5
Hロ
河
内
田
町

2
0
E
d司

F
i
2
H
F
(
Z
0・
Y

5
2
)・

料資

五
、
教
科
書
の
貸
与
を
合
憲
と
し
た
州
の
判
例
一

)
 
1
 
「、

教
科
書
の
供
給
を
合
憲
と
し
た
カ
グ
ラ
ン
対
ル
干
ジ
ア
ナ
教
育
委
員
会

事
件
に
引
き
続
い
て
一
九
四
一
年
に
は
ミ
シ
シ
ヅ
ピ
1

州
に
お
い
て
教
科

書
の
貸
与
を
合
憲
と
し
た
事
件
、
が
生
じ
た
。
す
な
わ
ち
チ
ャ
ン
ス
対
ミ
シ
シ

ッ
ピ

1
教
科
書
委
員
会
事
件
わ
冨
ロ
n
m
〈
・
宮

H
E
E壱
立

ω
S
H布、
F
H同
r
c
o
w

削耐え
5
m
g
L
H
μ
戸

H
R
E
m
-口
問
回

E
え
で
あ
る
。

こ
の
事
件
で
は
、
ミ
シ
シ
ッ
ピ

l
州
憲
法
二

O
一
節
の
規
定
に
基
づ
き
制

定
し
た
、
教
科
書
の
貸
与
を
定
め
る
州
憲
法
の
合
憲
性
が
争
わ
れ
た
。

一
八
九

O
年
の
ミ
シ
シ
ッ
ピ
l
州
憲
法
二

O
一
節
は
次
の
よ
う
に
規
定
し

て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

「
五
才
か
ら
一
一
一
才
ま
で
の
間
の
す
べ
て
の
子
弟
の
た
め
に
、
租
税
あ

る
い
は
他
の
方
法
に
よ
り
、
無
料
の
公
立
校
の
統
一
的
組
織
の
確
立
に
よ

っ
て
、
知
的
、
科
学
的
、
道
徳
的
そ
し
て
農
業
上
の
改
革
を
、
あ
ら
ゆ
る

適
当
な
方
法
に
よ
っ
て
促
進
す
る
こ
と
、
お
よ
び
実
行
可
能
な
か
ぎ
り
、

高
度
の
段
階
の
学
校
を
創
設
す
る
こ
と
は
立
法
府
の
義
務
で
あ
る
。
」

』
の
州
憲
法
の
規
定
を
う
け
て
一
九
四

O
年
の
法
律
二

O
二
章
は
、
州
内

の
す
べ
て
の
初
等
学
校
の
八
学
年
の
全
児
童
に
対
し
、
教
科
書
を
購
入
し
無

料
で
こ
れ
を
配
布
し
、
貸
与
す
る
権
限
を
、
州
教
科
書
評
価
購
入
委
員
会
に

付
与
す
る
旨
を
定
め
た
。
ま
た
同
法
二
一
一
一
節
は
「
ミ
シ
シ
ッ
ピ
l
の
初
等
学

校
に
お
け
る
児
童
に
対
し
、

貸
与
さ
れ
る
べ
き
無
料
教
科
書
の
採
用
、

入
、
配
布
、
取
扱
お
よ
び
使
用
の
た
め
の
計
画
を
た
て
る
こ
と
を
目
的
と
す

る
。
」
と
定
め
、
こ
れ
に
基
づ
き
、

配
布
さ
れ
た
教
科
書
は
、

州
の
公
立
初

等
学
校
の
み
な
ら
ず
、
州
の
教
育
庁
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
基
準
に
従
い
、
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u
j
 

j
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2

3

f

i

 

川
内
の
他
の
初
等
学
校
に
対
し
て
も
配
布
す
る
旨
の
定
め
を
設
け
た
。

そ
こ
で
同
州
の
教
科
書
評
価
購
入
委
員
会

己
H
巾

Y
向
一

m
m
E
ω
F同
)

同

》

戸

∞

一

F
m
w

件。

同，

2内門寸
c
c
T
河
内

2
5聞
広
岡
え

-
M
Z
B
F
E
5間
切

CEL)

は
同
州
内
の
全
初
等
学

校
の
児
童
に
教
科
書
を
支
給
し
た
。
こ
の
児
童
の
中
に
は
、
私
立
校
お
よ
び

教
区
校
に
通
学
す
る
児
童
も
含
ま
れ
て
い
た
。
こ
の
支
給
に
対
し
、
同
州
の

納
税
者
が
、
教
科
書
を
教
区
校
児
童
に
対
し
て
無
料
で
貸
与
す
る
の
は
公
金

を
違
法
に
支
出
す
る
こ
と
と
な
り
、
ミ
シ
シ
ッ
ピ

l
憲
法
二

O
八
節
に
反
す

る
も
の
で
あ
る
、
と
し
て
同
委
員
会
を
棺
手
に
教
科
書
の
支
給
差
止
の
訴
え

を
提
起
し
た
。
同
州
憲
法
二

O
八
節
は
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

国アメリカ合衆国における政教分離の原則

「
宗
教
的
な
教
派
あ
る
い
は
他
の
団
体
は
・
:
:
こ
の
州
の
学
校
資
金
あ

る
い
は
他
の
教
育
資
金
の
い
か
な
る
部
分
を
も
支
配
し
て
は
な
ら
な
い
。

ま
た
、
い
か
な
る
資
金
も
教
派
設
立
の
学
校
に
対
し
て
支
出
し
て
は
な
ら

ず
、
あ
る
い
は
こ
の
よ
う
な
支
出
を
受
け
る
際
に
無
料
の
学
校
(
守

z

m
n『
H
O
D
-
)

と
し
て
取
り
扱
わ
れ
な
い
学
校
に
対
し
て
支
出
し
て
は
な
ら

な
い
。
」

右
の
禁
止
条
項
の
下
に
同
州
最
高
裁
は
、
カ
ク
ラ
ン
対
ル
イ
ジ
ア
ナ
州
教

育
委
員
会
事
件
(
四
の

m)
に
お
い
て
連
邦
最
高
裁
が
と
っ
た
と
同
様
な
立

場
を
と
り
、
教
科
書
は
児
童
に
対
し
て
の
み
貸
与
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ

て
、
こ
の
よ
う
な
目
的
の
た
め
教
科
書
の
購
入
は
「
児
童
の
利
益
」
論
(
号
。

♂
E
E
r
g色
、
手
2
ミ
)
に
よ
っ
て
容
認
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
、
と
し
た
。

裁
判
所
を
代
表
し
て
ア
リ
グ
ザ
ン
ダ
判
事

Q
5
2
2
E
2
8含
吋
)
は
次

の
よ
う
に
述
べ
た
。

「
良
心
の
自
由
は
、
教
会
と
国
家
の
憲
法
上
の
分
離
に
よ
っ
て
、
保
障

さ
れ
る
べ
く
求
め
ら
れ
た
自
由
の
恵
沢
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
原

則
は
歴
史
的
な
も
の
で
あ
り
、
か
つ
基
本
的
な
も
の
で
あ
る
。
だ
が
自
由

が
永
遠
の
警
戒

(
2
2
5
-
=聞
広

E
2
)
と
い
う
代
償
に
よ
っ
て
維
持
さ

れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
の
よ
う
な
警
戒
の
範
囲
の
中
に
、

『
自
由
の
恵
沢
』

(rraz開
m

D

ご
F
2
q
)
の
一
つ
と
し
て
の
、
教
育

の
機
会
を
期
待
す
る
権
利
を
有
す
る
人
々
の
、
共
通
の
福
祉
(
円

z
n
o
g
-

5
0ロ
耳
ゆ

-PB)
を
含
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
も
ま
た
明
ら
か
で
あ

ヲ
心
。

一
方
が
他
方
を
支
配
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
、
教
会
と
国
家
を
相
互

に
保
つ
と
こ
ろ
の
、
こ
れ
ら
の
原
則
の
歴
史
が
上
告
代
理
人
に
よ
っ
て
跡

づ
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
、
公
理
と
し
て
の
憲
法
上
の
保

障
を
受
け
入
れ
る
際
に
、
我
々
は
以
下
の
こ
と
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
市
民
は
彼
の
良
心
に
お
い
て
自
由
で
あ
る
ば

か
り
で
は
な
く
、
市
民
の
要
求
お
よ
び
、
市
民
に
奉
仕
す
る
州
の
権
利
お

よ
び
義
務
を
承
認
す
る
際
に
、
市
民
の
宗
教
的
訓
育
の
結
果
を
表
明
す
る

場
合
に
お
い
て
も
、
自
由
で
あ
る
こ
と
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で

あ
る
。有
用
な
市
民
は
、
共
に
教
会
と
国
家
の
産
物
で
あ
り
ま
た
同
時
に
双
方
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料

に
従
う
も
の
で
あ
り
、
市
民
の
自
由
は
そ
れ
ら
双
方
の
権
利
と
利
益
を
認

め
、
ま
た
、
互
に
他
方
の
理
想
お
よ
び
訓
育
を
移
入
す
る
権
利
を
含
ま
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

し
か
し
同
時
に
教
会
が
自
己
の
教
会
員
た
る
人
々
、
そ
れ
は
同
時
に
州

の
市
民
で
も
あ
る
が
、
に
対
し
て
責
任
を
有
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
ま
た

教
会
員
と
し
て
特
権
お
よ
び
利
益
が
付
与
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と

す
る
要
請
は
ど
こ
に
も
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
、
州
は
無
神
的

(問。丘何回
ω)
、
あ
る
い
は
教
会
の
特
権
お
よ
び
利
益
を
無
視
す
べ
き
で
あ

(
2
)
 

る
、
と
す
る
要
請
も
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。
:
:
:
」

資

こ
の
よ
う
に
述
べ
た
同
判
事
は
更
に
、
州
憲
法
二

O
八
節
が
禁
じ
て
い
る

の
は
、
一
方
の
他
方
に
対
す
る
支
配
で
あ
り
、
教
会
と
国
家
が
互
に
孤
立

し
、
あ
る
い
は
影
響
し
合
う
の
を
認
め
る
こ
と
も
市
民
の
義
務
と
自
由
の
一

つ
で
あ
る
、
と
述
べ
た
。

更
に
同
判
事
は
州
の
児
童
に
対
す
る
義
務
の
面
に
触
れ
、
次
の
よ
う
に
続

け
た
。

「
学
令
期
に
あ
る
児
童
が
有
し
て
い
る
宗
教
は
、
州
に
よ
る
支
配
に
服

す
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
児
童
自
身
は
州
の
支
配
の
下
に
お
か
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。
も
し
、
児
童
が
教
区
校
に
出
席
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

州
に
対
す
る
児
童
の
義
務
を
果
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
何

故
に
州
は
『
あ
ら
ゆ
る
適
当
な
方
法
』
(
『
旬
丘
一

m
C
H
E
Z。
5
2
E
)
に

よ
っ
て
、
児
童
の
義
務
の
履
行
を
奨
励
す
る
州
の
役
割
安
果
す
こ
と
が
で

き
な
い
の
か
、
そ
の
理
由
を
見
出
す
の
は
困
難
で
あ
る
。
州
は
児
童
の
信

条
を
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
義
務
を
負
う
の
で
あ
る
が
、
児
童
の
必

要
を
放
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
義
務
を
負
う
も
の
で
は
な
い
。
州
は
児

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

童
が
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
考
え
る
か
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と
は
で
き

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

な
い
が
、
児
童
が
ど
の
よ
う
に
し
て
考
え
る
か
、
を
教
え
る
こ
と
は
で
き

、る。
そ
し
て
州
は
そ
の
す
べ
て
を
教
え
得
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
教
え
な

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
児
童
が
い
か
な
る
宗
教
的
信
念
を
抱
こ
う

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

と
も
こ
れ
を
許
容
す
る
州
は
、
児
童
が
こ
の
権
利
を
行
使
す
る
、
と
言
う

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

こ
と
を
理
由
に
、
す
べ
て
に
対
し
て
共
通
に
付
与
さ
れ
る
利
益
を
そ
の
児

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

(
3〉

童
に
対
し
て
禁
止
し
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
(
傍
点
筆
者
)

0

」

裁
判
所
は
本
件
を
右
の
よ
う
に
共
通
に
付
与
さ
れ
る
利
益
の
享
受
の
問
題

と
し
て
と
ら
え
、
更
に
こ
の
利
益
を
他
の
公
け
の
利
益
の
問
題
と
比
較
し
て

次
の
よ
う
に
述
べ
た
。

「
共
和
国
の
安
全
が
結
局
最
高
の
法
(
H
r

巾

g
q巾
包
ぬ
}
向
者
)
と
し
て
残
さ

れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
共
和
国
を
構
成
す
る
市
民
の
安
全
と
福

祉
が
最
高
の
も
の
と
し
て
残
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の

義
務
に
従
っ
て
、
国
は
身
体
の
疾
病
お
よ
び
危
険
に
対
す
る
保
護
を
児
童

に
対
し
て
与
え
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ

り
、
ま
た
我
々
の
憲
法
の
下
に
お
い
て
、
知
的
、
道
徳
的
改
革
の
促
進
を

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
利
益
は
市
民
、
あ
る
い
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、
道的

は
市
民
の
い
か
な
る
グ
ル
ー
プ
の
中
か
ら
も
要
求
さ
れ
う
る
の
で
あ
る
。

病
人
に
対
す
る
ワ
ク
チ
ン
、
貧
困
者
、
精
神
病
者
に
対
す
る
保
護
、
お

よ
び
世
話
、
民
兵
に
対
す
る
制
服
、
そ
し
て
道
徳
に
対
す
る
有
害
な
行
為

に
対
す
る
保
護
を
与
え
る
場
合
、
国
は
、
そ
こ
で
必
要
な
も
の
が
身
体

的
、
物
質
的
、
知
的
お
よ
び
道
徳
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
認
め
、
ま

た
、
い
か
な
る
宗
教
的
背
景
守
口
可
口
止
と
宮
内
昨
同

H
o
g
g
を
も
広
く
見

守
る
態
度
で
そ
れ
ら
必
要
な
も
の
を
容
認
す
る
の
で
あ
る
。
ま
さ
に
、
公

務
に
就
く
も
の
に
何
の
宗
教
的
資
格
を
も
要
求
し
て
い
な
い
と
同
様
に
、

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

市
民
が
所
属
し
て
い
る
、
あ
る
集
団
に
対
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
特
権
に

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

っ
き
.
宗
教
的
な
理
由
に
よ
る
資
格
の
剥
奪
(
ロ
0
5口
問

5
5
岳

ZE-FEE-

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

(
4
)

t
cロ
)
も
し
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
(
傍
点
筆
者
〉
。
」

国アメリカ合衆国における政教分離の原則

裁
判
所
は
右
の
よ
う
に
、
市
民
に
平
等
に
付
与
さ
れ
る
利
益
を
、
宗
教
的

理
由
に
よ
っ
て
奪
つ
て
は
な
ら
な
い
、
と
し
て
本
件
に
お
け
る
教
区
校
児
童

に
対
す
る
教
科
書
の
貸
与
を
認
め
た
の
で
あ
る
。
更
に
ア
リ
グ
ザ

γ
ダ
判
事

は
、
上
告
人
の
主
張
す
る
先
例
に
つ
き
、
そ
れ
ぞ
れ
要
旨
以
下
の
よ
う
に
評

価
し
、
裁
判
所
の
こ
れ
ら
先
例
に
対
す
る
立
場
を
明
ら
か
に
し
た
。

ま
ず
、
無
料
バ
ス
に
よ
る
教
区
校
児
童
の
輸
送
を
合
憲
と
認
め
た
教
育

(
5〉

委
員
会
対
フ
ィ
ー
ト
事
件
目
。
白
丘
え
何
色

5
5
8
〈
・
巧
宮
旦
の
公
金

の
使
用
は
通
学
の
際
の
危
険
か
ら
児
童
を
守
る
目
的
の
も
の
で
あ
り
、
通

学
は
義
務
で
あ
っ
て
児
童
が
私
立
校
あ
る
い
ほ
教
区
校
に
通
学
す
る
こ
と

は
法
の
容
認
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

〈

6
v

ス
ミ
ス
対
ド
ナ
ヒ
ュ

1
事
件
で
は
教
科
書
そ
の
他
学
用
品
等
の
供
給
を

違
憲
と
し
た
。
し
か
し
同
事
件
で
は
教
科
書
お
よ
び
学
用
品
等
を
供
給
す

る
点
が
問
題
と
な
っ
た
の
に
対
し
、
本
件
で
は
教
科
書
の
損
傷
の
場
合

の
、
相
手
方
に
対
す
る
求
償
権
を
州
が
有
す
る
の
で
あ
っ
て
、
教
科
書
は

付
与
あ
る
い
は
贈
与
さ
れ
た
の
で
は
な
く
貸
与
さ
れ
た
点
が
問
題
で
あ

り
、
こ
の
点
で
両
事
件
は
異
る
。

第
三
の
例
と
し
て
あ
げ
ら
れ
た
ノ
ウ
ル
ト
ン
対
ボ
ウ
今

l

ヴ
ア

l

(
7〉

事
件
で
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
二
階
を
借
用
し
て
開
設
し
た
公
立
校
が
違

憲
と
さ
れ
た
の
は
、
児
童
が
置
か
れ
て
い
る
環
境
お
よ
び
そ
こ
で
と
ら
れ

て
い
る
教
育
方
法
が
明
ら
か
に
教
派
的
な
も
の
で
あ
る
と
言
う
事
実
に
影

響
を
受
け
た
の
で
あ
る
。
そ
の
点
で
本
件
の
先
例
と
は
な
り
得
な
い
。

ま
た
、
第
四
の
ア
イ
オ
ワ
州
に
お
け
る
オ
コ
ン
ナ

l
対
ヘ
ン
ド
リ
ツ
ク

ハ
8
〉

事
件
で
は
ノ
ウ
ル
ト
ン
事
件
と
同
様
な
理
由
に
よ
り
違
憲
と
さ
れ
た
。
し

か
し
、
右
事
件
の
ア
イ
オ
ワ
州
憲
法
が
「
す
べ
て
の
公
立
校
に
お
け
る
宗

教
的
礼
拝
お
よ
び
宗
教
的
教
育
を
禁
止
す
る
」
条
項
を
有
し
て
い
た
の
に

対
し
、
本
件
で
の
ミ
シ
シ
ッ
ピ

1
州
憲
法
一
八
節
は
、
「
こ
の
州
の
公
立

校
に
お
け
る
聖
書
の
使
用
」
を
除
外
し
て
は
い
な
い
の
で
あ
っ
て
、
右
の

憲
法
上
の
相
違
が
両
事
件
の
結
果
を
異
な
ら
し
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

mAZ 

ト
ラ
ウ
プ
対
ブ
ラ
ウ
ン
事
件
、
吋
自
己
『
〈
・
回
8
4口
で
は
児
童
の
無
料

輸
送
の
た
め
の
公
金
の
支
出
が
違
憲
と
さ
れ
た
。
し
か
し
そ
の
理
由
は

「
(
公
金
が
H
H
筆
者
〉
こ
の
よ
う
な
教
区
校
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
教
区

校
を
援
助
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
点
を
明
ら
か
に
し
て

い
な
い
」
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
同
様
な
見
解
は
ジ
ャ
ド
対
教
育
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料

日

川

)

〈

uv

委
員
会
事
件
、
ヴ
ア
ン
・
ス
ト
ラ

l
ト
ン
対
ミ
ル
タ
イ
ツ
ト
事
件
に
お
い

て
も
と
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
見
解
は
無
料
パ
ス
を
認
め

内
問
)

た
メ
リ

i
ラ
ン
ド
州
の
教
育
委
員
会
対
ウ
イ

l
ト
事
件
と
逆
の
立
場
に
立

つ
も
の
で
あ
る
。

(
凶
〉

ま
た
、
ォ
ト
ケ
ン
対
一
ブ
ム
キ
ン
事
件
が
上
告
人
に
よ
っ
て
強
調
さ
れ
て

い
る
。
し
か
し
こ
れ
は
学
校
基
金
の
う
ち
の
一
部
を
私
立
校
に
対
し
て
支

出
す
る
こ
と
が
、
児
童
の
選
択
し
た
私
立
校
に
対
し
て
利
益
を
与
え
る
こ

と
に
な
る
、
と
す
る
理
由
か
ら
右
の
支
出
を
定
め
た
州
制
定
法
を
違
憲
と

し
た
の
で
あ
る
。

資

同
判
事
は
最
後
に
ボ

1
デ

γ
対
ル
イ
ジ
ア
ナ
州
教
育
委
員
会
事
件
図
。
牛

g
〈

-
F
o
g
g
E
ω
S序
回
c
m
H
L
C同
開

E
8
2
0ロ
を
あ
げ
、
同
事
件
で
問

〈

凶

)

題
と
な
っ
た
教
科
書
の
支
給
は
州
に
よ
る
警
察
権
能
の
行
使

(
P
0
2
2
2お

。
問
問
》

D
Z
n
o
司

D
d
ミ
)

の
範
囲
内
に
あ
り
、
こ
の
教
科
書
の
支
給
は
州
の
児
童

の
教
育
を
推
進
し
、
市
民
の
一
般
的
福
祉
と
安
全
を
促
進
す
る
も
の
で
あ

る
、
と
そ
の
判
旨
を
引
用
し
た
(
ほ
十
州
ル
ヨ
川
崎
哨
)
。
更
に
こ
の
立
場
は

カ
ク
ラ
ン
対
ル
イ
ジ
ア
ナ
島
町
ト
に
よ
っ
て
も
踏
襲
さ
れ
、
連
邦
最
高
裁
に
よ

っ
て
「
単
に
教
科
書
は
、
児
童
に
付
与
さ
れ
で
い
る
の
で
あ
り
、
他
の
言
葉

で
言
え
ば
教
科
書
は
彼
等
に
貸
与
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
」
と
し
て
承
認

さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
、
と
述
べ
た
。

ア
リ
グ
ザ
ン
ダ
判
事
は
以
上
の
よ
う
に
上
告
人
の
あ
げ
た
こ
の
事
件
の
先

例
を
評
価
し
た
上
、
最
後
に
次
の
よ
う
に
結
ん
だ
。

北法17(1・132)132

「
:
:
:
こ
の
よ
う
な
基
金
の
支
出
は
教
派
の
学
校
の
維
持
の
た
め
に
、

ま
た
児
童
に
対
す
る
こ
れ
ら
教
科
書
の
供
給
の
た
め
に
、
州
憲
法
二
五
八

節
に
反
し
て
、
い
か
な
る
人
、
団
体
あ
る
い
は
法
人
を
援
助
す
る
た
め
に

も
州
の
信
用
の
付
与
も
し
く
は
貸
与
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
る
も
の
で
は

な
い
。
こ
れ
ら
教
科
書
は
州
に
所
属
し
、
州
に
よ
っ
て
管
理
さ
れ
る
の
で

あ
る
。
こ
れ
ら
は
単
に
個
々
の
児
童
に
対
し
貸
与
さ
れ
る
に
過
ぎ
な
い
の

で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
紛
失
、
損
傷
に
対
し
て
は
適
当
な
補
償
を
求
め
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ら
教
科
書
の
保
存
が
行
な
わ
れ
る
の
で
あ
り
、
使
用

(
日
)

に
と
も
な
う
汚
染
の
消
毒
は
州
の
義
務
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
」

「
:
:
:
こ
れ
ら
の
教
科
書
の
貸
与
は
、
た
と
え
登
校
が
義
務
づ
け
ら
れ

て
い
る
と
し
て
も
、
児
童
が
通
学
し
て
い
る
学
校
に
対
す
る
直
接
間
接
の

援
助
に
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
:
:
:
こ
の
こ
と
は
適
法
な
立
法
行
為
の

副
産
物
と
し
て
、
単
に
付
随
的
に
援
助
が
行
な
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
か

ら
で
あ
る
。
上
告
人
の
主
張
は
、
児
童
が
公
立
校
か
ら
教
区
校
へ
転
校
す
る

こ
と
を
選
択
し
た
際
に
、
あ
る
い
は
選
択
し
た
こ
と
の
故
に
、
彼
の
図
書

の
使
用
を
放
棄
す
る
こ
と
を
児
童
に
強
制
す
る
こ

ιに
た
ゐ
め
ど
み
ヴ
バ

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

こ
の
よ
う
な
こ
と
は
教
派
的
な
理
由
に
基
づ
く
、
平
等
な
特
権
の
否
定
包
(
凶
)

、

、

、

、

、

、

、

、

，

言
う
こ
と
と
な
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
ロ
ジ
ャ
1

・
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ

が
、
我
々
の
憲
法
の
起
草
さ
れ
る
百
年
前
、
ロ
ー
ド
・
ア
イ
ラ
ン
ド
の
特

許
状
の
中
に
『
何
人
も
当
該
植
民
地
に
お
い
て
今
後
い
か
な
る
時
に
お
い

て
も
、
宗
教
の
問
題
に
関
す
る
意
見
の
相
違
の
故
に
い
か
な
る
方
法
に
お



い
て
も
妨
害
さ
れ
、
処
罰
さ
れ
、
あ
る
い
は
審
問
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
』

と
書
い
た
言
葉
を
想
い
起
す
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
(
傍
点
筆
者
)
」

こ
れ
に
対
し
て
ア
ン
ダ
ス
ン
判
事

G
E
Z
n
o
〉

E
2
8ロ
)
は
、
本
件
の

結
論
は
す
で
に
オ
ト
ケ
ン
対
ラ
ム
キ
ン
事
件
に
お
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
る
、
と
し
て
反
対
意
見
を
述
べ
た
。
彼
は
右
の
オ
ト
ケ
ン
事
件
に

お
け
る
、
私
立
校
児
童
に
対
し
て
も
、
公
立
校
児
童
に
対
し
て
支
出
さ
れ
る

公
金
と
同
じ
割
合
の
基
金
の
支
出
を
認
め
る
法
令
の
効
力
が
、
同
州
憲
法
八

条
に
反
す
る
と
さ
れ
た
判
決
の
見
解
を
引
用
し
、
問
事
件
の
立
場
は
他
の
州

に
お
け
る
諸
判
決
に
よ
っ
て
も
支
持
さ
れ
る
の
で
あ
る
、
と
述
べ
た
。
以
下

国

の
諸
判
決
は
同
判
事
の
引
用
に
よ
る
も
の
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
公
金
の
支

出
を
否
定
し
た
と
し
て
引
用
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ス
ミ
ス
対

(

詑

)

〈

幻

〉

ト
ナ
ヒ
ュ

l
事
件
、
ジ
ャ
ド
対
教
育
委
員
会
事
件
、
ノ
ウ
ル
ト
ン
対
ボ
ウ
ム

(
お
)

フ
l
ヴ
ァ
l
事
件
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
対
ス
タ
ン
ト
ン
評
議
員
会
事
件
、
ダ
コ

タ
長
老
会
対
州
事
例
、
ネ
ヴ
ア
ダ
孤
児
院
対
ハ
ロ
ッ
ク
島
町
件
、
ク
ッ
ク
郡
一
対

(
鉛
〉

シ
カ
ゴ
職
業
学
校
事
件
、
お
よ
び
ル
イ
ス
対
グ
レ
イ
ヴ
ズ
事
件
戸
内
三
回
〈
・

(
初
)

の
E
〈
虫
、
ロ

1
7
・
カ
ト
リ
ッ
ク
孤
児
協
会
対
教
育
委
員
会
事
件
対
D
E
E

P
F
D
}お
C
号

E
ロ
∞

2
5可
〈
・
回

E
与

え

肘

L
c
g
t
o口
、
ト
ラ
ウ
ブ
対

(
剖
〉

ぉ
ブ
ラ
ウ
ン
事
件
吋
日
記
ゲ
〈
・
回
8
4ロ
・
ヴ
ア
ン
・
ス
ト
ラ
i
ト
ン
対
ミ
ル
ク
ィ

ヅ
ト
事
件
〈
E
2
5
5ロ
〈
・
宮
Hr山
戸
命
円
で
あ
る
。

アメリカ合衆国における政教分離の原則

守

A . 

同
判
事
は
、
本
件
に
お
け
る
教
科
書
の
貸
与
を
定
め
る
州
立
法
を
合
憲
と

す
る
多
数
意
見
は
、
先
例
で
あ
る
オ
ト
ケ
ン
対
一
フ
ム
キ
ン
事
件
を
、
明
白
な

理
由
づ
け
を
す
る
こ
と
な
く
破
棄
す
る
も
の
で
あ
る
、
と
し
て
本
件
の
州
立

法
は
連
邦
憲
法
修
正
一
条
、
州
憲
法
一
八
節
二
六
九
節
、
お
よ
び
二
七

O
節

に
定
め
る
教
会
と
国
家
の
完
全
な
分
離
の
原
則
を
侵
犯
す
る
方
向
へ
の
第
一

歩
で
あ
る
と
し
た
の
、
短
詩
輔
M
l
r
開
制
一
投
ー
問
ツ
刊
日
。
)
。

8

本
件
多
数
意
見
が
カ
ク
ラ
ン
対
ル
イ
ジ
ア
ナ
教
育
委
員
会
事
件
の
影
響
を

受
け
た
も
の
で
あ
り
、
実
質
的
に
は
ボ
l
デ
ン
対
ル
イ
ジ
ア
ナ
州
教
育
委
員

会
事
件
で
の
、
児
童
利
益
論

(
H
Z
n
r
E
Z
E
E
:
z
o
q
)
を
再
び
採
用

し
た
も
の
で
あ
る
、
と
す
る
評
価
は
両
事
件
の
関
係
を
的
確
に
と
ら
え
た

も
の
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
な
お
こ
の
事
件
で
は
ボ
l
デ
ン
事
件
で
の

警
察
権
能
の
行
使
の
理
論
を
引
用
し
た
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
。

」
れ
に
対
し
て
ボ
i
デ
ン
対
ル
イ
ジ
ア
ナ
州
教
育
委
員
会
事
件
お
よ
び
カ

ク
ラ
ン
対
ル
イ
ジ
ア
ナ
教
育
委
員
会
事
件
で
と
ら
れ
た
児
童
利
益
論
が
拡
大

し
て
解
釈
さ
れ
る
危
険
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
、
と
す
る
立
場
か
ら
の
反
論

が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
プ
ェ
フ
ァ
l
教
授
は
そ
の
「
分
離
の
壁
原
則
」
(
神
宮

aaJF一
一
三
∞
岳
民
目
立
C
口3

ロ
o
n
Eロ
ゆ
)
に
立
っ
て
本
件
の
児
童
利
益
論
が
、

児
童
に
利
益
を
付
与
す
る
他
の
も
の
に
対
し
て
も
同
様
に
適
用
さ
れ
る
こ
と

と
な
り
、
こ
の
こ
と
は
教
区
校
で
通
常
の
科
目
を
教
え
る
教
師
の
給
与
の
支
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料

払
を
適
法
な
も
の
と
す
る
論
理
上
の
帰
結
を
招
く
、
と
す
る
。

す
な
わ
ち
同
教
授
は
、
非
宗
教
的
な
教
科
書
を
教
区
校
児
童
に
供
給
す
る

資

こ
と
が
児
童
福
祉
論
に
立
っ
て
合
憲
で
あ
る
、
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
立
場

を
進
め
て
更
に
児
童
が
使
用
す
る
ベ
ン
、
ノ
l
ト
、
黒
板
、
机
、
実
験
設
備

の
よ
う
な
非
宗
教
的
な
資
材
の
供
給
が
何
故
に
合
憲
で
は
な
い
の
で
あ
ろ
う

か
、
と
疑
問
を
投
ず
る
。
更
に
、
教
区
校
に
お
い
て
非
宗
教
的
な
教
科
を
指

導
す
る
、
非
聖
職
者
た
る
教
師
の
給
与
を
支
払
う
こ
と
が
、
何
故
に
同
様
に

合
憲
と
は
な
ら
な
い
の
か
、
ま
た
更
に
、
教
区
校
に
お
い
て
算
数
、
読
本
、

綴
字
な
ど
を
指
導
す
る
た
め
に
一
日
の
大
半
を
費
し
、
教
義
を
指
導
す
る
た

め
に
ご
く
わ
ず
か
の
時
聞
を
費
す
、
教
師
た
る
尼
僧
に
対
し
、
適
当
な
比
率

の
給
与
を
支
払
う
こ
と
が
何
故
に
同
様
に
合
憲
と
は
さ
れ
な
い
の
か
、
と
述

べ
る
。こ

の
児
童
利
益
論
が
ボ
1
デ
ン
対
ル
イ
ジ
ア
ナ
州
教
育
委
員
会
で
と
ら
れ

て
以
来
、
一
九
三

O
年
の
カ
ク
ラ
ン
対
ル
イ
ジ
ア
ナ
州
教
育
委
員
会
事
件
に

お
け
る
連
邦
最
高
裁
の
右
理
論
の
容
認
、
つ
い
で
ミ
シ
シ
ッ
ピ
l
州
に
お
け

る
一
九
四
一
年
の
本
件
に
続
い
て
、
次
節
に
述
べ
る
一
九
四
七
年
の
エ
ヴ
ア

ソ
ン
事
件
で
再
び
連
邦
最
高
裁
に
お
い
て
確
認
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の

児
童
利
益
論
に
対
す
る
反
論
は
右
に
あ
げ
た
プ
ェ
フ

7
1
教
授
の
「
分
離
の

壁
原
則
」
に
基
づ
く
厳
格
な
分
離
原
則
を
貫
ぬ
く
立
場
か
ら
の
も
の
で
、
そ

の
主
旨
は
児
童
利
益
論
の
限
界
に
対
す
る
危
倶
に
あ
る
。
こ
の
危
慎
は
一
九

五
八
年
の
国
家
防
衛
教
育
法
を
め
ぐ
る
論
争
に
お
い
て
も
同
法
を
違
憲
と
す

る
立
場
か
ら
展
開
さ
れ
て
い
る
。

(
1
)
(
U
Eロ
ロ
ぬ
〈
・

ζ
5
5
F官
官

ω
g
g
吋
Z
H
r
o
o
r
刷耐え
5
m
g
L
司
ロ
H
a

円

rωω
ル
ロ
間
切

cmHe《
F
N
O
O
ω
0・
斗
(
)
由
(
]
巴
串
同
)
・

(
2
)
N
C
o
m
o
-
叶
(
}
m
w
l叶

5
・

(
3
)
N
S
F
-
コ0
・

(
4
)
N
o
o
m
-
-
戸。・

(

5

)

国
富
己
え

E
5
m同
H
O
P
E
-
4
・
巧
Z
F
H斗
品

豆

L

・
ω
H
P
S
U

〉

-
B∞
.
8
r
こ
の
事
件
で
は
私
立
の
小
学
校
の
児
童
に
対
し
、
州

に
よ
る
無
料
バ
ス
を
定
め
る
本
件
と
同
様
の
州
立
法
の
合
憲
性
が
争
わ

れ
た
の
で
あ
る
が
、
裁
判
所
は
こ
れ
を
合
憲
と
し
て
、
そ
の
理
由
を
次

の
よ
う
に
述
べ
た
。

す
な
わ
ち
、
「
:
:
:
公
金
の
私
的
目
的
に
対
す
る
誤
用
の
危
険
が
あ

る
か
も
知
れ
な
い
が
、
立
法
府
は
第
一
次
的
に
公
金
の
使
用
に
関
し
て

権
限
が
与
え
ら
れ
て
お
り
、
裁
判
所
は
誤
用
が
明
ら
か
と
な
ら
な
い
か

ぎ
り
、
ま
た
明
ら
か
と
な
る
ま
で
誤
用
に
関
し
て
判
断
す
る
権
能
を
有

す
る
も
の
で
は
な
い
。
教
区
校
を
含
む
私
立
校
が
、
公
金
の
使
用
に
と

も
な
う
利
益
を
受
け
る
と
言
う
事
実
は
、
立
法
府
の
公
的
な
機
能
の
遂

行
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。
」
な
お
次
節
参
照
。

(

6

)

ω

日
町
7

4
・ロ
C
口州
W
Y
E
m
J
M
O
N
K
戸回以】・

0
ぞ
-
m
印
デ
巴
印

Z
・
J
円

-m-

三

日

岨

寸

NN
・
教
科
書
そ
の
他
の
教
材
を
教
区
校
に
支
給
す
る
こ
と
を
州
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¥ 

国

憲
法
違
反
と
し
た
事
件
。
(
川
匂
一
一
一
十
L
1
一
十
一
や
む
い

rFhy)

(
7
)
H
P
2
-
E
〈・

v
c
g
r
c〈
F

S

H

O

E

S

-

5

2
・
t
弓・

NON.
印・〉・

F
・
H
F
E
-
-

こ
の
事
件
で
は
教
区
校
の
二
階
に
公
立
校

を
開
設
し
た
行
為
、
が
争
わ
れ
た
の
で
あ
る
が
こ
れ
は
違
憲
と
さ
れ
た
o

「
一
九
一

O
年
、
ア
イ
オ
ワ
州
。
J

F

一
ニ
章
一
節
一
項
三
同
参
照
。
」

(
8
)
0・n
cロ
ロ
日
〈
・
出
g
e
F
n
r・
5
串

2
・
Jへ・品
NH
・
3

Z
・開・

2
N
・叶

r
m
-
K
F
-
w
Z・
ω-whFCN-
∞
〉
ロ
HHI
円

UmwFAFMWN
・
こ
の
事
件
で
は
公
立

校
の
教
師
が
宗
教
上
の
衣
裳
を
身
に
つ
け
て
教
え
、
公
金
か
ら
の
給
与

の
支
払
を
求
め
た
の
に
対
し
、
こ
れ
の
差
止
を
認
め
た
。
な
お
三
章
一

節
一
項
二
時
に
引
用
。

(
9
)
ω
E
Z
Z
H
O
]・
J
P
E
r
z
m一
-
〈
-
∞

8
3・
∞
巧
・
巧
・
出
ω同町・

5
y
ω
出
口
何
一
-
H
2
・
H叶
N
〉
・
∞

8
・
∞
ω叶
・
本
件
で
は
ウ
イ
ル
ミ

γ

グ
ト
ン
市
郊
外
の
教
区
校
に
通
学
す
る
児
童
の
無
料
輸
送
を
定
め
る
制

定
法
を
問
題
と
し
た
。
こ
れ
は
デ
一
フ
ウ
エ
ア
州
憲
法
に
反
す
る
も
の
と

さ
れ
た
。

(
叩
)
』
邑
仏
〈
・
切
o
m
L
D門肘【山口
S
H
H
C
P
2円
-
N
a
z
-
ペ-
M
6
0
・
5

Z
・

円

NL
日

a
u
H
Z
K
J・
H
b
H
W
斗
∞
由
・
教
科
書
供
給
を
州
憲
法
違
反
と

:-o
ヘ
一
九
三
八
年
、
ユ
ュ

1

・ヨ
1
ク
J

l

t

f
州
。
一
ニ
章
二
節
一
項
二

ω参
照
。
」

(日

)
ω
至。
RHO--
〈
S
E
E
g
〈・

ζ
E
5
F
H
g
巧
F
S
P
H
U
N

2
・巧・

8
N・

(
ロ
)
切
O白丘

C同
盟
口
2
5
r
z
-
J
F
巧

}
H
g
F
H豆
沼
仏
・

ω
H
P
忌也

P

B∞・

アメリカ合衆国における政教分離の原則

(

臼

)

。丹r
g
〈
-Fω
自
主

p
g
豆
町
田
・
斗
印
∞
・
(
同
∞
芯
Y

同
事
件
で
は
、
公

立
校
基
金
の
一
部
を
、
教
派
所
属
の
私
立
校
生
徒
に
対
し
、
公
立
校
生

徒
と
同
様
に
配
分
す
る
と
す
る
法
律
が
一
八
六
九
年
の
ミ
シ
シ
ッ
ピ

l

州

憲

法

八

条

九

節

(

時

泊

三

主

主

主

謀

長

一

一

ぶ

叩
は
J
M
U
M
一F
u
w
h
ド
州
市
崎
は
と
に
反
す
る
と
さ
れ
た
。
同
法
は
一

八
七
八
年
四
月
五
日
州
議
会
を
通
過
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は

ミ
シ
シ
ッ
ピ

l
州
に
お
け
る
高
等
学
校
、
大
学
創
設
奨
励
法
」
(
〉
ロ

R仲

g
a
M
n
D回一
B
m
o
己
耳
目

g
r
z
ω
V
B。口同

D同

rMmrR}Hoo-凹

ωロ
仏

門

D
Z守

間

2

2

宮
H
E
g
e立
)
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
、
同
州
の
私
立
校
生
徒

が
、
公
立
校
に
通
学
し
て
い
た
な
ら
ば
配
分
を
受
け
た
と
考
え
ら
れ
る

基
金
の
割
合
を
公
立
校
基
金
か
ら
支
払
わ
れ
る
こ
と
を
定
め
て
い
た
。

同
法
は
私
立
校
に
対
す
る
川
の
支
配
、
監
督
を
定
め
る
規
定
を
持
た

ず
、
こ
れ
ら
私
立
校
が
宗
教
的
ま
た
は
教
派
的
な
支
配
を
受
け
て
は
な

ら
な
い
と
す
る
禁
止
規
定
も
設
け
て
は
い
な
か
っ
た
。

NCC
∞
c・
叶
エ
・

(
M
〉
切

OH仏
ぬ
ロ
〈
-
F
Oロ
Famwロ州
w
m
g
R
回

S
H仏

C同
開
門
TH口
mwHHCロ
(H申
N
S・

H
S
F
P
H
C
O印・

H
N
ω
ω
0・
8
印
・
出
品
。
・
ミ
〉
・

r
H
N・
ロ
ぉ
・
(
本
節
一

F

項
三
一
切

一
一
・
)
裁
判
所
は
右
判
決
を
次
の
よ
う
に
引
用
し
た
。

「
公
金
の
支
出
は
児
童
の
利
益
の
た
め
に
な
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
ま

た
そ
の
結
果
の
利
益
が
公
金
を
支
出
し
た
州
に
対
し
て
向
け
ら
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。
:
:
:
学
校
は
:
:
:
こ
れ
ら
支
出
の
受
益
者
で
は
な
い
。

学
校
は
こ
れ
ら
の
支
出
か
ら
何
も
得
て
い
な
い
の
で
あ
り
、
ま
た
こ
れ

ら
支
出
の
故
に
何
の
義
務
も
免
れ
る
こ
と
に
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ

こ
で
は
学
童
と
州
の
み
が
受
益
者
な
の
で
あ
る
。
:
:
:
」

8
0
ω
。
.
ロ
N
・

警
察
権
能
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
あ
げ
た
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
「
箸

(

日

〉
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料

察
権
能
」
の
理
論
の
展
開
、
高
原
賢
治
(
国
家
学
会
第
七
十
四
巻
第

九
・
十
号
)
が
詳
細
に
そ
の
史
的
沿
革
か
ら
触
れ
て
有
益
で
あ
る
。
本

節
一
項
の
註
で
も
触
れ
た
が
、
こ
の
判
決
は
、
教
科
書
の
供
給
を
州
の

警
察
権
能
の
形
態
の
一
つ
と
と
ら
え
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

判
決
は
次
の
よ
う
に
触
れ
る
。

「
州
の
児
童
に
対
し
、
彼
ら
の
校
内
に
お
け
る
使
用
の
た
め
に
、
教

4

約
書
を
供
給
す
る
こ
と
は
、
直
接
、
児
童
の
教
育
を
推
進
し
、
文
盲
を

追
放
す
る
こ
と
と
な
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
児
童
の
道
徳
を
向
上
さ
せ
、

市
民
の
一
般
的
福
祉
と
安
全
を
促
進
す
る
の
で
あ
っ
て
、
従
っ
て
、
こ
の

こ
と
は
警
察
権
能
の
範
囲
の
中
に
入
る
の
で
あ
る
。
」

H
N
ω
ω
D・
2
H
-

(

日

山

)

【

U
E
Z
E
〈

-
F
O
E
S
E
m
E
o
F
E
C『
E
5
5
0
p
(
計担一

一一・)。

(
η
)
N
c
c
m
D
・
己
ω
・

(
日
目
)
ロ
ジ
ャ
l
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
に
つ
い
て
は
。
・

ω・
ω同
S
ロ
お
"
岡
山
D
m
R

どヨ
-
E
B
P
開
・
何
回

2
0
P
H
N
a
R
J司
王
位
百
回
』
・
何
回
己
的
件
、
吋

Z
H
M
D
E
P・

円
白
]
叶
宮
口
m
E
C問
問
。
m
R
J司
王
5
自
由
が
あ
る
。
な
お
第
一
章
一
一
節

ニ
仙
川
(
川
一
戸
川
町
一
月
一
区
…
七
)
。

(

印

〉

N
S
F
-

ロタ

(却

)

O
央
自
〈
-
c
g
r
F
p
g
y向
E
・叶印∞

(H∞
芯
)
・

(
幻
)
た
だ
し
向
判
事
は
例
外
と
し
て
切
。
丘

g
〈
・
円
、
。
巳
包
吉
田

ω
g芯

回
Dm円門
-
c内向《山口円
mwccpH岳町出「。・

HCC印
.HNω
川

0・岳山一
Y
町、吋〉・

HS

HN'
戸
毘
・
を
あ
げ
た
。
同
判
決
で
は
オ
ト
ケ
ン
対
ラ
ム
キ
ン
事
件
に

お
け
る
と
同
様
な
立
法
を
四
対
二
一
で
合
憲
と
し
て
い
る
。

UWE)mc・

資

日

-
F
P

(
辺
)
∞
g
t
r
〈
・
ロ

Dロ
m
w
r
g
N
C
M
〉
沼

y
o
-〈
-
S
A
Y
S印

Z
・
j

ヘ・

ω・

斗
同
日
・
「
一
九
二
二
年
、
ニ
ュ

l

・
2
1
ク
}

f

州
.
三
章
二
節
一
項
二

ω参
照
。
、

(
ぬ
)
』
口
内
山
内
田
〈
・
切

S
H
ι
c同
開

E
s
t
o
p
N叶∞

Z
・
Jへ-
N
C
C噌

5

2
・
円

包
印
叶
白
・
ロ
∞
〉
-F-HN・
叶
∞
∞
・
{
一
九
三
八
年
、
二

l

・ヨ
l
p
)

F

州
。
一
ユ
章
二
節
一
項
二

ω参
照
。
」

(
川
品
)
関
口
g
r
oロ
ぐ
-
F戸
g
r
o
s・
5
H
o
g
s
-
H
8
2・
4
司・

MON.

印
〉

-
r
H
P
E
-
-
{
一
九
一

O
年
、
ア
イ
オ
ワ
州
。
J

ゴ
ニ
章
一
節
一
項
ニ
帥
参
照
.
」

(お

)
5
-
z
m
g
z
m
}・〈
-
g
g
H
Dロハ
U
D
B
B
Dロ
ωnYOD-
口
許
可

5
・
5

尽
・

8
∞
-
S
H
ω
・
巧
・

8
叶
w
同
告
別
-
P
Sコ
ロ
品
目
・
(
ト
叫
ん
ド
一
小

タ
ッ
キ
l
州
。
三
章
一
J

節
一
項
ニ
帥
参
照
。
」

(
叫
山
)
∞
百
O品
。
『

F
r
o
g
〈
-
m
g
F
N
m
-
ロ・

ω
E・
8

2
・
4
司・

8
N・

E
H
i
H
N・
〉
・
企
∞
・
ヘ
一
八
九
一
年
、
サ
ウ
ス
・
ダ
コ
タ

J

r
H。
三
章
一
節
一
項
ニ

ω参
照
。
」

(
幻

)
Z
o
g含

C
G
Eロ
〉
凹
可
-EM
〈
・
出
即
日
-
o
n
F
g
Z
2・
ω詩人一一一一日日ハ

ネ
ヴ
ア
ダ
州
。
三
章
J

一
節
一
項
ニ

ω参
照
。
」

(お

)
{
U
C
o
r
n
oロロ
3
、〈・

(ur呂田
m
c
Hロ円山口広口
mw-mnFDO--HN印
同
一
一
・
日
串
CW

同∞

Z
・
開
6
H∞
ω・
H
F
-
M
N・
〉
・
品
川
目
斗

w
∞

〉
HHM・
ω戸
河
内
HYω
∞酌・

「
一
八
八
八
年
、
イ
リ
ノ
イ
州
。
J

f

三
章
一
節
一
項
ヱ

ω参
照
固
」

(
叩
臼
)
旬
。
0
1
p
o
H
H
m
F
F
2
2
ω
〈・

0
5〈宮司

N串印

Z
・

J円・

5
日・

5
∞-

回目白

Z.
肘・出品川
y
h
ω
E
J

(
却
)
同
ν
2立
市
内
出
『
巾
一
・
岡
山
中
ヨ
田
口
(
い
え
r
c
z
n
C号
宮
ロ

m
C
2
2〕
『
〈
・
回
。
白
丘

む{何《日

2
2
z
c
p
H
U
W
∞
2
7
w
Z・
J円・品。。・

(
幻
)
∞
Z
Z
2
E
-
吋
E
与
2
0
}・
〈
・
∞

3
=
P
E
g
-
t弓
・
回
目
白
号
・

H
2
.
ω
A
W
O己・

5
Y
H叶
N
〉
・
∞

ω日・
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j
j
i
j
 
l
F
 

j

i

-

-

t

?

j

 

i

!

 

帥

〈

鎗

〉

ω
g
g
a
E・
ぐ
2

2

2

8
〈・

ZH{告
2
・
H
8
4
5
F
H
S
W

S
N
Z
.
語、
'ω
お

(泊〉

N
S
F
-
3印・

(
泊
)
た
と
え
ば
こ
の
点
を
、
ヵ

P
ラ
ン
対
教
育
委
員
会
事
件
の
影
響
が
他

の
州
に
お
い
て
提
起
さ
れ
た
訴
訟
に
み
ら
れ
る
、
と
し
て
そ
の
一
例
を

本
件
に
求
め
る
も
の
と
し
て
、
問
。
宵
2
・
5
r
口
・
匂
・
三
円
が
あ
る
。

(

お

)

回

O止
命
ロ
〈

F
c
c
z
u口
白

ω
g
g
図
。
白
円
仏
色
町
向
仏

E
S
E
C
p
g∞
門

F

5
0印
w
H
N
ω
ω
0・
町
田
・
由
吋
〉
・

Ht
岡
山
・
己
∞
ω
(
H
S
8・
ぬ
ほ
帽
子

N
2
C・

ω・
句
。

2
3
0
)・
な
お
本
件
に
つ
い
て
は
註
(

U

)

参
照
。

(
お
〉
ロ
ミ
広
明
え
}
自
己
Hw
∞
♂
R
R
F
Dロ
G同
わ
『
戸

H
n
F
E
ι
ω
Z
R
5
H
Z

C
E同
色
∞
E

2
い
〉
∞
z
B自
由
『
可
〈
広
君
、

HU問
。
当
日
0
5
5
r

M
N
ミ
‘
主
∞
j
主
唱
・
(
宮
ω
可
‘
】
甲
山
。
)
e

同
論
文
は
一
九
四
七
年
の
エ
ヴ
ア

ソ
ン
事
件
、
翌
一
九
四
八
年
の
マ
ヅ
カ
ラ
ム
事
件
を
中
心
に
、
そ
の
前

後
の
判
例
の
立
場
を
追
求
し
つ
つ
、
焦
点
を
教
育
の
分
野
に
し
ぼ
り
、

教
会
と
国
家
の
分
離
の
原
則
は
将
来
こ
の
分
野
に
お
い
て
特
に
問
題
と

さ
れ
る

(HZ件
、
ヤ
お
叶
)
と
と
ら
え
、
憲
法
の
定
め
る
教
会
と
国
家

の
分
離
の
原
則
は
絶
対
分
離
を
言
う
も
の
で
は
な
い
と
す
る
立
場
に
立

っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る

3
r
E
4
E
r
h
u
ム
a・)

(
幻
)
「
分
離
の
壁
原
則
」
に
つ
い
て
は
第
二
章
四
節
三
ヨ
(
本
誌
二
ハ
巻

一
号
九
八

l
一
O
一
一
良
〉
参
照
。

(お

)
H
h
D
H
V『
え

『

2w(U『
Z
R
Y

∞g
g
w
m
z
L
明
司
mLCヨ
(
吋
7
ゆ

図

。

ω口

3=

HV同作臣、

HWD22d・
5
印

ω)
勺
・
ゃ

8
・

ほ
か
に
私
立
校
に
対
す
る
教
科
書
供
給
の
問
題
を
取
り
扱
っ
た
論
文

アメリカ合衆国における政教分離の原則

(

m
叩

)

苧
-
S回
忌
・

(
U
D
r
p
問
己
巳
FCロ
C『

H
J
Z
L
2
M
M
D同
知
名
目

間

5
ロ
件
。

ι
D
E
M
O町
吋

め

HHげ
c
c
r
m
H
D
句
ロ
〈
mZゆ
川
口

}MGGrw]{
回
二

-
o同

剛山
F
m
v
g
H
N
2ぽ
耳

ωC叶iωH0
・
(
包
含
)
・
が
あ
る
。

と
し
て
、

[1 j 第

項

教
科
書
の
支
給
を
定
め
る
立
法

以
上
に
あ
げ
た
判
例
の
、
教
科
書
の
支
給
を
否
定
す
る
立
場
、
お
よ
び

こ
れ
を
肯
定
す
る
立
場
、
あ
る
い
は
教
科
書
の
貸
与
を
容
認
す
る
立
場
の
ほ

か
に
、
教
科
書
の
支
給
を
定
め
る
立
法
が
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
こ
れ
ら
の
立
法
は
、
無
料
で
教
区
校
児
童
に
対
し
教
科
書
を

供
給
す
る
権
能
を
、
地
方
の
学
校
当
局
に
対
し
付
与
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
(
1
)
 

れ
ら
の
例
と
し
て
一
九
四
一
年
、
ニ
ユ
一

l

・
メ
キ
シ
コ
州
の
場
合
が
あ
る
。

し
か
し
同
州
の
場
合
は
約
一
九
五
一
年
に
ゼ
ラ
l
ズ
対
ハ
ア
事
件
に
お
い
て

右
の
支
給
が
遼
東
と
さ
れ
た
。
(
司
氏
刊
L
川
市
肯
)

引
こ
れ
に
対
し
、
無
料
教
科
書
の
供
給
を
定
め
る
立
法
の
趣
旨
が
、
本
来

一
般
的
な
性
質
を
持
つ
も
の
で
あ
る
と
し
て
も
、
こ
れ
に
は
教
区
校
児
童
に

対
す
る
供
給
が
含
ま
れ
る
も
の
で
は
な
い
、
と
さ
れ
た
場
合
が
あ
る
。
一
九

四
一
年
の
イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
州
に
お
け
る
阿
川
司
法
長
官
の
意
見
に
基
づ
く
場

(
Z
)
 

合
で
あ
る
。

(3) 

ま
た
同
年
オ
レ
ゴ
ン
州
議
会
は
、
公
立
校
に
通
学
す
る
児
童
と
同
様
に

私
立
校
あ
る
い
は
教
区
校
に
通
学
す
る
児
童
に
対
し
、
教
科
書
を
支
給
す
る
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料

た
め
の
公
金
の
支
出
を
定
め
る
立
法
を
制
定
し
た
。
こ
れ
に
対
し
、
こ
の
立

資

法
に
反
対
の
立
場
の
者
か
ら
住
民
に
よ
る
右
問
題
に
対
す
る
直
接
請
求
7

5『
2
3
L
Z
E
)
の
請
願
を
す
る
た
め
の
署
名
が
集
め
ら
れ
た
。
一
九
四
二
年

に
は
州
法
の
要
求
す
る
必
要
数
の
署
名
が
集
ま
っ
た
。
し
か
し
同
州
最
高
裁

は
、
右
の
請
願
の
趣
旨
の
記
載
が
適
法
で
は
な
い
と
判
示
し
、
右
請
願
は
棄

(
3
)
 

却
さ
れ
た
。

こ
の
よ
う
な
、
児
童
が
私
立
校
あ
る
い
は
公
立
校
の
い
ず
れ
に
通
学
す
る

か
に
関
係
な
く
、
す
べ
て
の
児
童
に
対
し
、
州
が
無
料
の
教
科
書
を
供
給
す

る
計
画
は
、
公
衆
衛
生
(
宮

E
n
}拓
国

5)
の
分
野
に
お
け
る
警
察
権
能
の

一
態
様
と
し
て
認
め
ら
れ
た
諸
立
法
の
単
な
る
拡
張
の
問
題
と
し
て
考
え
ら

戸

A
官
】

れ
て
き
た
、
と
す
る
立
場
が
あ
る
。
こ
の
立
場
は
、
す
で
に
あ
げ
た
諸
判
決

と
同
様
福
祉
的
立
法
の
一
つ
と
し
て
無
料
教
科
書
供
給
立
法
を
と
ら
え
る
も

の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
教
区
校
児
童
に
対
し
公
費
を
も
っ
て
教
科
書
を
供
給
す

る
こ
と
は
、
教
会
と
国
家
の
分
離
原
則
に
対
す
る
「
第
一
の
侵
犯
」
で
あ

る
、
と
す
る
弘
慨
が
あ
る
。
こ
の
立
場
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
す
な
わ

ち
、
も
し
教
育
に
不
可
欠
で
あ
る
教
科
書
が
、
州
の
公
金
に
よ
り
す
べ
て
の

児
童
に
対
し
支
給
さ
れ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
な
ら
ば
、
運
動
用
具
あ
る
い

は
楽
器
も
ま
た
教
育
に
不
可
欠
な
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
州
に
よ
っ
て
適
法

に
こ
れ
ら
の
た
め
の
支
出
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
ら
な
い
だ
ろ
う
か
、
と

す
る
。
更
に
進
ん
で
、
こ
れ
ら
の
学
校
の
教
師
は
、
児
童
に
教
育
を
授
け
る

上
に
不
可
欠
な
存
在
で
あ
り
、
従
っ
て
す
べ
て
の
教
師
の
給
与
も
ま
た
、
州

に
よ
っ
て
支
払
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
公
金
に
よ

る
教
科
書
の
供
給
を
適
法
で
あ
る
、
と
す
る
見
解
と
向
じ
根
拠
に
基
づ
き
、

こ
れ
ら
の
教
科
書
を
用
い
る
児
童
が
使
用
す
る
建
物
も
ま
た
公
金
に
よ
っ
て

購
入
し
、
維
持
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
か
も
知
れ
な
い
、
と
。
そ
し
て
こ

の
よ
う
に
考
え
て
み
る
と
、
政
府
が
公
金
に
よ
っ
て
教
区
校
を
援
助
す
る
こ

と
が
で
き
る
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
こ
と
は
ま
た
公
金
を
も
っ
て
教
会
を
援

助
す
る
こ
と
と
な
り
、
結
局
憲
法
が
禁
じ
た
教
会
と
国
家
の
結
合
の
方
向
へ

次
第
に
近
づ
く
こ
と
と
な
ら
な
い
だ
ろ
う
か
、
と
す
る
。

」
の
よ
う
な
、
分
離
原
則
を
厳
格
に
貫
ぬ
く
立
場
か
ら
の
懸
念
は
、
教
科

書
供
給
の
問
題
に
限
ら
ず
、
次
節
に
述
べ
る
通
学
児
童
の
輸
送
の
場
合
に
お

い
て
も
同
様
に
考
え
ら
れ
る
。
教
科
書
の
供
給
が
児
童
の
利
益
と
な
る
の
で

あ
っ
て
、
学
校
の
利
益
と
な
る
も
の
で
は
な
い
、
と
す
る
判
決
の
立
場
は
、

」
の
児
童
利
益
論
の
拡
張
的
解
釈
の
懸
念
に
対
し
、
一
つ
の
制
限
的
な
基
準

を
設
定
す
る
も
の
で
あ
る
、
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。
児
童
利
益
論
に

対
す
る
反
対
の
立
場
が
、
こ
の
理
論
の
拡
張
に
よ
っ
て
結
局
、
国
に
よ
る
教

会
の
援
助
に
結
び
つ
く
、
と
す
る
立
場
に
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
き
、
福
祉
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、
邑1

立
法
の
見
地
か
ら
許
容
さ
れ
る
教
区
校
児
童
へ
の
援
助
も
、
一
般
的
な
援
助

を
法
が
定
め
て
い
る
場
合
に
は
こ
の
援
助
の
受
容
が
許
さ
れ
る
、
と
す
る
限

度
で
認
め
ら
れ
る
と
し
て
い
る
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

教
科
書
等
の
供
給
を
め
ぐ
る
最
近
の
議
論
は
、
こ
の
児
童
の
利
益
論
|
|

論
争
の
中
で
は
公
け
の
福
祉
論
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
が

l
lの
限
界
を
め

ぐ
っ
て
教
育
の
分
野
で
行
わ
れ
て
い
る
。
項
を
改
め
て
触
れ
る
こ
と
と
す
る
。

伺

〈

1
)
Z司
君

Y
P
H
F
g
ω
S
E
R
F
S台
・
〉
ロ
ロ

c
g件
。
《

Y

〈
o
f
A
T
n
y・印印・

ω
m
n
F
H叶
(
)
印
、
ロ
ロ
・
』

crロ
ωOロ
ω口
弘
ペ
D
田内・

0司
-nFF
司
・
】
印
。
・

(

2

)

出
品
仏
4

司
・
回
目
。
・

(
3
)
H
E
L
-
-
甘・

5
0・

(
4
)
H
Z
ι
-
w
M
V・
5
0
・

(

5

)

同
宮
内
山

-w
下
回
目
。
・

(

6

)

口
)
』
仏
ζ

司
・
下
回
日
0
・
H
印
H

・

アメリカ合衆国における政教分離の原則

第
三
項

国
家
防
衛
教
育
法
三

O
五
節
を
め
ぐ
る
問
題

一
、
論
争
の
主
題

無
料
教
科
書
の
供
給
、
お
よ
び
貸
与
に
つ
い
て
は
第
一
項
に
述
べ
た
よ
う

に
、
判
例
の
傾
向
は
こ
れ
を
公
福
祉
論
、
あ
る
い
は
児
童
の
利
益
論
の
立
場

か
ら
認
め
る
方
向
に
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
州
立
法
の
問
題
に
対
し
、
無
料
教

科
室
同
等
の
供
給
に
便
宜
を
は
か
る
連
邦
政
府
の
立
法
を
め
ぐ
っ
て
展
開
さ
れ

た
論
争
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
一
九
五
八
年
の
国
家
防
衛
教
育
法
(
叶

Z

Z守

門
戸

C
ロmw
一
り
め
な
ロ
円
ゆ
開
L
z
g己
C
ロ
〉

2

c問
。
忌
日
仏
)

の
三

O
五
節
を
め
ぐ
る
論

争
で
あ
る
。
こ
の
論
争
は
私
立
学
校
の
非
宗
教
的
課
目
に
対
す
る
連
邦
政
府

に
よ
る
援
助
の
合
憲
性
を
中
心
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
同
法
三

O
五
節
は
私

立
学
校
に
対
す
る
貸
付
金
(
一

c
E凶
)
を
規
定
し
て
お
り
、
こ
の
貸
付
金
が
教

区
校
に
対
し
て
向
け
ら
れ
る
場
合
に
は
、
国
家
に
よ
る
、
宗
教
団
体
に
対
す

る
援
助
と
な
る
の
で
は
な
い
か
、
と
す
る
議
論
か
ら
出
発
す
る
。

」
の
国
家
防
衛
教
育
法
の
問
題
は
、
一
九
四
七
年
の
エ
ヴ
ア
ソ
ン
事
件
に

お
い
て
連
邦
最
高
裁
が
再
確
認
し
た
児
童
福
祉
論
に
基
づ
き
、
固
ま
た
は
川

政
府
に
よ
る
宗
教
団
体
経
営
の
施
設
に
対
す
る
援
助
を
、
宗
教
に
対
す
る
援

助
で
は
な
く
、
む
し
ろ
社
会
福
祉
あ
る
い
は
児
童
福
祉
と
し
て
の
特
殊
な
プ

ロ
グ
ラ
ム
(
俗
間
出
『
片
付
己
向
官

8
m
g自
由

8
2と
D
円円
E
E
毛
色

P
R
)
の一

っ
と
し
て
考
え
る
立
場
か
ら
生
じ
て
い
る
。
同
様
な
性
質
の
問
題
は
一
九
四

(
2〉

六
年
「
学
校
給
食
法
」

(
Z
ω
t
o
g
-
m
n
z
c
-
F
g
n
F
〉
え
)
に
お
い
て
も

(
3
)
 

生
ず
る
が
、
更
に
ご
く
最
近
の
問
題
と
し
て
は
一
九
六
五
年
の
「
初
等
、
中
等

教
育
法
」
(
巴
o
g
g
g
q
s
ι
ω
2
0ロ
含
q

E
£
g
t
g
〉
2

0同
志
品
目
)
、

(
同
高
官
円
開
仏
ロ

E
己
C
口
〉
2

D『
同

申

由

印

)

にお
およ
いび
て同
も年
生の
ず~ ---， 
る主高
も等
の教
と育
思法
わ」

れ
る

さ
て
、
「
国
家
防
衛
教
育
法
」
に
つ
い
て
違
憲
論
(
そ
の
一
)
の
主
張
は
、
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料

同
貸
付
金
に
よ
り
援
助
を
受
け
る
教
区
校
の
、

「
非
宗
教
的
課
目

3
0
2一民

資

E
Z
2同
)
」
と
さ
れ
て
い
る
、
科
学
、
数
学
、
外
国
語
が
宗
教
的
要
素
を
合

(5v 

む
も
の
で
あ
る
、
と
す
る
立
場
か
ら
な
さ
れ
て
い
る
o

こ
れ
に
対
し
、
合
憲

論
は
貸
付
金
に
よ
る
設
備
が
科
学
、
数
学
、
外
国
語
の
研
究
施
設
お
よ
び
視

聴
覚
教
育
設
備
の
充
実
に
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
宗
教
的
要
素
と
は
無
縁
の
も

の
で
あ
る
、
と
す
る
立
場
に
基
づ
く
。
こ
の
立
場
は
カ
ク
ラ
ン
対
ル
イ
ジ
ア

ナ
州
教
育
委
員
会
事
件
(
四
の
山
参
照
)
お
よ
び
、
エ
ヴ
ア
ソ
ン
対
教
育
委

員
会
事
件
(
次
節
参
照
)
に
と
ら
れ
た
援
助
と
比
較
し
て
、
よ
り
制
限
的
な

門

6
】

も
の
で
あ
っ
て
違
憲
で
は
な
い
、
と
す
る
。

こ
の
合
憲
論
に
対
し
て
は
、
そ
の
基
礎
に
あ
る
公
福
祉
論
の
限
界
が
明
ら

(
7
v
 

か
で
は
な
い
、
と
す
る
理
由
か
ら
更
に
違
憲
論
(
そ
の
一
む
が
展
開
さ
れ
て

い
る
。
二
、
国
家
防
衛
教
育
法

同
法
は
一
九
五
八
年
九
月
二
日
、
大
統
領
ア
イ
ゼ
ン
ハ
ワ
ー
が
署
名
し
、

連
邦
の
重
要
な
立
法
と
し
て
成
立
し
た
。
当
初
同
法
案
は
公
立
校
の
み
を
そ

の
対
象
と
し
て
立
案
さ
れ
た
。
従
っ
て
教
会
と
国
家
の
問
題
は
そ
の
審
議
の

過
程
に
お
い
て
問
題
と
は
な
ら
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
教
会
と
国
家
の
問

題
に
関
す
る
主
要
な
三
団
体
、

全
国
教
会
協
議
会

す
な
わ
ち
、

(
、

H
，
r
。

Z
呂

cs-わ
D
ロ
ロ
ロ
ニ
ミ

P戸
EZω)
、
全
国
カ
ト
リ
ッ
ク
福
祉
会
議
(
吋
宮

Z
E
C
E
E
E
F
n
毛
色
宮
内

(
U
S
P
E
R
m
)

お
よ
び
ア
メ
リ
カ
・
ユ
ダ

ヤ
教
会
議

は
議
会
の
開
催
し
た

(叫，

r内
〉
自

E
R
S
F耳
昨
日
戸
【
U
C
ロ四月間
ω)

公
聴
会
に
代
表
を
送
ら
ず
、
更
に
公
立
校
の
み
を
そ
の
対
象
と
し
た
点
に
つ

い
て
公
式
の
声
明
を
出
し
、
反
対
の
意
向
を
表
明
し
た
。
こ
れ
に
対
し
上
院

の
労
働
・
公
福
祉
委
員
会
(
吋
宮

ω
g
R伶

P
5
5
2
2
8
c
r
R
E仏

F
E
n
dぐ
E
5
)
は
、
す
べ
て
の
公
聴
会
の
終
了
後
、
問
題
の
三

O
五
節

を
追
加
挿
入
し
、
私
立
校
も
そ
の
対
象
と
し
て
考
慮
す
る
よ
う
法
案
を
書
き

改
め
た
。
下
院
は
こ
の
修
正
提
案
を
受
け
入
れ
、
第
八
五
議
会
第
二
会
期
に

お
い
て
同
法
は
成
立
し
た
。

同
法
の
目
的
は
、

「
議
会
は
、
国
家
の
安
全
に
と
っ
て
、
青
年
の
相
官
能
の
開
発
と
工
業
技

術
の
十
分
な
発
達
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
宣
言
す
る
。
:
:
:
国
家
の
防
衛

は
複
雑
な
科
学
の
原
理
か
ら
、
近
代
工
学
の
修
得
を
要
求
す
る
。
こ
の
こ

と
は
ま
た
、
新
し
い
原
理
の
発
見
、
新
し
い
工
学
の
発
達
、
新
知
識
の
修

得
を
も
要
求
す
る
。
:
:
:
本
法
は
、
こ
れ
ら
を
推
進
す
る
た
め
に
、
有
能

な
学
生
が
財
政
的
な
理
由
か
ら
、
高
等
教
育
の
機
会
を
失
な
う
こ
と
の
な

い
よ
う
に
は
か
る
こ
と
に
あ
る
。
」

と
揚
げ
ら
れ
て
お
り
、
合
衆
国
の
防
衛
に
必
要
な
科
学
の
推
進
に
あ
た

り
、
そ
の
基
盤
と
し
て
の
基
礎
教
育
を
有
効
に
行
わ
し
め
よ
う
と
す
る
と
こ
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(
刊
)

ろ
に
あ
る
。

」
の
よ
う
な
目
的
の
下
に
制
定
さ
れ
た
同
法
は
一
般
条
項
(
一
章
)
、
高

等
教
育
施
設
の
学
生
に
対
す
る
貸
付
(
二
章
)
、
科
学
、
数
学
お
よ
び
近
代

外
国
語
教
育
の
た
め
の
財
政
的
援
助
(
三
章
)
、
国
家
防
衛
奨
学
資
金
(
四

章
)
、
指
導
、
相
談
お
よ
び
判
定
(
五
章
)
、
語
学
開
発
(
六
章
)
、
テ
レ

ビ
、
ラ
ジ
オ
、
映
画
お
よ
び
教
育
目
的
の
た
め
の
関
連
手
段
に
お
け
る
研
究

と
体
験
(
七
章
)
、
地
域
職
業
教
育
計
画
(
八
章
)
、
科
学
情
報
施
設
(
九

章
)
、
お
よ
び
そ
の
他
(
一

O
章
)
の
一

O
章
か
ら
な
る
が

そ
の
対
象

は
、
ア
メ
リ
カ
本
土
各
州
、
ア
ラ
ス
カ
、
ハ
ワ
イ
、
プ
エ
ル
ト
リ
コ
、
コ
ロ

同

ン
ビ
ア
地
区
、
運
河
地
域
、
グ
ア
ム
、
ヴ
ァ
ー
ジ
ン
諸
島
の
、
尚
子
令
期
の
児

アメリカ合衆国における政教分離の原則

童
(
五
才
|
一
七
才
)
す
な
わ
ち
、
初
等
学
校
、
中
・
高
等
学
校
、
お
よ
び

大
学
程
度
の
研
究
施
設
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
一
般
的
援
助
計
画
は
、
具
体
的
に
次
の
よ
う
に
定
め
ら
れ
て

い
る
o

す
な
わ
ち
同
法
第
一
一
彰
は
州
(
抗
心
話
凱
話
収
一
割
放
を
)
の
教

育
機
関
に
対
し
、
公
立
の
施
設
に
対
し
て
は
同
法
三

O
三
節
に
従
い
、
必
要

な
設
備
の
た
め
の
支
出
を
、
私
立
の
施
設
に
対
し
て
は
同
法
三

O
五
節
に
従

い
公
金
の
貸
付
を
定
め
る
。
す
な
わ
ち
、
一
二

O
二
節
は
州
の
教
育
長
官
に
対

し
、
刷
、
初
、
中
等
学
校
に
お
け
る
科
学
、
数
学
、
近
代
外
国
語
教
育
の
た

め
の
視
聴
覚
機
械
の
設
備
、
他
の
特
別
な
設
備
、
印
刷
物
(
教
科
書
を
除

く
)
を
含
む
研
究
手
段
の
整
備
、
お
よ
び
、
刷
、
こ
れ
ら
の
設
備
の
最
少
限

度
の
改
善
の
た
め
の
支
出
を
な
す
権
限
を
付
与
す
る
旨
を
規
定
す
る
。

こ
れ
に
対
し
、
同
法
三

O
五
節
は
州
の
教
育
長
官
に
対
し
、
伸
、
川
仰
に
述

べ
た
と
同
様
な
目
的
に
供
す
る
た
め
の
貸
付
を
、
私
立
の
初
、
中
等
学
校
に

対
し
て
な
す
権
限
を
付
与
す
る
旨
規
定
す
る
。

と
こ
ろ
で
同
法
案
の
審
議
の
過
程
で
、
こ
の
非
営
利
的
私
立
学
校

2
8
8

同
》

H
d
b片
岡

ν

ユ〈
ω
Z
m円
roo-)

に
対
す
る
貸
付
金
が
、
特
定
の
教
義
、
あ
る
い

は
宗
教
的
性
格
を
有
す
る
教
材
お
よ
び
教
科
書
の
購
入
に
あ
て
ら
れ
る
こ
と

に
な
る
の
で
は
な
い
か
、
と
言
う
立
場
か
ら
議
会
の
求
め
に
応
じ
、
連
邦
司

法
長
官
は
次
の
趣
旨
の
公
式
解
答
を
議
会
に
送
っ
た
。

同
長
官
は
「
教
育
に
対
す
る
連
邦
の
援
助
に
関
す
る
憲
法
修
正
一
条
の
衝

突
に
つ
い
て
の
覚
書
(
宮
内
自
0
5邑
己
目
。
ロ
任
命
(
U
D

丘一
E
c
r
z
ヨ
E
〉

B
・

2
M
L
B
S円

S

F伶
わ
D
ロ
凹
去
三
5
口
民
間
出
口
司
虫
】

2-己
〉
H
L
H
O
何
【
山
口
円
白
片
岡
O
ロ)」

と
題
す
る
右
の
解
答
の
中
で
、
教
区
校
に
対
す
る
連
邦
の
援
助
は
修
正
一
条

に
よ
っ
て
禁
じ
ら
れ
て
い
る
、
し
か
し
教
区
校
に
お
け
る
、
非
宗
教
的
課
目

に
対
す
る
連
邦
の
援
助
は
修
正
一
条
に
反
す
る
も
の
で
は
な
く
、
従
っ
て
国

家
防
衛
教
育
法
三

O
五
節
の
下
で
の
私
立
校
に
対
す
る
貸
付
は
合
憲
と
考
え

る
、
と
し
た
。

一
九
六
一
年
九
月
六
日
、
同
法
案
は
更
に
二
年
延
期
さ
れ
、
同
法
に
基
づ

く
私
立
校
の
貸
付
が
継
続
さ
れ
凶
日
こ
の
延
期
の
可
否
を
論
ず
る
公
聴
会
に
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料

お
い
て
も
、
同
法
の
貸
付
と
宗
教
的
援
助
と
の
関
係
が
問
題
と
さ
れ
た
。

同
公
聴
会
の
証
言
の
最
後
に
下
院
議
員
。
フ
チ
ン
ス
キ
ー

(
知
名
目
百
三

m
z
z

資

H
Y
】
口
吉
田
佐
)
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
:
:
:
す
な
わ
ち
同
法
に
基
づ
く
貸
付
は
、
純
粋
に
非
宗
教
的
目
的
の

た
め
に
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
私
が
知
っ
て
い
る
限
り
で
は
、
私
立

校
、
た
と
え
そ
れ
が
教
区
校
で
あ
っ
て
も
、
そ
こ
で
用
い
ら
れ
て
い
る
教

科
書
は
公
立
校
に
お
い
て
用
い
ら
れ
て
い
る
教
科
書
と
等
し
い
も
の
で
あ

〈
日
)

り
、
何
の
問
題
も
生
じ
て
い
な
い
。
」

こ
の
よ
う
な
背
景
を
も
っ
同
法
は
、
一
九
六
四
年
一

O
月
一
六
日
、
第
八

八
議
会
第
二
会
期
に
お
い
て
更
に
延
長
さ
れ
、
修
正
を
受
け
て
い

d
。

(

1

)

句

ω
=
-
0
・
Hハ
E
唱
の
♂
の
「
ロ
5
7
州

E
L
m
s
z
h
わ

C
C
同
国
同
伊
丹
Z
o
ω
A
M
W
5
・

Z
5
・
8
冨
HnrH
問
自
「

m
2
・
8
・
(
Z
0
・
f
Z
2
・
芯
出
回
)
・

(
2
)
Z
m
w
同
F
C
ロ
包
ω
n
F
C
C
-
F
戸
口
n
r
〉
2
・
8
ω
S
F

目。

(
H
E
E
)
-
b
c
・

仰
の
・
申
帥
同
斗
印
】
ー
i
酌()(戸山町一山∞)・

(
3
)
コ
イ
パ

1
教
授
は
パ
ス
輸
送
の
問
題
、
教
科
書
の
無
料
供
給
の
問

題
、
学
校
給
食
の
問
題
と
同
様
に
、
こ
こ
で
の
国
家
防
衛
教
育
法
の
問

題
を
考
え
て
お
ら
れ
る
。
同
吉
岡
持
♂
回
国
間
》
5
・
宅
-
8
l
ω
∞
・

(
4
〉
「
初
等
、
中
等
教
育
法
」
は
、
初
等
、
中
等
学
校
に
お
け
る
教
育
の

質
お
よ
び
機
会
を
改
善
、
強
化
す
る
た
め
に
一
九
五

O
年
の
同
表
題
の

法
律
を
改
正
し
た
も
の
で
あ
る
。
同
法
六

O
五
節
は
「
本
法
に
は
:
:

宗
教
的
礼
拝
あ
る
い
は
教
育
の
た
め
に
・
・
・
い
か
な
る
支
出
を
も
な
す

こ
と
を
認
め
る
ま
う
に
解
釈
さ
れ
る
条
項
を
含
む
も
の
で
は
な
い
。
」

と
規
定
す
る
。

ま
た
「
高
等
教
育
法
」
は
八

O
五
節
制
項
に
「
本
法
に
は
:
:
:
高
等
教

育
の
施
設
に
お
け
る
宗
教
的
組
織
:
:
:
の
内
部
的
運
営
に
関
し
、
連
邦

政
府
の
監
督
、
支
配
を
認
め
る
条
項
を
含
む
も
の
で
は
な
い
。
」
と
し

て
い
る
。
な
お
同
法
に
は
一
九
五
八
年
の
「
国
家
防
衛
教
育
法
」
の
条

項
を
改
正
し
て
規
定
さ
れ
た
部
分
が
少
な
く
な
い
。
た
と
え
ば
四
六
一

|
七
節
。
同
V
ロ
ゲ
一
回
ロ
ピ
者
間
也
l
H
O
S
H
V
(
U
C
ロ
m
H
O
F
民
・
剛
山
・
N
U
S

〉
司
ユ
-
H
H
-
呂
町
一
凶
・
お
よ
び
M
M

ロ
E
H
n
F
ω
耳
∞
申
l
ω
N
由
∞
g
r
円

UD口四円命的回、

同
・
剛
山
・
由
印
ミ
Z
0
2
s
r
R
∞
-
3
8
・

(
5
〉
の
g
H向
。

m
-
F
ω
Z
C
E
P
R
閉
山
忌
m
F
C
E
ω
円
Y
O
D
-
ω
E
L
G
R
己
え

∞
己
『
』
2
g
h
〉
ロ
〉
E
-
3
F
m
D
『
任
命
H
V
B
B
仲
間
虫
色
吋
I
F
H
H
F
ω
-
R
E

t
D
ロ
ω
C
日
口
問
H
y
o
Z巳
5
ロ
己
口
止
命
ロ
再
開
内
山
口
g
t
c
ロ
K
F
2
・
3
ω
N

回
目
ヨ
同
三
間
p
g
c
c
E
一
列
2
芯
耳
、
ω
w
甘
匂

-
N
印
印
l
N
S
W
(
∞
戸
E
B
R

H

申毘)・

(
6
)
(
U
E
ユ
E
巧
-
P
E
E
P
R
F
E
E
S
2
8胃
D
P
P
2
m
g
m
n
p

CC]也事、H，y
o
わ
D
ロ
ω
E
5
5
ロ
巳
H
q
o
同
∞
め
口
巴
C
口
ω
C
印
D
『
吾
巾
Z
巳
HOロmw-

U
弘司
H
M
M
巾
回
出
口
門
田
Z
C
ロ
〉
2
・
ω
ω
同
印
円
〈
印
叶
《
凶
開
門
凶
戸
g
H
-
c
口
白
一
河
内
A

丘
町
若

ω
・
事
ω
叫
酌
l
a
少
(
ω
ロ
B
g
a
g
ω
晶
)
・

(

7

)

ロ
ロ
ロ
宮
門
出
D
一
5
2
・
。
0
5
5
巾
ロ
門
む
=
怠
F
8
5
3
Z
O
口
問
}
B
E
門
司
ユ
'

〈
は
お
∞
円
7
0
0
一
ω
・
3
8
出
-
門
戸
山
崎
問
者
・
ω
忽
)ω
沼
(
ω
z
g
E
2
5
8
)
・
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、
ι、

伺

(

8

)

す
な
わ
ち
、
当
初
の
提
案

(ω
・
白
色
町
田
-
戸

HON斗∞
u

民
-
m
-
H

CNJ3)
お
よ
び
上
院
議
員
出
三
お
よ
び
下
院
議
負
担
-
5
2
に
よ
る

法
案

(ω
・
臼
笥
・
出
・
同
・

5
8ど
で
は
、
私
立
の
、
非
営
利
的
な
学

校
に
対
す
る
、
数
学
、
科
学
、
お
よ
び
外
国
語
の
指
導
設
備
を
購
入
す

る
た
め
の
貸
付
条
項
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。
民
国
・
開
・
岡
山
-
p
p
ω
企・

(
9
〉

d
・
ω
-
F
L
o
s
a
a
-
吋

E
O
H午
zN・℃・
ω
S
N
J
m
串

2
・

(
叩
)
た
と
え
ば
こ
の
よ
う
な
要
請
は
一
九
五
八
年
一
月
二
七
日
の
、
大
統

領
ア
イ
ゼ
ン
ハ
ワ
ー
に
よ
る
議
会
へ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
中
に
「
:

科
学
と
工
業
(
将
校
ロ
ロ
巾
自
ι
H
o
n
rロ
c一c
m可
)
を
発
達
せ
し
め
る
た
め

に
、
我
々
は
科
学
と
技
術
(
回
口
広
口
円
何
百
円
日

g
E
5
2
5
m
)
の
分
野
に

お
け
る
教
育
に
、
特
別
の
注
意
を
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ

る
0

・
:
:
国
家
の
安
全
は
、
科
学
と
数
学

(
ω
2
8
8
8
ι

ヨ
丘
町
守

gECnω)
の
指
導
の
改
善
と
、
拡
張
を
す
る
た
め
の
、
迅
速
な
行
動
が

と
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
要
求
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
」
と

述
べ
て
い
る
と
こ
ろ
に
も
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
出
D
ロ目。
D
『
河
内
司
同
四
百
三
・

州
立
可
。
♂
∞
印
同
r
n
c口問
5
3
Nロ仏

m
g
m
S
F
u
c
n
c
B巾
E
Z
0・
ωH∞-

宅
-HIN-
品・

ωω
戸

別

-m-ω
・
E
・
ωω
申
l位
。
.

(日

)
Z
m
w片岡
Oロ
巳
口
止
命
口
円
。
問
内
山
口
g
己
Oロ
k
r
2
0同
巴
印
∞

-
m
R
-
H
C
ω
・

(ロ
)
S
H
F
-
∞巾口・

ωCH
・

(
臼
〉

HZι
・・

ω
2・
ω。日・

(

U

)

己・

ω
-
n
g
m耳
目
-
E
C
E
P
ω
克
己
主
わ
D
B
S
E
2
0ロ
切
合
円
邑
Dロ

白ロ
ι
円。
r
D
H
-
z
gユ
ロ
問
ω
C
D
出
-
m・
日
N品
由
・
∞
3
7
h
o
=
m
-
同
ω門
∞
gz-

ζ
R
n
r
z
l
H
F
5
2
.
ω
N
E
.
門

戸

ω・甘・

Mg.

アメリカ合衆国における政教分離の原則

(
日
)
同
法
に
基
づ
く
貸
付
期
間
は
、
教
育
長
官
と
借
主
と
の
聞
の
合
意
に

基
づ
く
日
を
も
っ
て
満
期
と
さ
れ
る
が
、
た
だ
し
そ
の
期
間
は
一

O
年

を
越
え
て
は
な
ら
な
い
、
と
さ
れ
て
い
た
(
同
法
三

O
五

節

ω項
制

号
)
。
同
一
法
の
延
期
に
つ
い
て
、
議
会
は
、
連
邦
保
健
・
教
育
・
福
祉
省

(百吋
=FzゆりF命
ε司宮百ωR宝円又門
gB2命g凶E丹
Dえ
『
出F伶

意
見
を
求
め
、
同
省
は
、
修
正
一
条
と
の
関
係
で
貸
付
は
教
区
校
の
宗

教
目
的
に
使
用
さ
れ
て
い
る
も
の
で
は
な
い
、
と
す
る
念
宮
内
5
0
5ロ
午

ロ
ヨ
還
を
送
付
し
た
。
議
会
は
こ
れ
に
従
い
、
同
法
の
期
間
の
延
長
を

可
決
し
た
。
俗
図
・
開
・
戸
夕
日
》
-
N
印∞-

(日

)
ω
N・
出
・
門
戸

ω"
司
-
N
E・
な
お
公
聴
会
に
お
け
る
証
言
に
つ
い

て

は

お

戸

門

戸

ωw
宅
-
N印申
I
N
S
-
に
詳
し
い
。

(
口
〉
た
だ
し
、
こ
こ
で
の
修
正
は
学
生
に
対
す
る
学
資
の
貸
付
額
の
増
加

お
よ
び
教
舗
を
増
加
さ
せ
る
た
め
の
資
金
の
増
額
を
目
的
と
し
た
も
の

で
あ
る
。

三
、
違
憲
論
(
そ
の
ご

内

2
)

こ
の
法
案
に
つ
い
て
の
ラ
・
ヌ
(
の
め
O
吋
宮
戸

C
Z
E
a
の
違
憲
論
は

次
の
主
張
に
基
づ
く
。

付
、
今
日
の
米
国
の
教
区
校
で
用
い
ら
れ
て
い
る
科
学
、
数
学
、
語
学

の
教
科
書
は
、
教
区
校
の
た
め
に
作
ら
れ
、
ま
た
は
改
訂
さ
れ
た
標
準
的

教
科
書
で
あ
り
、
特
に
宗
教
的
側
面
が
強
調
さ
れ
、
教
派
の
教
義
が
常
に
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ギ}

そ
の
主
題
に
含
ま
れ
て
い
る
。

口
、
ま
た
、
国
家
防
衛
教
育
法
一
ニ

O
五
節
の
規
定
す
る
非
宗
教
的
課
目

(
3
)
 

に
対
す
る
援
助
は
教
区
校
の
援
助
と
し
て
解
釈
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

資

こ
の
第
一
点
の
具
体
的
理
由
と
し
て
、
教
区
校
で
使
用
さ
れ
る
科
学
、

数
学
、
語
学
の
教
科
書
に
は
、
宗
教
的
資
料
が
加
え
ら
れ
て
い
る
、
と
し
て

〈

4
)

以
下
の
よ
う
に
例
示
す
る
。

た
と
え
ば
科
学
に
つ
い
て
初
級
科
で
は
簡
単
な
有
神
論
が
教
科
書
の
副

〈

5
v

題
に
示
さ
れ
、
こ
れ
ら
の
テ
キ
ス
ト
か
ら
創
造
者
と
し
て
の
神
へ
至
る
教

育
が
行
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
有
神
論
は
、
人
間
の
窮
極
の
目
的
に
つ
い
て

の
キ
リ
ス
ト
教
者
の
見
解
を
教
科
書
の
中
に
持
ち
込
む
の
で
あ
り
、
特
に

進
化
や
創
造
が
討
論
さ
れ
る
際
に
は
、
宗
教
的
原
理
が
最
も
著
し
く
こ
れ

ら
の
教
科
書
に
現
わ
れ
る
。
カ
ト
リ
ッ
ク
の
教
科
書
は
非
カ
ト
リ
ッ
ク
の

世
界
に
つ
い
て
の
知
識
を
そ
の
内
容
か
ら
除
く
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
産

児
制
限
、
断
種
、
安
楽
死
は
教
会
の
こ
れ
ら
に
対
す
る
判
断
に
基
づ
い
て

(

6

)

 

の
み
説
明
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
数
学
に
つ
い
て
も
例
と
し
て
キ
リ
ス
ト
教
的
用
語
が
教
材
の
中
に

(
7
v
 

一
不
さ
れ
る
。
ま
た
近
代
外
国
語
に
つ
い
て
、
初
等
校
レ
ベ
ル
で
は
宗
教
的

主
題
が
語
索
、
文
法
練
習
で
強
調
さ
れ
、
更
に
上
級
で
は
文
化
、
文
学

に
つ
い
て
の
短
い
文
章
を
読
み
始
め
、
こ
れ
ら
の
選
択
の
際
に
直
接
宗
教

を
示
す
か
、
あ
る
い
は
文
化
に
お
け
る
カ
ド
リ
ツ
ク
の
役
割
の
部
分
の
み

〔

8
〕

が
一
亦
さ
れ
、
そ
れ
以
外
が
除
か
れ
る
。
文
学
書
で
は
神
学
、
宗
教
詩
、
宗

教
上
の
英
雄
的
伝
導
者
の
物
語
、
か
用
い
ら
れ
る
o

結
局
、
論
者
は
右
の
研
究
か
ら
、
教
区
校
の
教
科
書
の
資
料
中
に
宗
教
が

ヘ
9
)

入
り
込
む
、
と
論
じ
、
教
区
校
の
非
宗
教
的
課
目
の
教
科
書
に
宗
教
的
要
素

が
見
ら
れ
る
と
す
る
。

次
に
第
二
点
の
国
家
防
衛
教
育
法
三

O
五
節
の
「
非
宗
教
的
」
課
目
の
意

味
が
、
以
下
の
三
つ
の
理
由
か
ら
、
教
区
校
の
援
助
を
含
む
こ
と
に
な
る
、

と
す
る
。
す
な
わ
ち
、

「

ω、
議
会
で
同
法
を
支
持
し
た
も
の
は
、
問
条
項
が
教
室
の
建
設
、
教

師
の
給
与
の
支
払
の
よ
う
な
広
範
な
援
助
を
含
む
よ
う
に
拡
張
さ
れ
る
べ

き
こ
と
を
予
想
し
て
い
る
こ
と
。

ω、
法
律
家
、
評
論
家
は
、
非
宗
教
的
課
目
概
念
を
、
教
区
校
の
財
政
負

担
を
軽
減
す
る
た
め
の
憲
法
的
妥
協
主
し
て
と
ら
え
て
い
る
こ
と
。

仙
判
、
最
近
の
全
国
カ
ト
リ
ッ
ク
福
祉
会
議
の
法
律
部
門
の
意
見
は
、
連
邦

に
よ
る
宗
教
教
育
に
対
す
る
財
政
援
助
が
違
憲
と
な
る
こ
と
を
認
め
つ
つ

も
、
い
わ
ゆ
る
非
宗
教
的
教
育
に
対
す
る
援
助
は
、
補
助
金
、
あ
る
い
は

長
期
貸
付
金
の
形
式
、
ま
た
は
奨
学
金
、
授
業
料
の
支
払
、
租
税
の
軽
減
免

(
日
)

除
の
形
式
を
取
っ
て
な
す
こ
と
が
可
能
で
あ
る
、
と
し
て
い
る
こ
と
。
」

以
上
の
よ
う
な
点
か
ら
考
え
る
と
、
非
宗
教
的
課
目
に
対
す
る
援
助
は
、
一

般
に
教
区
校
援
助
に
な
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
更
に
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
宗
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教
団
体
に
対
す
る
援
助
は
、
当
局
の
、
地
方
の
教
科
課
程
の
監
督
、
宗
教
的

資
料
に
つ
い
て
の
教
科
書
の
検
閲
、
公
金
の
乱
用
の
調
査
等
の
介
入
を
招
く

結
果
と
な
る
。
も
し
こ
の
よ
う
な
当
局
に
よ
る
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
除
け
ば
、

他
方
、
国
は
公
金
、
が
宗
教
的
指
導
、
お
よ
び
教
会
活
動
の
促
進
の
た
め
に
用
い

ら
れ
る
危
険
を
負
い
続
け
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
よ
う
な
点
か
ら
考
え
て
、

「
非
宗
教
的
課
目
」
と
い
う
仮
装
を
も
っ
て
、
教
区
校
に
対
し
て
政
府
が
援

助
を
す
る
計
画
は
、
憲
法
原
則
と
健
全
な
政
策
に
反
す
る
、
と
主
張
す
る
。

同

。2吋
問
。
対

-
C
Z
D
5・
〉
云
g
d
r
R
D『
任

命

『

ロ

切

片

岡

Z
Z
D

口。r・

2
n
r
凶
ロ
仏
∞

S
F
〉
ヨ
。
口
2
ロ

C
2
2
2
9

(
2
〉
彼
の
論
稿
は
カ
ト
リ
ッ
ク
に
属
す
る
教
区
校
を
中
心
に
書
か
れ
て
い

る
。
そ
の
第
一
の
理
由
は
、
私
立
校
の
九
一
一
%
が
カ
ト
リ
ッ
ク
教
区
校

で
あ
り
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
教
育
者
が
教
区
校
に
対
す
る
公
け
の
援
助
を

要
求
す
る
上
に
熱
心
で
あ
り
、
か
つ
有
力
で
あ
る
、
と
す
る
。
第
二
の

理
由
は
他
の
宗
教
も
し
く
は
教
派
に
属
す
る
教
区
校
は
、
憲
法
的
、
お

よ
び
政
策
的
見
地
に
立
っ
て
公
け
の
援
助
の
受
容
を
拒
否
し
て
い
る
、

と
す
る
。
し
か
し
カ
ト
リ
ッ
ク
以
外
の
教
区
校
も
当
然
、
宗
教
を
カ
リ

キ
ュ
ラ
ム
の
中
に
影
響
さ
せ
よ
う
と
す
る
が
、
カ
ト
リ
ッ
グ
校
と
比
較

し
て
極
め
て
弱
い
、
と
す
る
o

そ
の
理
由
は
、
こ
の
た
め
の
教
科
書
を

特
に
準
備
す
る
に
は
カ
ト
リ
ッ
ク
ほ
ど
市
場
が
広
く
な
く
、
結
局
、
標

準
の
教
科
書
を
使
用
す
る
こ
と
と
な
る
た
め
、
と
す
る
。

ωN・
出
・
何

回戸

ω‘日以・

N
白日・

(
1
)
 

アメリカ合衆国における政教分離の原則

(

3

)

 

(
4〉

(

5

)

 

俗
図
・
開
-MFω
・

】

U
下

回

申

O
W
N
S
-

HFF仏・・同》司
-
N由
NlN∞叶・

初
年
級
で
の
教
科
書
の
副
題
は
こ
れ
を
示
す
、
す
な
わ
ち
、

神
の
世
界
の
物
事
(
吋
宮
、
ロ
宙
開
ω
5
c
c仏
♂
巧
2
5
)
〈
一
年

用
)
、
神
の
世
界
へ
の
法
則

(
C
D
L
J
F
S
F
H
r
u
巧

2
5
)
(二

年
用
)
、
神
の
世
界
か
ら
我
々
へ
の
贈
物

(C氏
。
5ω
同

5
5
c
c
ι
J

巧

C
H
E
)
(
二
一
年
用
)
、
神
の
世
界
へ
の
計
画
(
の
え
よ

2
2
r
H
E
m

巧

oユ
仏
)
(
四
年
用
〉
、
神
の
法
則
に
つ
い
て
の
一
一
層
の
学
習

(
F
2
5‘

5
間
宮
0
3
m
r
c互
の

D仏
♂
戸
日
書
)
(
五
年
用
)
、
神
の
世
界
か
ら
の

多
く
の
贈
物
(
包
D
3
Cた
昨
O
B
C
O
L・
目
当
D
H
E
)
(
六
年
用
)
、
神

の
世
界
の
人
間

(
ζ
E
5
0凸仏
J

Sよ
ユ
仏
)
(
七
年
用
〉
、
神
の
贈
物

の
使
用
の
進
展
(
司
吉
岡
耳
目

B

C
田
口
聞
の
c
匂
ω
の
忘
)
(
八
年
用
)
。

(
6
)
ω
N
E・
門
戸

ω・司
-
N
8
・

(

7

)

た
と
え
ば
、
キ
リ
ス
ト
の
子
供
に
つ
い
て
の
詩
(
可
2
5
m
〉
r
o
E

Hr巾

n
Z
E
n
r
F
E
)
聖
ジ
ヨ
ウ
メ
ィ
フ
(
∞

E
E
】

C協同
vr)
、
聖
テ
リ

!
ザ

(
ω
E
E
吋
}
耳
目
E
)
、
教
父
モ

i
リ
(
司
三
宮
吋
冨
c
q
a
)
な
ど
o

s出・
M
W

十
戸

ω、日
H
N日記・

(

8

)

回
目
》
同
円
四

-
w
-
v
N
U
可∞・

(

9

)

彼
は
そ
の
方
法
と
し
て
以
下
の
七
つ
を
分
類
す
る
。

ω、
宗
教
的
シ
ン
ボ
ル
や
主
題
が
算
数
、
文
法
練
習
の
中
で
用
い
ら
れ

る。

ω、
教
科
書
中
で
議
論
が
あ
る
と
こ
ろ
で
は
、
特
定
の
教
派
の
見

解
が
一
万
さ
れ
る
。
倒
、
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
課
目
で
一
般
的
有
神
論
が

す
べ
て
の
問
題
を
取
り
扱
う
。

ω地
理
、
語
学
に
お
い
て
児
童
が
特
定
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料

の
教
会
の
目
的
に
没
頭
す
る
よ
う
要
求
さ
れ
る
。
刷
、
科
学
、
地
理
、
語

学
に
お
い
て
証
明
を
要
す
べ
き
点
で
は
教
会
の
権
威
に
訴
え
る
。
刷
、

科
学
、
地
理
、
語
学
に
お
い
て
文
化
に
対
す
る
宗
教
的
制
度
と
、
貢
献

に
関
し
、
教
会
に
有
利
に
な
る
事
実
の
強
調
、
ま
た
教
会
に
不
利
な
事

実
、
他
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
文
化
に
対
す
る
貢
献
と
制
度
の
除
去
が
行

な
わ
れ
る
。
開
、
科
学
、
地
理
、
語
学
に
お
い
て
、
教
会
の
社
会
的
理
想

と
規
制
に
つ
い
て
の
防
衛
が
行
な
わ
れ
る
。

ωN
出
・
開
・
戸

ω・唱
-
M
g
w

(
叩
〉
た
と
え
ば
そ
の
例
と
し
て

M
M
g
-
0・
関
白
口
問
河
口
門
UYCRYω
ロ
L
E旦夕

き

ζ
F
n
E問。ロ円、・

H凶
2
・
ω∞
を
あ
げ
る
。
コ
イ
パ

l
教
授
は
こ
の
一
九

五
八
年
国
家
防
衛
教
育
法
を
科
学
、
数
学
、
外
国
語
研
究
に
必
要
な
新

設
備
を
整
備
す
る
た
め
の
大
学
、
高
校
に
対
す
る
連
邦
政
府
の
援
助
と

解
し
、
同
法
の
下
で
教
区
校
に
対
す
る
連
邦
資
金
の
貸
付
が
行
な
わ
れ

た
、
と
し
て
お
ら
れ
る
。
同
教
授
は
更
に
パ
ス
輸
送
、
学
校
給
食
を
含

め
て
、
こ
れ
ら
が
教
区
校
で
の
強
制
的
な
宗
教
教
育
を
行
な
う
計
画
に

対
す
る
国
の
援
助
を
意
味
す
る
も
の
と
は
解
さ
れ
て
お
ら
ず
、
教
区
校

に
対
す
る
財
政
援
助
が
違
憲
と
な
る
よ
う
な
宗
教
教
育
と
ど
の
点
で
結

び
つ
く
の
か
、
こ
れ
は
は
な
は
だ
困
難
な
問
題
で
あ
る
と
解
し
て
お
ら

れ
る
。
同
教
授
は
こ
の
よ
う
な
立
場
か
ら
こ
れ
ら
の
問
題
に
対
す
る
解

答
と
し
て
、
こ
れ
ら
教
区
校
が
公
立
校
と
同
様
な
遥
常
の
機
能

(ωog-

-
ω
H
Pロ
2
5ロ
ω)
を
営
む
か
ぎ
り
、
た
と
え
こ
れ
ら
の
機
能
に
宗
教
的

な
要
素
が
と
も
な
っ
て
い
る
と
し
て
も
、
国
は
こ
れ
ら
教
区
校
に
対
し

て
援
助
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
さ
れ
、
こ
こ
で
同
教
授
は
「
機

能
の
一
致
の
原
則
合
同
5
8
5
5
5
R巾
o
h
P
5
5ロ
宮
E
n
-
-
a
」
が

資

適
用
さ
れ
る
、
と
結
ぼ
れ
る
。

MVmwE-0・
同

E
問》
2
・
n
r巨
RrmwHM仏

辺
氏
叩

h
n
o
O唱。
s
t
4
2
ω
8
m
E
B
B
-
g
冨
-nF仲間
ωロ
「

HN2・ω
印

l

ω
白・

(ZD〈・

5
2
)・

(
U
)
H
h
O間
同
一
口
市
司
自
立
H
H
M
0
5
2・。・
4
司・

RU・
h
a

吋
Z
P
5
5
5
8佐
々

。
『
円
ロ
団
長
三
FOロ
O聞
の
宮
お
r
m巳
え
包

ωnroo-回
目
出
比
角
田
{
〉
広

件。開円四百円
ω
Z
D
P
3
印{)、
H，
Fゅ
の
ゆ
D同
2
0
4〈
ロ
戸
内
凶
君
』
Dロ
ロ
冨
-
品
ω叶・

ωN

同

門

戸

ω.
甘

-
N
g
.

(臼

)
ω
N
出
-MW
戸

ω・
℃

-
N
2・

回
、
合
憲
論

ラ
・
ヌ
の
以
上
に
述
べ
た
違
憲
論
に
対
し
て
、
ラ
ド
ク
リ
汀
)
令
官
ユ
自

ハ
2
)

は
い
わ
ゆ
る
公
利
益
論
に
立
っ
て
合
憲
論
を
展
開
す
る
。

者

-FEFR命)

彼
は
ま
ず
、
公
利
益
論
を
述
べ
る
に
先
立
ち
、
議
会
の
法
の
合
憲
性
の
問

題
に
つ
き
連
邦
の
諸
判
例
を
あ
げ
、
裁
判
所
の
自
己
制
約
を
主
張
し
以
下
の

よ
う
に
論
ず
る
。

〈

8
〉

す
な
わ
ち
、
マ
ツ
カ
ロ
ッ
ク
事
件
豆
n
n己
-cn}門
戸

v
p
q
-
E仏
で
の

マ
ー
シ
ャ
ル
判
事
(
】
g
t
g
]
C
Yロ
忽
向
島
田
】
-
)
は
、
「
目
的
が
正
当
で

あ
り
、
そ
れ
が
憲
法
の
範
囲
内
に
あ
る
な
ら
ば
、
こ
の
目
的
の
た
め
に
適

当
で
あ
り
、
明
ら
か
に
そ
の
目
的
に
合
致
し
て
お
り
、
憲
法
の
文
字
、
精

神
に
よ
っ
て
禁
止
さ
れ
ず
、
憲
法
の
文
字
、
精
神
に
一
致
す
る
す
べ
て
の

〔

4
)

手
段
は
合
憲
で
あ
る
。
」
と
述
べ
て
お
り
、
こ
の
理
論
が
国
家
防
衛
教
育
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国

法
の
問
題
を
考
え
る
上
に
重
要
で
あ
る
o

そ
の
理
由
は
、
「
国
防
の
た
め

の
教
育
の
強
化
は
、
立
法
の
上
の
正
当
な
目
的
で
あ
り
、
憲
法
の
範
囲
の

た
だ
中
に
あ
る
こ
と
は
議
論
の
余
地
が
な
く
、
国
防
に
関
連
を
有
す
る
課

目
に
つ
い
て
私
立
の
教
育
の
強
化
を
は
か
る
こ
と
は
、
こ
の
目
的
を
達
成

す
る
上
に
活
用
さ
れ
た
適
当
な
一
手
段
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て

国
防
教
育
法
に
つ
い
て
残
る
問
題
は
、
こ
れ
が
憲
法
に
よ
っ
て
禁
止
さ
れ

(
w
O
M
 

た
方
法
で
あ
る
か
、
ど
う
な
の
か
、
に
あ
る
o

」
こ
の
よ
う
な
議
会
の
法

の
合
憲
性
に
つ
き
判
例
は
、
「
も
し
法
令
が
二
つ
の
解
釈
を
有
す
る
場

合
、
そ
の
一
つ
が
議
会
の
法
を
施
行
す
る
憲
法
的
権
力
の
範
囲
内
に
あ
る

も
の
で
あ
り
、
他
の
一
つ
は
そ
の
権
力
に
反
す
る
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、

、
、
、
、
、
、
、

憲
法
と
一
致
す
る
解
釈
が
採
用
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
立
法
行
為
は
憲
法

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

の
権
威
の
範
囲
内
に
お
い
て
行
な
わ
れ
る
、
と
い
う
推
定
は
常
な
の
で
あ

、

〈

6
)

る
ハ
傍
点
原
著
者
)
。
」
と
し
、
あ
る
い
は
「
疑
い
の
な
い
場
合
に
」
は
じ

〈

7
〉

め
て
「
裁
判
所
は
立
法
行
為
を
違
憲
で
あ
る
と
す
る
」
こ
と
が
で
き
、
あ

る
い
は
「
憲
法
違
反
が
疑
い
を
容
れ
ぬ
程
に
明
白
で
な
い
な
ら
ば
、
立
法

門
自
)

府
の
行
為
は
無
効
で
あ
る
と
宣
雪
一
目
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
」
と
し
て
い
る

(g) 

の
で
あ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
連
邦
最
高
裁
判
所
の
自
己
制
約
の
原
則
が
、

問
題
の
三

O
五
節
に
対
し
て
適
用
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
の
な

い
こ
と
で
あ
る
。

アメりカ合衆国における政教分離の原則

そ
れ
で
は
問
題
の
一
二

O
五
節
に
規
定
さ
れ
た
私
立
校
へ
の
貸
付
計
画
は
、

政
教
分
離
の
原
則
か
ら
み
て
違
憲
と
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
彼
は
先
例
と
し

て
こ
れ
ま
で
に
こ
の
点
に
関
す
る
国
教
条
項
を
め
ぐ
る
連
邦
最
高
裁
の
判
例

を
あ
げ
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

ま
ず
プ
ラ
ド
フ
ィ
ー
ル
ド
対
ロ
バ

l
ツ
車
問
で
八
九
九
年
、
三
章
}

/
一
節
二
項

ω参
照
。
」

お
け
る
病
院
の
援
助
の
例
、
ク
ィ
ッ
ク
・
ベ
ア
対
リ
品

l
プ
事
例
(
、
戸
市

〆〆、、一，
J

一
計
十
咽
円
一
切
)
に
お
け
る
協
定
基
金
か
ら
の
援
助
の
例
、
ま
た
カ
ク
ラ
ン
対
ル

イ
ジ
ア
ナ
州
教
育
委
員
会
主
同
(
ト
4
E酌一同
F
F
Eー
一
一
)
に
お
け
る
教
科
書

の
無
料
供
給
の
例
が
あ
り
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
合
憲
と
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
教
科
書
事
件
で
最
高
裁
判
所
は
、

「
同
立
法
は
私
立
校
、
あ
る
い
は
同
立
法
の
受
益
者
と
し
て
の
、
当
時
間
校

の
児
童
を
差
別
す
る
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
排
他
的
に
い
か
な
る
私
的
な

、
、
、
、
、
、
、
、
、

問
題
に
も
干
渉
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
立
法
の
目
的
は
広
く
教

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

育
で
あ
り
、
そ
の
方
法
は
包
括
的
な
の
で
あ
る
。
個
人
の
利
益
は
共
通
の

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

湖
一
位
、
が
保
護
さ
れ
る
場
合
に
の
み
援
助
さ
れ
る
の
で
あ
る
(
傍
点
原
著

者
)
。
」
と
述
べ
て
お
り
、
こ
の
理
由
づ
け
は
問
題
の
国
家
防
衛
教
育
法
三

O
五

節
に
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

更
に
、
ェ
ヴ
ア
ソ

γ
対
教
育
委
員
会
事
件
(
一
一
一
肌
制
批
耕
一
十
一
一
一
章
)
を
あ
げ
、

こ
の
事
件
に
お
け
る
無
料
パ
ス
を
定
め
る
ニ
ュ

l

・
ジ
ャ
ー
ジ
ー
州
法
が
公

け
の
必
要
に
基
づ
く
、
と
し
て
容
認
さ
れ
た
の
は
右
と
類
似
し
た
理
論
に
立

つ
も
の
で
あ
り
、
こ
の
事
件
で
ブ
ラ
ヅ
ク
判
事
は
、
同
州
立
法
は
す
べ
て
の

児
童
の
パ
ス
料
金
を
支
払
う
た
め
の
公
金
の
使
用
を
定
め
、
こ
れ
に
よ
り
公
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料

け
の
目
的
が
達
成
さ
れ
る
、
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
理
論
が
問
題
の
国
防

資

教
育
法
三

O
五
節
に
適
用
さ
れ
る
こ
と
も
ま
た
明
ら
か
で
あ
る
。

も
っ
と
も
最
近
の
エ
ン
ゲ
ル
事
件
で
は
公
立
校
の
朝
礼
の
際
の
祈
祷
を
違

憲
と
し
た
。
こ
の
判
決
で
ダ
グ
ラ
ス
判
事
は
エ
ヴ
ア
ソ
ン
対
教
育
委
員
会
事

件
の
傍
揃

r、
我
々
の
日
常
生
活
の
あ
ら
ゆ
る
面
に
文
理
解
釈
的
に
適
用
し

た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
述
べ
て
論
者
は
こ
の
判
例
に
対
す
る
反
論
を
次

の
よ
う
に
述
べ
る
。

し
か
し
、
我
々
は
最
高
裁
の
見
解
と
一
致
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
ま
た

そ
う
す
べ
き
で
あ
る
要
請
が
い
か
に
大
で
あ
ろ
う
と
も
、
我
々
の
歴
史
を

通
じ
て
、
国
の
法
(
昨
日
戸
内
}
白
老
。
同
門
官

-g仏
)
と
し
て
最
高
裁
に
よ
っ
て

受
け
容
れ
ら
れ
て
い
な
い
、
多
く
の
事
実
が
あ
る
こ
と
を
幸
い
に
も
知
っ

て
お
り
、
こ
れ
を
高
く
評
価
す
る
権
利
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
教
区
校
児

童
に
も
平
等
に
無
料
パ
ス
を
準
備
す
る
こ
と
、
教
会
の
経
営
す
る
病
院
へ

の
連
邦
の
援
助
、
官
吏
就
任
の
際
の
宣
誓
に
あ
た
っ
て
聖
書
を
使
用
す
る

こ
と
、
宗
教
団
体
に
対
す
る
租
税
の
免
除
、
宗
教
団
体
へ
の
寄
附
に
つ
い

て
連
邦
所
得
税
の
免
除
、
そ
し
て
貨
幣
あ
る
い
は
印
紙
上
の
「
我
ら
神
を

〈
げ
)

こ
そ
信
頼
す
」
の
銘
の
使
用
な
ど
で
あ
る
。

ま
た
、
最
近
の
ヴ
ア
モ
ン
ト
州
最
高
裁
の
、
公
立
高
校
が
そ
の
地
域
に
存

在
し
な
い
た
め
、
教
区
校
に
通
学
す
る
児
童
の
た
め
に
そ
の
費
用
を
支
払
っ

た
行
為
を
違
憲
と
し
た
ス
ウ
ォ

l
ト
対
町
教
育
委
員
会
事
件
、
お
よ
び
一
九

六
一
年
の
同
島
町
件
に
お
け
る
連
邦
最
高
裁
の
移
送
命
令
を
拒
否
し
た
判
決
を

あ
げ
、
同
命
令
の
許
可
の
拒
否
の
理
由
が
推
測
上
明
ら
か
で
あ
る
と
し
て
も
、

こ
の
こ
と
は
問
題
の
結
論
を
示
す
こ
と
と
は
な
ら
な
い
と
し
た
。
モ
の
浬
由

と
し
て
、
こ
の
事
件
で
の
教
区
校
通
学
生
に
対
す
る
学
費
の
支
払
は
、
こ
こ

で
問
題
と
な
っ
て
い
る
国
防
教
育
法
三

O
五
節
の
、
非
宗
教
的
課
目
の
施
設

の
整
備
の
た
め
の
貸
付
の
場
合
を
は
る
か
に
越
え
て
い
る
の
で
向
か
、
と
し

た。
教
区
校
に
対
す
る
援
助
の
合
憲
性
を
扱
っ
た
カ
ク
ラ
ン
事
件
と
エ
ヴ
ア
ソ

ン
事
件
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
ら
の
事
件
は
、

連
邦
議
会
制
定
法
の
問
題
を
扱
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
こ
れ
ら
の

援
助
が
国
家
の
防
衛
方
法
に
関
す
る
立
法
の
問
題
を
扱
っ
た
も
の
で
も
な

い
。
両
判
決
と
も
州
に
よ
る
そ
れ
ぞ
れ
の
援
助
が
合
憲
で
あ
る
、
と
し
た
。

そ
し
て
こ
れ
ら
の
判
決
は
と
も
に
、
そ
れ
ら
の
立
法
に
お
い
て
た
ま
た
ま

宗
教
教
育
に
対
す
る
利
益
が
と
も
な
う
こ
と
と
な
っ
て
も
、
公
け
の
目
的

を
達
成
す
る
と
言
う
基
本
的
な
目
的
が
違
憲
と
な
る
も
の
で
は
な
い
、
と

さ
れ
た
の
で
あ
る
。
両
判
決
で
は
、
援
助
は
教
区
校
児
童
に
対
し
て
与
え
ら

れ
た
の
で
あ
っ
て
、
児
童
の
所
属
す
る
学
校
に
対
し
て
与
え
ら
れ
た
も
の

で
は
な
い
、
と
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
批
評
家
は
こ
れ
を
「
児
童
別
益
論
」

(
p
o
n
r
H
E
Zロ
丘
町
子

g
q
)
に
高
め
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
ら

の
判
決
を
書
い
た
裁
判
所
は
、
た
し
か
に
利
益
は
学
校
自
体
に
与
え
ら
れ

て
お
り
、
従
っ
て
附
随
的
に
宗
教
教
育
に
対
し
て
も
与
え
ら
れ
て
い
た
こ
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2
1
i
!
;
3
4
3
3
j
z
 

j

も
号

、f

、

1
3

と
を
意
識
し
て
い
た
の
で
あ
る
o

裁
判
所
が
実
際
に
提
議
し
た
と
こ
ろ
の

も
の
は
、
「
公
利
益
論
」
官
官
g
k
Zロ巾伊丹

p
gミ
)
な
の
で
あ
る
。

裁
判
所
が
、
こ
の
お
の
お
の
の
事
件
で
な
し
た
と
考
え
ら
れ
る
真
の
区
別

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

は
、
教
区
校
自
体
を
援
助
す
る
こ
と
が
立
法
の
当
初
の
目
的
で
あ
り
趣
旨

で
あ
っ
た
の
か
、
あ
る
い
は
広
範
な
、
適
法
な
公
け
の
目
的
を
達
成
す
る

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

こ
と
が
立
法
の
当
初
の
目
的
と
趣
旨
で
あ
り
、
結
果
と
し
て
教
区
校
に
対

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
(
引
)

す
る
援
助
が
附
随
し
た
も
の
か
ど
う
か
、
に
あ
る
。
(
傍
占
川
原
著
者
)
。

論
者
は
更
に
合
憲
の
理
由
と
し
て
、
一
九
六
一
年
の
健
康
・
教
育
・
福
祉
省

国

の
「
覚
書
」
に
お
け
る
援
助
問
題
に
つ
い
て
狭
義
の
立
場
に
立
ち
つ
つ
、
た

ま
た
ま
教
区
校
に
利
益
を
与
え
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
同
法
は
有
効
で
あ

る
、
と
し
た
例
を
あ
げ
る
。
ま
た
貸
付
は
研
究
施
設
と
、
視
聴
覚
設
備
に
対

アメリカ合衆国における政教分離の原則

す
る
も
の
で
あ
り
、
数
学
、
科
学
、
外
国
語
の
範
囲
に
限
定
さ
れ
て
い
る
の

で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
カ
ク
ラ
ン
事
件
、
エ
ヴ
ア
ソ
ン
事
件
の
援
助
に
比
較
し

て
、
は
る
か
に
制
限
的
な
も
の
で
あ
る
。
-
プ
・
ヌ
氏
は
貸
付
が
違
憲
と
論
ず

る
が
、
い
か
な
る
証
拠
に
基
づ
く
の
か
、
明
ら
か
で
は
な
い
の
で
あ
り
、
彼

の
見
解
は
こ
れ
ら
丙
判
決
の
実
際
上
の
立
場
を
無
視
し
、
新
し
い
見
解
を
口

実
に
エ
ヴ
ア
ソ
ン
事
件
の
傍
論
に
戻
っ
て
い
る
の
で
あ
る
、
と
し
て
、

「
結
局
、
国
防
教
育
法
三

O
五
節
に
よ
る
貸
付
計
画
は
、
国
防
を
目
的

と
し
て
、
初
、
中
等
学
校
に
お
け
る
科
学
、
数
学
、
近
代
外
国
語
の
教
育

の
一
般
的
水
準
を
向
上
さ
せ
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
立
場
は
修

正
一
条
の
下
で
、
公
金
を
教
育
の
た
め
に
使
用
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
、

従
来
の
連
邦
最
高
裁
の
許
容
し
た
実
際
的
な
立
場
に
合
致
す
る
も
の
で
あ

(
剖
〉

る
。
」

と
述
べ
て
同
三

O
五
節
は
合
憲
で
あ
る
、
と
し
た
。

(
1
〉

P
E
g
d司
-
F
E
H同
町
ク
〉

g
g
Z
H
Cご
耳
切
向
。
ご

Z
U
F目，

可
】
門
叶

C
『(リ。

zszp

(
2
〉
刻
印
仏
一
口
一
広
『
P
F
D
E
ω

ぢ

Z
C
D古
吋

D
E門
司
コ

S
2
ω
n
r
c
o
r・、
H，rmw

n
cロ∞
Z
E
Z
c
g
]え
可
え
∞
丹
氏
。
ロ

ω
c
m
c問
手
。

Z
え
5
5
-

ロ
m
pロ
再

開

L
R
ω
2
0ロ
〉
円
ゲ

ωω
戸
同
.
阿
川

.ω.
向者・

8
∞l
ω
8
.

(
3
)
ζ
円

P
一一
cnr
〈
・
冨
∞
叫
可
F
E
L
巧
宮
田
ケ

ω回
目
(
同
∞
芯
)
・

(
4
)
H
E
L
-
-
七・品
N0.

(
5
)
ω
ω

出・岡山
-
H
F
ω
・甘・

ω品目

(

6

)

喜
一
}
耳
〈
-
C
E
Z仏
∞

E
F
口

当

ω
一一

-Mg(H∞
コ
)
に
お
け
る
ス

ト
ロ
ン
グ
意
見
。

(
7
〉
り
き
ヨ
ロ
ロ
チ
戸
当
D
O
L
S
手
品
者
}
E
F
m
H
∞

(58
に
お
け

る
マ
ー
シ
ャ
ル
意
見
。

(

8

)

一
八
一
一
年
ペ
ン
シ
ル
ヴ
ア
ニ
ア
州
最
高
裁
の
吋
二
m
y
B
E
判
事

意
見
。

(

9

)

彼
は
こ
れ
ら
の
ほ
か
に
〉
ω
7
4
5
ι
2
J
q・
吋
g
ロ
2
月
。
〈
巳

-a〉
守

H
7
0
2
u
J
N
S
C・
m
-
M
a
(
H
S
S
に
お
け
る
プ
ラ
ン
ダ
イ
ス
判
事
の

意
見
を
あ
げ
る
。

g
z・
門
岡
山
・

ω・
宅
・

ωAF日
l
一ω念・
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料

(
叩
〉
国
自
《
凶
同
月
一
仏
〈
-
H
N
o
r
m
-
P
H斗
印
己
・
∞
・

5
∞・

(口
)
ρ
G
F
n
r
回

Z
H
〈
-
F
2市問
Y
M
E
d
-
∞・

8
・

(MU)

の
o
n
r
Eロ
〈
・
戸
C
E
ω
Eロ
m
w
ω
g
g
回

O
R仏
oh
同《山口円三
5
ロ
w
H
M
ω
m
0・

白
出
品
・

(臼
)

N

∞H
d・
ω・
ωa-

(
U
)
ω
ω

出
-HW・剛山・

ω・司

ω
S
-

(
お
〉
開
口
問
己
〈
・
〈
E
-
p
u
g
c・
m-
串

N
H
(
H
E
N
)・
第
四
章
に
て
詳
述
す

る
o

な
お
、
田
宮
組
問
、
判
例
時
報
三
四
八
号
二
頁
に
要
旨
紹
介
が
あ
る
。

(
日
)
修
正
一
条
の
解
釈
と
し
て
、
連
邦
お
よ
び
州
政
府
が
教
会
を
設
け
る

こ
と
も
、
一
宗
教
あ
る
い
は
全
宗
教
を
、
あ
る
い
は
他
に
対
し
て
一
宗

教
を
援
助
も
し
く
は
優
遇
す
る
こ
と
も
で
き
ず
、
宗
教
活
動
を
援
助
す

る
た
め
に
い
か
な
る
租
税
も
課
す
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
し
た
も
の
o

ω
ω
c
c・
m-
回
目

1
5
・

2
2
0
鵜
飼
信
成
「
宗
教
と
国
家
の
分
離
」
|

ス
F

l
ル
・
バ
ス
事
件
(
英
米
判
例
百
選
一

O
O頁
)
に
要
旨
の
紹
介

お
よ
び
解
説
が
あ
る
。
な
お
次
節
以
下
で
詳
述
。

(
口
)
ω
ω

出
・
開
・
列
・

ω・同)司・

ω印。
lω
臼・

(
日
〉
∞
者
ω江
戸

ω
g
w
r
切
戸
円
ロ
ロ
問
g
ロ
J

円
。
巧
出
∞
円
}
M
O
D
-
0
5ロ
n
p
H
N
N

〈円・
H

ゴ・

資

(
山
口
)
右
の
事
件
の
移
送
命
令
を
拒
否
し
た
も
の
と
し
て

ω
g
d・
ω・申
N
印

(
H
E
H
Y
な

お

包

室

主

r
F・
河

2
・
巴
忠

(
5
2
)
・
お
よ
び
関

E
湾
♂

M
J己
の
・

(UY戸吋
nrmwロ
ι
ω
g
H
O
h
n
o
D旬。
SHH〈
ゆ
閉
め
司
mpgtmgw
由
(
V

Z』
n
r
-
F・岡山
2
・
8
2
2
H
)
を
参
照
。

(
却

)
ω
ω

出
・
開
-MN・
ω・司・

ω臼・

(

幻

)

(

明

叫

)

(

お

)

回
目
》

F
L
・-ω
印

N
-

同
覚
書
に
つ
い
て
は
、
本
項
ニ
、
参
照
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
(
臼
)
に
触
れ
た
。

(

U

A

)

 

お
国
・
開
-
m
-
ω
・司・

ω
2
・

五
、
違
憲
論
(
そ
の
こ
)

こ
れ
に
対
し
ホ

l
い
l
b
(
宮
口
宮
司
国
c-52)
は
国
家
防
衛
教
育
法
が
違

憲
で
あ
る
と
し
て
更
に
反
論
を
述
べ
る
。

彼
の
批
判
は
主
と
し
て
、
右
に
あ
げ
た
ラ
ド
リ
フ
見
解
に
対
す
る
反
論
引

あ
る
。
以
下
の
よ
う
に
な
さ
れ
て
い
る
。

「
同
教
を
定
め
る
こ
と
に
関
す
る
法
律
を
禁
止
す
る
」
と
す
る
修
正
一

条
の
意
味
は
、
政
府
が
国
立
の
教
会

(
g
g
g
r
r
z
L
n
}
E
R
Y
)
を
設

け
た
り
、
他
の
宗
教
に
対
し
て
一
宗
教
、
も
し
く
は
一
教
会
を
優
遇
し
た

り
す
る
こ
と
を
禁
ず
る
も
の
で
あ
る
、
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と

が
連
邦
最
高
裁
に
よ
っ
て
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
な
ら
ば
、
問
題
の
国
家

防
衛
教
育
法
の
合
憲
性
に
関
す
る
問
題
は
生
じ
て
い
な
い
だ
ろ
う
。
連
邦

最
高
裁
は
、
右
の
国
教
禁
止
条
項
が
、
政
府
は
非
宗
教
的
な
問
題

(E2-民

自
民
芯
互
に
の
み
関
与
す
べ
き
で
あ
っ
て
、
宗
教
的
な
問
題
は
私
的
分
野

に
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
、
と
解
し
て
い
る
。
こ
こ
か

ら
、
政
府
は
い
か
な
る
宗
教
、
あ
る
い
は
す
べ
て
の
宗
教
を
援
助
す
る
法

律
を
制
定
し
て
は
な
ら
な
い
、
と
言
う
解
釈
が
導
か
れ
る
。
こ
の
見
解
を

最
初
に
明
確
に
宣
言
し
た
の
は
、
エ
ヴ
ア
ソ
ン
事
件
に
お
い
て
で
あ
っ

北法17(1・150)150 



て
、
こ
こ
で
連
邦
最
高
裁
判
所
は
後
の
す
べ
て
の
判
決
で
こ
の
見
解
に
従

っ
て
判
決
が
書
か
れ
る
こ
と
を
意
図
し
た
の
で
あ
っ
た
。

彼
は
ま
ず
右
の
よ
う
に
前
提
し
て
、
問
題
は
、
あ
る
教
育
す
上
の
設
備
の
目

的
の
た
め
の
教
区
校
に
対
す
る
貸
付
が
、
宗
教
に
対
す
る
貸
付
と
な
る
か
ど

う
か
に
帰
結
す
る
と
し
て
、
教
区
校
に
お
け
る
通
常
の
教
育
と
宗
教
教
育
の

不
可
分
性
を
あ
げ
る
。

国

へ
2
〉

-
フ
・
ヌ
氏
、
が
彼
の
論
文
の
中
で
論
証
し
た
よ
う
に
、
そ
も
そ
も
教
区
校

に
お
け
る
、
通
常
の
教
育
(
目

2
-
R
E
Z
2
g
)
の
指
導
は
宗
教
の
指
導

と
切
り
離
す
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
で
あ
り
、
も
し
そ
う
で
な
け
れ
ば
教

区
校
に
対
す
る
必
要
性
は
存
在
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
初
等
、
中
等

の
教
区
校
は
宗
教
的
な
施
設
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
学
校
に
対
す
る
一
般

的
援
助
は
禁
止
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

アメリカ合衆国における政教分離の原則

こ
の
立
場
は
エ
ヴ
ア
ソ
ン
事
件
に
お
い
て
本
来
と
ら
れ
た
立
場
で
あ
っ

(
3〉

て
、
こ
れ
と
異
っ
た
解
釈
に
賛
成
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
す
る
。

ま
た
、
一
二

O
五
節
に
言
う
貸
付
は
明
ら
か
に
受
益
者
に
対
す
る
援
助
で
あ

っ
て
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
貸
付
を
行
う
意
味
が
な
い
の
で
あ
り
、
更
に
貸
付

が
直
接
宗
教
の
指
導
に
関
係
の
な
い
教
材
、
設
備
の
購
入
に
向
け
ら
れ
る
、

と
言
う
だ
け
の
理
由
か
ら
違
憲
で
は
な
い
、
と
は
考
え
ら
れ
な
い
と
す
る
。

更
に
論
者
は
、
ラ
ド
ク
リ
フ
見
解
の
、
カ
ク
ラ
ン
事
件
で
の
通
常
の
無
料
教

科
書
を
教
区
校
に
支
給
す
る
こ
と
が
国
教
条
項
に
反
す
る
も
の
で
は
な
い
、

と
す
る
解
釈
を
適
切
で
は
な
い
と
し
て
そ
の
理
由
を
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

何
故
な
ら
ば
カ
ク
ラ
ン
事
件
(
~
弘
一
一
一
)
は
、
修
正
一
条
が
修
正
一
四
条

を
通
し
て
州
の
行
為
に
も
沼
刑
さ
れ
る
と
し
た
エ
ヴ
ア
ソ
ン
事
件
(
叶

U

4
一
以
前
に
な
さ
れ
て
お
り
、
従
っ
て
カ
ク
ラ
ン
事
件
で
は
修
正
一
条
の

問
題
は
含
ま
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
カ
ク
ラ
ン
事
件
で
の
法
律
問
題

は
、
公
的
目
的
に
対
す
る
援
助
の
問
題
と
言
う
よ
り
は
、
私
的
目
的
に
対

す
る
租
税
の
使
用
が
認
め
ら
れ
る
か
ど
う
か
、
の
問
題
な
の
で
あ
る
。

論
者
は
ニ
ュ
l
・
ヨ
ー
ク
州
に
お
け
る
ジ
ャ
ド
対
教
育
委
員
会
事
件

一
軌
三
似
桝
十
日
企
即
)
お
よ
び
ニ
ユ

1
・
メ
キ
シ
コ
州
に
お
け
る
ゼ
ラ
l
ズ
対

ハ
フ
主
的
(
一
軌
司
一
位
計
十
川
沫
節
)
で
の
、
宗
教
に
対
す
る
援
助
を
禁
ず
る
州
憲

法
の
下
で
、
教
区
校
児
童
に
対
す
る
教
科
書
の
供
給
が
違
憲
で
あ
る
、
と
さ

れ
た
例
、
お
よ
び
ミ
シ
シ
ッ
ピ
l
州
に
お
け
る
合
憲
と
し
お
(
十
九
和
一

語
川
)
を
あ
げ
、
次
の
よ
う
に
ラ
ド
ク
リ
フ
理
論
を
批
判
し
た
。

た
し
か
に
何
人
も
、
成
人
教
育
の
一
環
と
し
て
教
会
に
よ
っ
て
開
催
さ

れ
て
い
る
芸
術
ク
ラ
ス
に
対
す
る
必
要
品
、
あ
る
い
は
教
会
体
育
連
盟
の

た
め
の
バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ
ー
ル
の
支
給
を
政
府
が
で
き
る
と
考
え
る
も
の
は

い
な
い
だ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
ラ
ド
ク
リ
フ
氏
の
議
論
の
中
心
点
は
彼
の
「

公
利
益
理
論
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
彼
に
よ
る
と
「
教
区
校
自
体
を
援
助
す
る
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料

l

i
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-

ム

目

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

心
ど
が
立
法
の
当
初
の
目
的
で
あ
り
趣
旨
で
あ
っ
た
の
か
、
あ
る
い
は
広

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

範
な
、
適
法
な
公
け
の
目
的
を
達
成
す
る
こ
と
が
立
法
の
当
初
の
目
的

ι

.
、
.
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

趣
旨
千
あ
か
¥
結
果
と
し
て
教
区
校
に
対
す
る
援
助
が
附
随
し
た
も
の

で
ふ
わ
が
(
傍
点
原
著
者
)
。
」
と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
。
彼
は
こ
れ

を
エ
ヴ
ア
ソ

γ
事
件
で
と
ら
れ
た
真
の
区
別
で
あ
る
と
し
て
引
用
す
る
。

し
か
し
訟
に
は
同
判
決
の
中
に
こ
の
結
論
を
支
持
す
る
何
物
も
見
出
す
こ

と
は
で
き
な
い
。
同
事
件
の
理
論
的
根
拠
は
、
「
公
立
校
お
よ
び
他
の
学

校
に
通
学
す
る
児
童
の
パ
ス
料
金
を
州
が
支
払
う
、
と
言
う
一
般
的
な
計

画
の
一
部
と
し
て
」
パ
ス
輸
送
を
行
う
こ
と
が
、
交
通
に
関
す
る
警
察
の

規
制
(
℃
D
-
5
0
8ロ片岡
D
-
D『
昨
日
間
出
口
)
の
よ
う
な
他
の
一
般
的
条
項
と
同

様
な
も
の
で
あ
る
、
と
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
あ
る
。
私
は
住
民
の
一

部
が
教
区
校
へ
通
う
途
上
、
こ
の
サ
ー
ビ
ス
に
よ
っ
て
利
益
を
受
け
る

と
言
う
理
由
だ
け
に
よ
っ
て
、
こ
の
一
般
条
項
が
否
定
さ
れ
て
は
な
ら
な

い
と
考
え
る
。
し
か
し
、
問
題
は
与
え
ら
れ
た
サ
ー
ビ
ス
が
、
政
府
の
支

持
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
教
育
の
一
部
で
あ
る
か
ど
う
か
、
に
あ
る
。
私

は
エ
ヴ
ア
ソ

γ
判
決
に
同
意
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
理
由
は
、
輸

送
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
一
般
的
に
児
童
を
無
料
で
輸
送
す
る
も
の
で
は
な

く
、
児
童
を
教
区
校
へ
輸
送
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
が
州
の
行
い
得
な

い
行
為
で
あ
る
、
と
す
る
こ
と
に
基
づ
い
て
い
る
。

と
も
か
く
同
判
決
の
表
現
お
よ
び
理
由
づ
け
は
、
我

e々

が
問
題
と
し
て

い
る
教
育
に
対
す
る
直
接
援
助
を
定
め
る
こ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
支
持
す
る

も
の
で
は
な
い
。
パ
ス
輸
送
と
交
通
の
規
制
の
間
に
類
似
点
を
見
出
す
こ

と
は
で
き
よ
う
が
、
実
験
室
お
よ
び
視
聴
覚
の
設
備
の
援
助
を
こ
れ
と
対

資

比
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

論
者
は
こ
の
よ
う
に
述
べ
た
後
、
ラ
ド
ク
リ
フ
理
論
が
実
は
新
寄
な
概

b
f
l教
区
校
に
対
す
る
援
助
は
、
そ
の
目
的
が
学
校
を
援
助
す
る
こ
と
に

あ
る
の
で
は
な
く
し
て
、
何
か
適
法
な
公
け
の
目
的
(
こ
こ
の
場
合
で
言
え

ば
国
家
防
衛
)
を
推
進
せ
し
め
る
と
こ
ろ
に
あ
る
場
合
に
は
、
こ
れ
が
合
憲

と
な
る
1
ー
と
す
る
概
念
を
提
案
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
、
と
し
て
こ

の
解
釈
の
危
険
性
を
次
の
よ
う
に
指
摘
す
る
。

こ
の
新
奇
な
概
念
か
ら
次
に
我
々
の
市
民
的
教
育
と
言
う
よ
う
な
正
当

な
公
け
の
目
的

(
m
r住
民
自
民
。
官

E
n
吉
岡
・
吉
見
)
の
た
め
に
、
教
区

校
に
対
す
る
援
助
が
進
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
実

際
、
技
術
、
ま
た
は
科
学
的
訓
練
の
よ
う
な
、
国
家
の
防
衛
に
不
可
欠
な

も
の
は
、
一
般
教
育
の
高
度
の
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
目
的
ま
た
は

動
機
が
、
学
校
も
し
く
は
教
会
を
援
助
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
場
合
に

の
み
こ
の
よ
う
な
援
助
が
違
憲
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
に
考

え
る
と
こ
の
原
理
(
公
利
益
論
H
H
筆
者
〉
の
限
界
は
ど
こ
に
あ
る
の
で
あ

ろ
う
か
。

(
8
v
 

ま
た
、
ラ
ド
ク
リ
フ
氏
は
デ
ニ
ス
事
件
を
引
用
す
る
が
、
こ
の
こ
と
は

菌
防
の
優
越
的
な
重
要
性
を
強
調
す
る
あ
ま
り
、
議
会
が
法
を
制
定
し
さ

え
す
れ
ば
政
教
分
離
の
よ
う
な
憲
法
原
理
を
も
無
視
す
る
こ
と
が
で
き
る

こ
と
を
容
認
す
る
こ
と
と
な
る
。
私
は
現
在
の
最
高
裁
の
下
で
、
我
々
の

北法17(1・152)152
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1
5
 、
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基
本
的
人
権
が
こ
の
よ
う
な
危
険
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
と
は
考
え
て
い
な

f
9
)
 
、。
B
U
 

こ
の
よ
う
に
合
憲
論
を
批
判
す
る
論
者
は
、
宗
教
的
な
慣
行
に
つ
い
て
こ

れ
を
必
ず
し
も
否
定
す
る
立
場
に
立
つ
も
の
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、

対
分
離
論
者

(
F
O
J
r
s
z
z
m
t
w
)
」
の
見
解
は
こ
れ
ま
で
に
受
容
さ
れ
て

き
た
多
く
の
慣
行
を
違
憲
と
す
る
が
、
彼
が
違
憲
で
あ
る
と
考
え
る
慣
行
の

例
と
し
て
は
、
ウ
エ
ス
ト
・
ポ
イ
ン
ト
(
巧
皇
官
百
円
)
お
よ
び
ア
ナ
ポ
リ

ス
(
〉
ロ
ロ
ω

唱。-5)

公
立
校
に
お
け

に
お
け
る
義
務
的
な
教
会
へ
の
出
席
、

伺

自る
由卒
時業
間式
五十日の
函U説
教

『
印
n 
g 
同

日
内

'" (1) 
0 

4 
n 
2 

学
校
の
内
外
を
問
わ
な
い

(百一
2
的。

ι
t
B
O
聞き
m
g
gと
が
あ
る
。
彼
の
見
解
は
絶

対
分
離
論
者
の
立
場
か
ら
は
違
憲
で
あ
る
、
と
考
え
ら
れ
て
い
る
い
く
つ
か

アメリカ合衆国における政教分離の原則

の
慣
行
を
必
ら
ず
し
も
違
憲
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
軍
隊
所

属
の
牧
師
の
例
で
あ
る
。
彼
は
、
以
下
の
よ
う
に
そ
の
理
由
を
述
べ
る
。
す

な
わ
ち
、
国
教
条
項
を
遵
守
す
る
た
め
に
こ
の
軍
隊
所
属
の
生
時
を
廃
す
る

こ
と
は
、
等
し
く
あ
る
い
は
一
層
重
要
な
原
則
で
あ
る
、
自
由
な
宗
教
活
動

を
保
障
す
る
信
教
条
項
に
反
す
る
結
果
と
な
る
だ
ろ
う
。
軍
隊
所
属
の
人
々

は
、
政
府
の
た
め
に
、
彼
ら
の
教
父
、
教
会
と
の
接
触
か
ら
引
き
離
さ
れ
た

の
で
あ
っ
て
、
軍
隊
所
属
牧
師
を
付
与
す
る
こ
と
は
ま
さ
に
こ
の
剥
奪
を
補

完
す
る
も
・
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
牧
師
に
は
階
級
が
授
与
さ
れ
て
は

な
ら
な
い
し
、
ま
た
彼
ら
は
軍
服
を
着
用
し
て
は
な
ら
な
い
。
い
ず
れ
に
せ

よ
信
教
条
項
の
原
則
を
侵
犯
す
る
こ
と
と
、
し
な
い
こ
と
と
の
聞
の
限
界
線

を
引
く
こ
と
は
、
政
教
分
離
原
則
に
つ
い
て
の
「
絶
対
的
分
離
論
者
」
の
立

ー「

絶

場
の
下
に
お
け
る
よ
り
も
、

「
穏
健
な
」
理
論
(
て

5
0色
O
E
S
-
-
F
g
q
)

〈

M
〉

の
下
に
お
い
て
一
一
層
困
難
で
あ
ろ
う
。

ホ
ー
ム
ズ
の
反
論
は
以
上
の
ご
と
く
で
あ
る
。

(

1

)

ロ
g
r
q
国
D
E
g
-
k
r
ζ
3
r
o円
。
同
任
命
宮
B
s
n
z
a
z
F
F

。cB
g
o
E
Cロ
食
H
h
c
m
g
g
z
oロ
買
え
RP-4mgmnroo-ω
・3
ω
ω

国
・
円
対
・

ω
る旬・

ω日午山印申・

(
2
)
F
m
w
z
oロ
夕
食
河
内
}
応
5
5
W
}
M
O
D
-凹
自
門
で
∞
2
己
釦
九
∞
ロ
Z
2
gョ
日

臼
N

国・同・
H
N
.
ω

る司・

M
m
I
N
S
・
木
項
三
参
照
。

(
3
〉
こ
の
点
で
ラ
ド
ク
リ
ア
の
見
解
は
判
決
の
結
論
の
部
分
、
つ
ま
り
無

料
パ
ス
輸
送
を
容
認
し
た
、
と
言
う
点
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
の
に
対

し
、
ホ
ー
ム
ズ
の
見
解
は
エ
ヴ
ア
ソ

γ
事
件
に
お
い
て
一
万
さ
れ
た
傍
論

の
立
場
に
着
眼
し
て
述
べ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

(

4

)

修
正
一
四
条
の
解
釈
を
通
し
て
修
正
一
条
が
州
に
対
し
て
も
適
用
さ

れ
る
こ
と
と
な
っ
た
経
過
に
つ
い
て
は
第
二
章
五
節
(
本
誌
二
ハ
巻
一

号
一

O
五
|
一
一
八
頁
)
参
照
。
一
九
三

O
年
の
カ
ク
ラ
ン
事
件
で

は
、
修
正
一
四
条
の
適
正
手
続
条
項
の
拡
張
解
釈
に
よ
り
、
修
正
一
条

の
国
教
条
項
を
州
に
対
し
て
適
用
す
る
角
度
か
ら
扱
っ
て
い
る
の
で
は

な
く
、
上
告
人
の
、
教
科
書
の
供
給
を
定
め
る
向
令
は
修
正
一
四
条
に
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半十

反
す
る
と
す
る
主
張
を
否
定
す
る
こ
と
に
よ
り
、
供
給
を
合
憲
と
し
た

の
で
あ
る
。
修
正
一
条
の
信
教
条
項
が
、
修
正
一
四
条
の
適
正
手
続
条

項
の
拡
張
解
釈
に
よ
り
州
に
適
用
さ
れ
る
に
至
っ
た
、
と
さ
れ
る
の
は

一
九
四

O
年
の
カ
ン
ト
ウ
エ
ル
対
コ
ネ
テ
イ
カ
ッ
ト
事
件

(P口
言
。
=

〈
-
n
oロロ
2
U
2
7
U
H
O
C
-
ω
・
M
g
)
に
お
い
て
で
あ
り
(
本
誌
二
ハ

巻
一
号
一
一
三
頁
)
、
修
正
一
条
の
国
教
条
項
に
つ
い
て
は
一
九
四

七
年
の
エ
ヴ
ア
ソ
ン
対
教
育
委
員
会
事
件
(
何
耳
目
。
ロ
〈

-
F阻
み
え

何
L
E
S
t
o
p
ω
g
c・
ω
-
r
)
で
あ
る
(
同
一
一
八
頁
〉
。
な
お

ω
g己
31γ
向。『『寸凹
D
F
(同V
B
R
C同
F
m耳、

ω
g口問
D
H
L
dロ
ト
〈
・
)
ロ
c
g

任
命
司
C戸
吋
件
。
伶
ロ
テ
〉
ヨ
2
三
百
。
ロ
片
岡
ロ
nCH甘
D
S
R
任
命
切
己
一

O『
MN仲間
y
g噌

吋

Z
P
P
E
F
5司
H
2
5
0
P
N
g
S
E
L
F
-
H
Uく・

f
害・

5
?

同斗(}・(ロ
2
・
5hS)
お
よ
び
】
V
m
E
-
0・関田口開拓一円
-
n
F
C
R
Y
mロ円四
ω
S窓口

mucc胃
E
2
2
m
a
m
E
g
g
-
品
。
冨
-
n
r
-
H
S
M
N
2・
ゲ
宅
・
十
日
・

(ZO〈・

5
2
)・
同
旨
。

(

5

)

】
己
《
位
〈
・
回
O
R
L
C『何円四戸
s
t
o
p
N∞叶

Z
・
J円
-
M
C
C
(
H申
ω∞γ

(

6

)

N
色
。
ロ
〈
・
出
口
『
『
-
Z・
ζ
・(凶器同)・

(
7
)
n
y
mロ
ロ
ゆ
〈
・
冨
5
5
-
3
-
ω
・吋
-HF
司・回・

8
0
ω
c・
J10白

(HEH)
・

(

8

)

ロ
g
ロ
窃
戸
己
・

ω・・
ω企

C
・
ω
-
h
S
A
P
-
(
5
2
)
こ
の
事
件
で
ヴ
ィ

ン
ソ
ン
首
席
裁
判
官
は
一
九
四

O
年
の
ス
ミ
ス
法
に
基
づ
き
、
一
一
人

の
共
産
党
指
導
者
を
、
政
府
が
実
力
に
よ
り
打
倒
さ
れ
る
こ
と
を
防
止

す
る
と
言
う
利
益
の
重
要
性
を
強
調
し
て
有
罪
判
決
を
書
い
た
。
な

お
、
「
英
米
判
例
百
選
」
九
一
頁
参
照
。

(
9
)
ω
ω
出
・
門
戸

ωる・

ω印∞・

資

H
m
F
E
a
t
B
o
に
つ
い
て
は
自
由
時
間
制
の
訳
語
が
あ
て
ら
れ
て

る
へ
ア
メ
リ
カ
法
に
お
け
る
基
本
的
人
権
、

E
-
s
・
ニ
ュ
i

)

0

こ
こ
で
も

2

1

/

・
マ

γ
、
妹
尾
晃
訳
(
有
斐
閣
、
昭
和
二
八
年
)
七
頁
。
」

そ
れ
を
採
用
し
た
。
こ
れ
に
対
し
、
《
】
岡
田
吉
田
路
島

C
B
O

に
つ
い
て
は

解
放
時
間
制
を
用
い
る
こ
と
と
す
る
。
な
お
第
四
章
に
て
詳
述
。

(
日
〉
従
軍
牧
師
に
対
す
る
米
人
権
協
会
の
立
場
に
つ
き
、
ジ
ユ
リ
ス
ト
、

三

O
三
号
七
一
一
貝
。

(

叩

)

第
四
項

ま
と
め

さ
て
、
以
上
教
区
校
児
童
に
対
す
る
教
科
書
等
の
供
給
、
お
よ
び
貸
与
を

め
ぐ
る
連
邦
、
州
最
高
裁
の
判
例
、
一
九
五
八
年
の
国
家
防
衛
教
育
法
を
め

ぐ
る
論
争
を
そ
れ
ぞ
れ
検
討
し
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
「
ま
と
め
」

と
し
て
以
下
の
よ
う
に
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

す
で
に
こ
の
節
の
始
め
に
触
れ
た
よ
う
に
、
教
科
書
供
給
の
問
題
は
付
、

無
料
の
教
科
書
供
給
を
違
憲
と
す
る
州
の
判
例
の
場
合
、
口
、
こ
れ
を
合
憲

と
す
る
州
の
判
例
の
場
合
、
日
、
同
じ
く
こ
れ
を
合
憲
と
す
る
連
邦
の
判
例

の
場
合
、
お
よ
び
岡
、
無
料
教
科
書
の
貸
与
を
合
憲
と
す
る
州
の
判
例
の
場

合
に
区
別
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
問
題
に
お
い
て
ま
ず
付
の
場
合
の
判
例
と
し
て
は
ス
ミ
ス
対
ド

ナ
ヒ
ナ
l

事
件
(
戸
川
佐

4
1
?
r
ι
午
、
ド
ナ
ホ

1
対
リ
チ
ャ

1
0ス
事

ι
r
h
ハ
4
畑
一
昨
w
L
P
W
V
)

、
ジ
ャ
ド
対
教
育
委
員
会
事
件
(
な
一
一
て
な
れ
〆
L
h

ι
話
~
一

ω)
お
よ
び
ゼ
ラ
l
ズ
対
ハ
フ
事
件
(
江
畑
℃

4
1
J供
託
川
し
ソ
キ
)
が
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あ
る
。
こ
の
供
給
を
違
憲
と
す
る
立
場
の
論
拠
は
、
児
童
は
学
校
を
構
成
す

る
も
の
の
一
要
素
で
あ
っ
て
、
教
科
書
を
供
給
す
る
こ
と
は
結
局
教
区
校
を

援
助
す
る
こ
と
に
な
る
、
と
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
判
決
の
一
言
葉
を
借
り
る

な
ら
ば
「
生
徒
は
そ
の
学
校
の
一
部
を
構
成
し
て
い
る
」
の
で
あ
り
、
こ
の

よ
う
な
「
支
給
は
少
な
く
と
も
こ
の
団
体
に
対
す
る
間
接
的
な
援
助
で
あ

る
」
、
と
す
る
。
従
っ
て
こ
の
間
接
援
助
は
憲
法
の
禁
止
す
る
範
囲
内
に
属

す
る
、
と
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
、
間
接
援
助
を
憲
法
の
禁
止
す
る
も
の
で

あ
る
と
す
る
ス
ミ
ス
対
ド
ナ
ヒ
ュ

l
事
件
の
立
場
は
、
分
離
原
則
を
厳
格
に

解
し
た
も
の
、
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

同

こ
れ
に
対
し
て
同
の
ボ
l
デ
ン
対
ル
イ
ジ
ア
ナ
州
教
育
委
員
会
事
件

(
ト
明
一
4
酔一

ι軒町
'
7
)
で
は
、
教
科
書
供
給
に
よ
り
利
益
を
受
け
る
の
は

児
重
で
あ
っ
て
学
校
で
は
な
い
、
と
す
る
立
場
か
ら
供
給
を
合
憲
と
し
て
い

アメリカ合衆国における政教分離の原則

る
。
こ
の
「
受
益
者
は
学
校
で
は
な
く
児
重
で
あ
る
」
と
す
る
立
場
は
、
付
の

「
生
徒
は
学
校
の
一
部
」
で
あ
り
こ
れ
に
対
す
る
供
給
は
間
接
的
に
援
助
す
る

こ
と
と
な
り
違
憲
で
あ
る
、
と
す
る
の
と
対
照
的
で
あ
る
。
こ
の
ル
イ
ジ
ア
ナ

の
判
決
が
児
童
福
祉
論
に
立
っ
て
判
旨
を
展
開
し
て
い
る
こ
と
は
す
で
に
触

れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
そ
の
論
拠
と
し
て
、
州
の
行
為
は
「
警
察
権
の
会

理
的
な
行
使
の
範
囲
内
」
に
あ
り
、

「
州
の
児
童
の
教
育
を
推
進
し
」
、
「
市

民
の
一
般
的
福
祉
と
安
全
を
促
進
す
る
」
こ
と
と
な
る
、
と
こ
ろ
に
あ
る
。

こ
の
ボ
l
デ
ン
対
ル
イ
シ
ア
ナ
州
教
育
委
員
会
事
件
の
州
最
高
裁
判
決

は
、
臼
の
連
邦
最
高
裁
合
憲
解
釈
を
導
き
、
更
に
回
の
教
科
書
貸
与
の
合
憲

解
釈
を
導
い
た
点
で
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
ボ
l
デ
ン
事
件
で
用
い
ら
れ
た

「
警
察
権
能
」
の
行
使
の
理
論
に
基
づ
く
、
児
童
福
祉
論
は
、
そ
の
後
の
連

邦
最
高
裁
の
認
め
る
と
こ
ろ
と
な
り
、
同
事
件
で
の
「
教
科
書
は
貸
与
さ
れ

た
も
の
で
あ
り
返
還
が
要
請
さ
れ
て
い
る
」
と
す
る
解
釈
は
、
そ
の
後
の
倒

に
お
け
る
教
科
書
貸
与
事
件
の
合
憲
判
決
に
お
い
て
踏
襲
さ
れ
る
に
至
る
の

で
あ
る
。

す
な
わ
ち
同
の
場
合
の
カ
ク
ラ
ン
対
ル
イ
ジ
ア
ナ
川
教
育
委
員
会
事
件

戸
川
一
ニ
や
酔
『
伽
軒
町
)
で
は
連
邦
最
高
裁
に
よ
り
、
ボ
l
デ
ン
事
件
の
多

数
意
見
を
引
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
児
童
福
祉
論
に
基
づ
く
合
憲
判
決
を

下
し
た
。
ル
イ
ジ
ア
ナ
州
で
は
一
九
二
九
年
に
ボ
l
デ
ン
対
ル
イ
ジ
ア
ナ
州

教
育
委
員
会
事
件
お
よ
び
カ
ク
ラ
ン
対
ル
イ
ジ
ア
ナ
州
教
育
委
員
会
事
件
の

二
件
が
州
最
高
裁
に
よ
っ
て
、
同
日
そ
れ
ぞ
れ
判
決
が
下
さ
れ
た
の
で
あ
っ

た
が
、
こ
の
う
ち
カ
ク
ラ
ン
事
件
は
連
邦
最
高
裁
ま
で
持
ち
込
ま
れ
た
の
で

あ
っ
た
。
す
で
に
触
れ
た
よ
う
に
カ
ク
ラ
ン
事
件
で
は
州
最
高
裁
、
連
邦
最

高
裁
共
に
ボ
l
デ
ン
事
件
の
判
旨
に
従
っ
て
合
憲
判
決
が
下
さ
れ
た
の
で
あ

る
。
従
っ
て
こ
の
事
件
に
お
い
て
、
連
邦
最
高
裁
は
「
警
察
権
能
」
の
論
理

を
承
認
し
た
、
と
言
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
の
意
味
で
連
邦
最
高
裁
は
ボ
l
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料

デ
ン
事
件
の
反
対
意
見
が
公
共
の
福
祉
と
警
察
権
能
の
理
論
と
の
関
係
に
つ

い
て
「
国
家
の
福
祉
が
教
会
、
教
派
等
、
そ
の
学
校
に
対
す
る
公
金
支
出
の

資

禁
止
に
よ
っ
て
最
も
促
進
さ
れ
る
。
:
:
:
ま
た
、
こ
こ
に
警
察
権
能
の
適
用

の
余
地
も
な
い
の
で
あ
る
。
」
と
述
べ
た
立
場
を
否
定
し
た
こ
と
は
明
ら
か

で
あ
る
。
」
の
カ
ク
ラ
ン
事
件
に
お
い
て
承
認
さ
れ
た
児
章
福
祉
論
は
、
次
節
に
取

り
あ
げ
る
一
九
四
七
年
の
エ
ヴ
ア
ソ
γ
対
教
育
委
員
会
事
件
に
お
い
て
も
踏

襲
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
そ
の
意
味
で
も
カ
ク
ラ
ン
事
件
判
旨
を
導
い
た
ボ

ー
デ
ン
事
件
は
重
要
で
あ
る
。

帥
に
お
い
て
は
チ
ャ
ン
ス
対
ミ
シ
シ
ヅ
ピ
l
教
科
書
委
員
会
事
件
(
一
戸
市

ペ
恥
町
山
ト
M
M
)

が
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
の
事
件
に
お
い
て
は
児
童
福
祉
論

が
更
に
積
極
的
に
展
開
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

「
良
心
の
自
由
は
、
教

会
と
国
家
の
憲
法
上
の
分
離
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
る
べ
く
求
め
ら
れ
た
自
由

の
恵
沢
の
一
つ
で
あ
る
」
が
、
他
方
、
「
自
由
の
恵
沢
の
一
つ
と
し
て
の
、
教

育
の
機
会
を
期
待
す
る
権
利
を
有
す
る
人
々
の
共
通
の
福
祉
を
含
ま
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
こ
と
も
明
ら
か
」
な
の
で
あ
り
、
州
の
支
配
下
に
あ
る
児
童
に

対
し
、
州
は
児
童
の
た
め
に
積
極
的
に
州
の
義
務
を
果
す
こ
と
が
要
請
さ
れ

て
い
る
、
と
す
る
。
こ
の
判
決
が
児
童
福
祉
論
を
積
極
的
に
展
開
し
た
、
と
言

う
の
は
、
右
の
州
の
義
務
の
履
行
の
結
果
、
す
べ
て
の
児
童
が
共
通
に
享
有

す
る
利
益
を
、
宗
教
的
な
権
利
行
使
を
理
由
に
、
児
童
に
対
し
て
拒
否
し
て

は
な
ら
な
い
、
と
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
州
は
市
民
の
安
全
と

福
祉
を
増
進
す
る
た
め
に
」
必
要
と
さ
れ
て
い
る
行
為
を
促
進
す
る
義
務
が

あ
り
、
こ
の
結
果
と
し
て
「
市
民
が
所
属
し
て
い
る
集
団
に
対
し
て
認
め
ら

れ
て
い
る
特
権
」
を
、

「
宗
教
的
な
理
由
に
よ
っ
て
資
格
を
剥
奪
し
て
は
な

ら
な
い
」
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
の
論
理
は
教
科
書
供
給
事
件
に
お
い
て
展

開
さ
れ
た
合
憲
論
の
性
格
を
著
し
く
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
す
ベ

て
の
児
童
に
対
し
共
通
に
、
平
等
に
付
与
さ
れ
た
児
童
の
特
権
を
、
教
区
校

に
通
学
す
る
、
と
言
う
理
由
を
も
っ
て
奪
う
こ
と
は
、
他
方
、
平
等
原
則
に

抵
触
す
る
こ
と
と
な
る
、
こ
と
を
意
味
す
る
。
合
憲
論
の
展
開
の
基
礎
に
は
、

警
察
権
能
の
行
使
に
基
づ
く
児
童
福
祉
論
が
み
ら
れ
る
こ
と
は
す
で
に
繰
返

し
述
べ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
更
に
一
歩
進
め
て
考
え
て
み
る
と
、

福
祉
立
法
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
市
民
に
共
通
に
付
与
さ
れ
た
権
利
を
、

政
教
分
離
原
則
の
厳
格
な
適
用
に
よ
っ
て
剥
奪
す
る
こ
と
が
、
逆
に
憲
法
の

保
障
す
る
平
等
原
則
に
反
す
る
結
果
を
招
く
こ
と
に
な
る
と
恩
わ
れ
る
。
こ

の
点
を
示
唆
す
る
も
の
と
し
て
、
チ
ャ
ン
ス
対
ミ
シ
シ
ッ
ピ
l
教
科
書
委
員

会
事
件
の
判
決
は
意
味
が
あ
る
。

と
こ
ろ
で
こ
の
節
の
教
科
書
供
給
事
件
を
本
章
第
一
節
に
あ
げ
た
、
宗
教

団
体
経
営
の
施
設
に
対
す
る
援
助
の
場
合
と
比
較
す
る
と
次
の
よ
う
な
点
が
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明
ら
か
に
さ
れ
よ
う
。
第
一
節
三
項
の
ま
と
め
に
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
れ
ら
施

設
に
対
す
る
援
助
が
是
認
さ
れ
て
い
る
場
合
で
は
児
童
福
祉
論
の
粛
芽
と
み

ら
れ
る
諸
事
件
(
悌
一
欄
時
ト
頃

ω、
)
に
主
と
し
て
限
ら
れ
、
他
は
一
般
的
に

否
定
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
、
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
/
出
同
聞
か
む
話
…
守
三
)
。

こ
れ
に
対
し
教
科
書
供
給
等
の
諸
事
件
は
付
に
あ
げ
た
場
合
を
除
き
、
他
は

援
助
が
容
認
さ
れ
る
方
向
に
あ
る
、
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
第
一
節
の

場
合
と
第
二
節
の
場
合
に
お
よ
そ
右
の
よ
う
な
相
違
が
み
ら
れ
る
こ
と
は
輿

味
深
い
。
そ
の
理
由
は
次
の
よ
う
な
点
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ

ち
、
第
一
節
の
、
宗
教
団
体
経
営
の
施
設
に
対
す
る
援
助
が
、
い
わ
ば
特
殊

回

な
、
個
別
的
な
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
、
第
二
節
の
教
科
書
供
給
の
場
合
の

アメリカ合衆国における政教分離の原則

援
助
が
、
い
わ
ば
普
遍
的
な
、

一
般
的
な
も
の
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
が
で

き
る
。
こ
れ
は
ま
た
、
前
者
が
宗
教
団
体
の
個
々
の
活
動
に
と
も
な
っ
て
生

ず
る
問
題
で
あ
る
の
に
対
し
、
後
者
は
、
公
共
団
体
の
一
般
的
な
福
祉
立
法

活
動
に
と
も
な
っ
て
生
ず
る
問
題
で
あ
る
、
と
も
吾
一
?
え
よ
う
。
そ
し
て
こ
の

場
合
、
前
者
に
お
け
る
援
助
の
諸
形
態
が
、
憲
法
の
定
め
る
政
教
分
離
の
原

別
に
よ
っ
て
禁
止
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
に
対
し
、
後
者
に
お
け
る
援

助
の
形
態
が
、
憲
法
に
内
在
す
る
市
民
の
福
祉
の
た
め
の
、

「
警
察
権
能
」

の
行
使
に
よ
っ
て
容
認
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
相
違
点
が
示
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ

る
O 

さ
て
、
こ
の
よ
う
な
第
二
節
の
合
憲
論
の
問
題
点
は
ど
こ
に
あ
る
の
で
あ

ろ
う
か
。
こ
の
点
で
は
一
九
五
八
年
の
「
国
家
防
衛
教
育
法
」
に
み
ら
れ
る

違
憲
論
(
そ
の
二
)
に
代
表
さ
れ
る
、
児
童
福
祉
論
の
限
界
に
論
議
が
集
つ

て
い
る
。
違
憲
論
(
そ
の
一
)
は
供
給
さ
れ
る
教
科
書
が
宗
教
的
指
導
と
無

関
係
で
は
な
い
点
を
指
摘
す
る
の
で
あ
る
が
、
違
憲
論
(
そ
の
一
一
)
で
は
児

童
福
祉
論
の
拡
張
に
よ
っ
て
政
教
分
離
原
則
の
侵
犯
が
行
わ
れ
る
、
と
す
る

と
こ
ろ
に
そ
の
議
論
の
中
心
が
あ
る
。
特
に
違
憲
論
(
そ
の
一
一
)
で
は
合
憲

論
を
批
判
し
て
、
援
助
の
目
的
が
「
何
か
適
法
な
公
け
の
目
的
(
こ
の
場
合

で
は
国
家
防
衛
)
を
推
進
す
る
場
合
に
は
こ
れ
が
合
憲
と
な
る
」
と
述
べ
、

こ
の
解
釈
か
ら
次
に
公
け
の
目
的
達
成
の
あ
ら
ゆ
る
場
合
に
拡
張
さ
れ
る
危

険
性
を
指
摘
す
る
。

児
童
福
祉
論
の
問
題
点
は
ま
さ
に
右
の
点
に
あ
る
。
た
だ
こ
の
場
合
、
公

け
の
目
的
達
成
と
言
う
、
よ
り
広
い
目
的
を
法
の
目
的
と
す
る
場
合
と
、
児

童
の
福
祉
の
増
進
と
一
吉
田
う
限
定
し
た
目
的
を
法
の
目
的
と
す
る
場
合
と
は
区

別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
さ
に
教
科
書
供
給
事
件
の
場
合

は
後
者
で
あ
り
、
こ
れ
に
対
し
、
国
家
の
防
衛
の
た
め
の
教
育
水
準
の
向
上

と
一
言
う
場
合
は
前
者
に
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
目
的
が
置
か
れ
て
い
る
も
の
と
考
え

ら
れ
る
。
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